




【１】資料解題　　　　　　　　　皆川満寿美

　 6.11シンポジウムでは、登壇者によるプレゼン
テーション資料（パワーポイントまたは原稿・レ
ジュメ）とともに、関連資料として、実行委員会に
よる政府などへの要望書や内閣府男女共同参画局の
取組、東日本大震災と男女共同参画に関するマスメ
ディア関連記事なども収めた冊子を配布した（若干
の別刷り資料あり）。その関連資料に、6月11日以
降の情報を加えたものが、本報告書の資料編であ
る。
　以下簡単に所収資料についてふれる。
　 日本政府における男女共同参画社会／ジェンダー
平等実現のための取組は、現在、「男女共同参画基
本計画」（以下、「基本計画」）の策定とその実行
を軸として行われている（男女共同参画基本計画の
根拠法は、1999年に成立、施行された男女共同参
画社会基本法）。「基本計画」は、計画期間を10年
とし、5年ごとに改定が行われるものであり、現行
計画は昨年（2010年）12月17日に閣議決定された
第３次計画である。「基本計画」に災害関連の記述
が入ったのは、第２次計画からであるが、本資料編
の「【２】男女共同参画基本計画と防災（復興）」
では、そのような中央政府の動きについて簡単にま
とめた。（１）では、２次計画と３次計画を対照
し、その異同について簡単にふれている（表の中で
下線付き〈〉で記した）。３次計画は、おおむね２
次計画の記述を引き継いでいるが、残念ながら「後
退」と言わねばならない点がある。「復興支援」に
関するものである（表中では★をつけて記載）。
　 次に、「（２）第３次男女共同参画基本計画策定
経緯」として、３次計画の策定過程で出された２つ
の文書から、関連部分を抜粋した。
　2010年12月17日に閣議決定された第３次「基本
計画」の策定作業（第２次「基本計画」改定作業）
は、2009年3月26日に開催された第31回男女共同
参画会議における「基本的方向」（基本的考え方）
の諮問（麻生太郎内閣総理大臣による）に始まる
が、本格的な議論は、2009年5月より、「基本問
題・計画専門調査会」（それまで置かれていた「基
本問題専門調査会」を改称）において開始された。
「基本問題・計画専門調査会」では、基本的方向性
や枠組みについての議論、ワーキンググループを設
置しての各府省ヒアリング（第２次計画フォロー
アップ）と重要論点の議論というかたちで作業を進
め、2010年4月5日に「中間整理」を取りまとめ、
同月15日の第34回男女共同参画会議で報告、パブ
リックコメント、公聴会を実施した後、同専門調査

会での審議を経て、7月23日開催の第35回男女共同
参画会議で、「第３次男女共同参画基本計画策定に
当たっての基本的な考え方」が答申された。
　 その後、同年8月にこの答申を踏まえた「施策募
集」が行われたうえで、政府内での計画案策定作業
に入り、同専門調査会（10月25日）、第36回男女
共同参画会議（11月22日）での議論を経て、12月
17日の第37回同会議で答申され、同日閣議決定が
行われたものである。
　 （１）で特記した災害復興に関する記述の後退
（★で記載）は、「中間整理」「基本的な考え方」
においてすでに見出される。そして政府の「基本計
画」案も、これを修正するものではなかった。
　 いっぽう、2011年7月29日に東日本大震災復興
対策会議（本部長：内閣総理大臣、副本部長：内閣
官房長官および復興担当大臣）が決定した「復興基
本方針」には、男女共同参画関連の記述が相応に盛
り込まれている。同基本方針は、この点では、３次
計画よりも「進んだもの」とも言える。であるなら
ば、かつて「防災基本計画」において行われたよう
に、３次計画においても、災害復興に関し「追記」
することが望まれる。
　 （３）では、日本政府の男女共同参画に関連した
災害（復興）政策について、阪神淡路大震災から東
日本大震災発災までの動きを簡単にまとめた。
【６】の原ひろ子の文章（後述）と合わせて利用し
てほしい。
　 【３】として、今回の大震災への男女共同参画政
策関連の取組について、行政府（男女共同参画局を
除く）、内閣府男女共同参画局、立法府、そして当
実行委員会という４つの主体別に、時系列でのリス
トを作成した。男女共同参画局の動きについては同
局に確認済みであるが、行政府、立法府の動きにつ
いては、インターネット上で公開されている資料
（とその日時）から作成している。国会質問は、議
事録検索システムで、東日本大震災、男女共同参
画、女性、外国人などの語で検索した結果ヒットし
たものの内容を検討し、記載している（したがっ
て、掲載したもの以外にも、関連質疑が行われてい
る可能性がある。収録漏れがあれば、申し訳なく思
う）。質疑本文は、【８】として収録した。池坊保
子衆議院議員による予算委員会での質疑は、8月21
日時点でも衆議院の会議録議事情報一覧にアップ
ロードされていないため、議員本人のブログに掲載
されていたものを収録している（ h t t p : / /
yasukoikenobo.cocolog-nifty.com/blog/
2011/07/post-b7ea.html）。国会会議録に収録さ
れるものが正本である。
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　6.11シンポジウム実行委員会のミッションは、単
にこのシンポジウムを開催するということだけでは
なかった。詳しくは【10】として収録した「趣意書
及び企画書」を参照してほしいが、現在進行中の出
来事としての東日本大震災で被災された方々の避難
状況、その復興のあり方に対し、中央政府に要望
し、提言していくことは、当実行委員会のもう一つ
の重要なミッションであった。要望活動は、シンポ
ジウム開催前から開始され、シンポジウム当日にも
取りまとめられ、その後も数次にわたり行われた
が、それらは、復興基本法成立、（女性委員が一人
しかいない）東日本大震災復興構想会議による復興
構想取りまとめ、「復興基本方針」決定という進行
に即応していた。【４】では、実行委員会等が提出
したこれらの要望書を収録した。紙幅の制約から、
レイアウト通りにしたものは一部である。まず、要
望書タイトル、日付、提出先などを日付順にリスト
アップし、要望書本体を続けた（編集の都合上、レ
イアウト通りの４要望書をまず掲げているので、番
号通りではないことに注意してほしい）。丸つき数
字は、【３】の表における実行委員会部分での要望
書のものと同じである。それぞれには適宜実行委員
会名簿も添えたがここでは省略した。こうした要望
活動を行ったのはもちろん私たちだけではないが、
【３】では、当実行委員会の活動と国会議員との連
携、その結果としての政府関係文書上での動きを、
多少なりともみてとることができるであろう。
　 復興構想会議提言や、復興基本方針などの政府文
書については、男女共同参画局が作成し、８月５日
に初版を公表した「東日本大震災に対応した男女共
同参画局の取組」に、関連部分の抜粋が含まれてい
るので参照してほしい（【７】として9月2日版を収
録。h t t p : / / w w w . g e n d e r . g o . j p / p d f /
saigai_21.pdf）。この文書には、上記のみなら
ず、これまで同局ならびに男女共同参画会議が発出
してきた文書がすべて入っており、有用である（同
局は、引き続きこの文書を更新する予定である）。
　 【５】は、日本学術会議（以下SCJと略）が７次
にわたり公表した東日本大震災に関する「緊急提
言」のうち、４月15日に出された第６次のものであ
る。SCJは、３月18日に一般公開の緊急集会「今、
われわれにできることは何か」を開催して、「緊急
報告」を取りまとめ（「「今、われわれにできるこ
とは何か?」に関する緊急報告」。h t t p : / /
w w w . s c j . g o . j p / j a / i n f o / k o h y o / p d f /
k-110318.pdf）、また東日本大震災対策委員会を
設置して対応を審議し、各種の提言、見解等を公表
しているが（詳しくは当該委員会のページを参照。

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/shinsai/
shinsai.html）、男女共同参画／ジェンダー平等に
関する提言は、4月5日付けの第３次緊急提言（「東
日本大震災被災者救援・被災地域復興のために」。
http://www.scj .go. jp/ja/ info/j ishin/pdf/
t-110405-1.pdf）において初めて登場した。第６
次提言「救済・支援・復興に男女共同参画の視点
を」は、「人間の安全保障とジェンダー委員会、科
学者委員会男女共同参画分科会及び社会学委員会
ジェンダー研究分科会からの提案を踏まえて第三次
緊急提言を被災地域の治安・犯罪防止という視点か
ら補強し、男女共同参画対応を詳細化」（同対策委
員会ページ）したものである（その後SCJは、６月
５日付けで「提言 「東日本大震災被災地域の復興に
向けてー復興の目標と7つの原則ー」」を公表した
が、「男女共同参画」は、提言（３）「「市町村と
住民を主体とする計画策定」の原則」に登場してい
る。http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/
shinsai/pdf/110610t-2.pdf）。
　 続く【６】は、原ひろ子当実行委員会事務局長
が、6.11シンポジウムの共催組織でもある「人間の
安全保障とジェンダー委員会」の委員として、その
第９回会合（2010年11月30日）で報告した記録で
ある（質疑応答、3.11以降の補足を含む）。【２】
での関係年表（３）と合わせて利用してほしい。な
お、SCJ発行の『学術の動向』2011年８月号で
は、「災害・紛争・復興とジェンダーー人間の安全
保障の新地平」として特集が組まれており、この記
録の短縮版の他、シンポジウム関係者の文章も掲載
されていることをお知らせしておく。
　 【９】は、シンポジウム当日の冊子にも収録した
「関連マスメディア記事」に、その後の動き、抜け
ていた記事などを加えた。【11】は当実行委員会の
名簿である。立ち上げ時には参加団体40、個人参加
20名であったものが、シンポジウム時には団体
129、個人87となり、8月15日現在では団体133、
個人107となった（他に、実行委員会内「作業チー
ム」メンバーの16名）。
　 最後に【12】として、6.11シンポジウム時に実
施したシンポジウムについてのアンケートの回答を
まとめた。このようなイベントの開催やその準備、
運営などにも強い関心をもつ方々が回答してくだ
さったようである。
　 以上でこの「資料編」の解題とする（【２】と
【３】の作成、【８】と【９】の収集は皆川が行っ
たので、不備があれば皆川の責任であることを申し
添える）。
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【２】男女共同参画基本計画と防災（復興）
（１）２次計画／３次計画対照表　　（＜＞は皆川）

２次計画
（第12分野　新たな取組を必要とする分野におけ

る男女共同参画の推進）

３次計画
（第14分野　地域、防災・環境その他の分野にお

ける男女共同参画の推進）

<目標>
　 男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の形
成についての基本理念として、「男女の人権の尊重」、
「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政策
等の立案及び決定への共同参画」等を掲げている。ま
た、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に
影響を及ぼすと認められる施策を策定、実施するに当
たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければな
らない旨も規定している。
　 これらの基本法の理念を踏まえ、最近における男女共
同参画をめぐる社会経済情勢の変化を見ると、これまで
に掲げた分野以外の施策においても男女共同参画の視点
に立って新たに施策を立案・ 実施することが求められて
いる分野がある。
　 これらの分野は、人々の暮らしの改善に直接つながる
分野であり、女性の一層の参画が望まれており、男女が
ともに参画し、多様な発想、活動の活性化、国際競争力
の向上を図ることによって、 それぞれの分野の新たな発
展を期待することができる。
　 本計画に掲げた分野を含むあらゆる分野において男女
共同参画の視点に立って関連施策を立案・実施し、男女
共同参画社会の実現を目指す。

<基本的考え方>
　 「地域」(地域コミュニティ)は、家庭とともに人々に
とって最も身近な暮らしの場であり、 そこでの男女共同
参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要で
ある。地域においては、高齢化・過疎化の進行、人間関
係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生じてお
り、 男女が共に担わないと立ち行かなくなる状況となっ
ている。こうした中で行政だけでなく、一人ひとりが加
わって「新しい公共」を創造し、地域力を高め、持続可
能な社会を築くには、地域における男女共同参画が不可
欠である。
　 そのためには、地域における政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大や特定の性や年齢層で担われている分
野への男女双方の参画（地域おこし・まちづくり・観
光、消防団等防災分野への女性の参画、子育て支援活動
への男性の参画等）により、男女共同参画の視点を反映
させることが必要である。
　 このため、男女共同参画についての意識啓発を更に進
めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進す
る。男女共同参画の視点に立った地域や分野横断的な
ネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性
化、地方公共団体における男女共同参画行政の積極的推
進等を図り、全ての人々にとって身近な男女共同参画を
推進する。
　 また、防災、環境等の分野については、地域に根ざし
た活動から、全国規模、地球規模の活動まで様々なもの
があるが、組織の運営や活動の進め方において男女共同
参画を推進する。

<成果目標>
女性委員のいない都道府県防災会議の数　 13（平成21
年）→０（平成27年）
全国の女性消防団員　19,103人（平成22年）→10万人

施策の基本的方向
（2）防災（災害復興を含む）
　国連防災世界会議（平成17年１月）において我が国が
「防災協力イニシアティブ」を発表したが、その中に防
災分野における社会的性別の視点を明記している。災害
発生時の経験から、被災時には増大した家庭的責任が女
性に集中することなどの問題が明らかになっており、防
災（復興）対策は、男女のニーズの違いを把握して進め
る必要がある。これら被災・復興状況における女性をめ
ぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り
入れた防災（災害復興）体制を確立する。

4 防災における男女共同参画の推進
施策の基本的方向
　 被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中するこ
となどの問題が明らかになっており、防災（復興）の取
組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握し
て進める必要がある。これら被災時や復興段階における
女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視
点を取り入れた防災（復興）体制を確立する。　 ＜２次
計画から引き継ぐ。「防災協力イニシアティブ」に関す
る記述は「具体的施策」において、「国際的な防災協力
における男女共同参画視点での援助」として入る。「防
災（災害復興）体制」という」表現が「防災（復興）体
制」に変わる。＞
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具体的施策
○防災分野における女性の参画の拡大
・防災基本計画に規定した男女のニーズの違い等男女双
方の視点に十分配慮すべき事項について、地方公共団体
に対して地域防災計画に規定するよう要請する等、その
推進を図る。　【内閣府・総務省】

・防災分野での固定的な性別役割分担意識を見直すとと
もに、防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画
を拡大する。　【内閣府、関係府省】

○防災の現場における男女共同参画
・防災における女性高齢者等の被災が多いため、防災施
策の立案、実施及び情報提供に当たっては、高齢者、外
国人等の視点も踏まえる。また、緊急時における連絡体
制の整備や、避難誘導等に関して平時からの高齢者、外
国人等に対する知識の普及・学習機会の拡充を図る。　
【内閣府、関係府省】

・地方公共団体の災害に関する各種対応マニュアル等に
男女共同参画の視点を踏まえるよう支援を行う。　 【内
閣府、総務省】
・地域コミュニティにおける防災活動の意義は大きく、
男女の参画や災害や防災に関する知識の修得を進める。
また、固定的な性別役割分担意識の見直し、方針決定過
程への女性の参画の促進、及び女性リーダーの育成な
ど、男女共同参画の視点を取り入れることを推奨する。　
【内閣府、関係府省】
・災害復興に当たるボランティア、NPO、NGOとの連携
を図り、男女共同参画の視点を踏まえた復興支援が行わ
れるよう努める。　【内閣府、関係府省】

・消防職員・警察官・自衛官等について、防災の現場に
女性職員が十分に配置されるよう、採用・登用の段階も
含め留意する。また、その職業能力の向上についても配
慮する。　【警察庁、総務省、 防衛省】
・消防団における女性の活躍を促進し、全国の女性消防
団員を将来的に 10 万人以上にする。（平成16 年1.3万
人）　【総務省】

○国際的な防災協力における男女共同参画等
・「防災協力イニシアティブ」に基づき、国際的な防災
協力に当たっては、男女共同参画の視点を踏まえて援助
を行う。　【外務省、関係府省】

具体的施策
ア 防災分野における女性の参画の拡大
・地域防災計画等に男女共同参画の視点や高齢者・外国
人等の視点が反映されるよう、 地方公共団体に対して要
請するなど、その推進を図る。　 【内閣府、総務省】　
＜２次計画での「男女のニーズの違い」という言い方が
「男女共同参画の視点」に取り替えられる。＞
・防災分野での固定的な性別役割分担意識を見直すとと
もに、防災分野における政策・方針決定過程への女性の
参画を拡大する。　【内閣府、関係府省】　　＜２次計
画と同じ。＞

イ 防災の現場における男女共同参画
・災害時における女性高齢者等の被災が多いため、防災
施策の立案、実施及び情報提供に当たっては、女性、高
齢者、外国人等の視点も踏まえる。また、緊急時におけ
る連絡体制の整備や、避難誘導等に関して平時からの高
齢者、外国人等に対する知識の普及・学習機会の拡充を
図る。　【内閣府、関係府省】　＜「女性、高齢者、外
国人等の視点も踏まえる」の箇所に「女性」が加わる。
＞
・地方公共団体の災害に関する各種対応マニュアル等に
男女共同参画の視点を踏まえるよう支援を行う。　 【内
閣府、総務省】　　＜２次計画に同じ。＞
・男女の参画や、災害や防災に関する知識の修得を進め
る。また、固定的な性別役割分担意識の見直し、方針決
定過程への女性の参画の促進、及び女性リーダーの育成
など、男女共同参画の視点を取り入れることを推奨す
る。　【内閣府、関係府省】　　　＜若干の語句変更。
＞
・避難場所や災害ボランティア活動などの場において、
安全の確保など男女共同参画の視点からの配慮がなされ
るよう図る。　【内閣府、関係府省】＜新設＞

・消防職員・消防団員、警察官、自衛官等について、防
災現場に女性が十分に配置されるよう、採用・登用の段
階を含めて留意する。また、平時訓練などその職業能力
の向上についても配慮する。　 【警察庁、総務省、防衛
省】　 　＜「消防団員＞加わる。２次計画では別項で記
載、「将来的に10万人以上」と数値目標を掲げた。数値
目標については別記。＞

＜★「災害復興に当たるボランティア、NPO、NGOとの
連携を図り、男女共同参画の視点を踏まえた復興支援が
行われるよう努める。　 【内閣府、関係府省】」が削ら
れる。＞

ウ 国際的な防災協力における男女共同参画等
・「防災協力イニシアティブ」(平成17年1月18日)に基
づき、国際的な防災協力に当たっては、男女共同参画の
視点を踏まえて援助を行う。　【外務省、関係府省】　　
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（２）第３次男女共同参画基本計画策定経緯

■基本問題・計画専門調査会３次計画中間整理（ ）；パブリックコメント、公聴会にかけられる

第13分野 「地域における男女共同参画の推進」

Ｉこれまでの施策の効果と、「地域における男女共同参画の推進」が十分に進まなかった理由
1 第2次基本計画「12.新たな取組を必要とする男女共同参画の推進」において、防災、 地域おこし、まち
づくり、観光、環境分野における男女共同参画を推進することとした。

　防災分野については、男女共同参画の視点が地方公共団体レベルで盛り込まれつつあるが、こうした取組
が必ずしも現場レベルで定着しておらず、また、政策・方針決定過程に関わる女性の割合もかなり低い状況
にある。（以下略）

2 地域における男女共同参画の推進が十分に進まなかった理由は以下のとおりである。
 (1) 地域や地域に住む人々の課題解決のための施策や活動の中で男女共同参画の重要性が十分意識されてい
ない。
(2) 地域活動への参加には性別・世代の偏りがある。
(3) PTA、自治会、消防団等地域の方針決定過程において女性の活躍の場が乏しく、事実上閉ざされている
場合もある。
(4) 根強い固定的性別役割分担意識により、女性リーダーが育成されていない場合がある。
(5) 地域における男女共同参画の推進体制が十分ではなく、幅広い分野の関係機関やNPO等との連携・協働
も不十分である。
(6) 地方公共団体における男女共同参画施策の推進についての優先度、熱意にばらつきがみられる。

II 今後の目標
　「地域」(地域コミュニティ)23は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男
女共同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要である。地域においては、高齢化・過疎化の進
行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生じており、男女が共に担わないと立ち行かなく
なる状況となっている。こうした中で「新しい公共」を創造し、地域力を高め、持続可能な社会を築くに
は、地域における男女共同参画が不可欠である。
　そのためには、地域における方針決定過程（自治会、農業委員等）への女性の参画の拡大や特定の性や年
齢層で担われている分野への男女双方の参画（地域おこし・まちづくり・ 観光、消防団等防災分野への女
性の参画、子育て活動への男性の参画等）により、男女共同参画の視点を反映させることが必要である。
　このため、意識啓発を更に進めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進する。男女共同参画の
視点に立った地域や分野横断的なネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性化、地方公共団体に
おける男女共同参画行政への積極的推進等を図り、あらゆる人々にとっての身近な男女共同参画を推進す
る。

III 施策の基本的方向と具体的な取組
4 防災
(1) 施策の基本的方向
　被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中することなどの問題が明らかになっており、防災（復興）
の取組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握して進める必要がある。これら被災・復興状況に
おける女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り入れた防災（災害復興）体制を確立
する。
(2) 具体的な取組
①防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、防災計画等に男女共同参画の
視点や、高齢者・外国人等の視点が反映されるよう働きかける。

資料編【2】男女共同参画基本計画と防災（復興）　

5



②消防職員・警察官・自衛官等について、防災現場に女性が十分に配置されるよう、 採用・登用の段階を
含めて留意する。また平時訓練などその職業能力の向上についても配慮する。

■基本問題・計画専門調査会３次計画調査会答申（10/07/22）

第14分野 「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」

Ｉこれまでの施策の効果と、「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」が十分に進ま
なかった理由
1 第2次基本計画「12.新たな取組を必要とする男女共同参画の推進」において、防災、 地域おこし、まち
づくり、観光、環境分野における男女共同参画を推進することとした。
（中略）
　防災分野については、男女共同参画の視点が地方公共団体レベルで盛り込まれつつあるが、こうした取組
が必ずしも現場レベルで定着しておらず、また、政策・方針決定過程に関わる女性の割合もかなり低い状況
にある。

2 これらの分野における男女共同参画、とりわけ地域における男女共同参画の推進が十分に進まなかった理
由は以下のとおりである。
(1) 地域や地域に住む人々の課題解決のための施策や活動の中で男女共同参画の重要性が十分意識されてい
ない。
(2) 地域活動への参画には性別・世代の偏りがある。
(3) PTA、自治会、消防団等地域の方針決定過程において女性の参画の機会が乏しく、事実上閉ざされてい
る場合もある。
(4) 根強い固定的性別役割分担意識により、女性リーダーが育成されていない場合がある。
(5) 地域によっては、男女共同参画の推進拠点である女性センター・男女共同参画センターの位置づけが確
立していないところもあるなど推進体制がまだ十分ではなく、幅広い分野の関係機関やNPO等との連携・協
働も不十分である。
(6) 地方公共団体における男女共同参画施策の推進についての優先度、熱意にばらつきがみられる。

ＩＩ今後の目標
　「地域」(地域コミュニティ)は、家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、そこでの男女
共同参画の推進は、男女共同参画社会の実現にとって重要である。地域においては、高齢化・過疎化の進
行、人間関係の希薄化や単身世帯の増加等の様々な変化が生しており、男女が共に担わないと立ち行かなく
なる状況となっている。こうした中で行政だけでなく、一人ひとりが加わって「新しい公共」を創造し、地
域力を高め、持続可能な社会を築くには、 地域における男女共同参画が不可欠である。
　そのためには、地域における方針決定過程（自治会、農業委員等地域住民が担う様々な 行政関連の委員
会・協議会等）への女性の参画の拡大や特定の性や年齢層で担われている分野への男女双方の参画（地域お
こし・まちづくり・観光、消防団等防災分野への女性の参画、子育て支援活動への男性の参画等）により、
男女共同参画の視点を反映させることが必要である。
　このため、意識啓発を更に進めるとともに、課題解決型実践的活動への移行を推進する。 男女共同参画
の視点に立った地域や分野横断的なネットワークの構築、地域の男女共同参画拠点の活性化、地方公共団体
における男女共同参画行政への積極的推進等を図り、 あらゆる人々にとっての身近な男女共同参画を推進
する。
　また、防災、環境等の分野については、地域に根ざした活動から、全国規模、地球規模の活動まで様々な
ものがあるが、組織の運営や活動の進め方において男女共同参画を推進する。

ＩＩＩ施策の基本的方向と具体的な取組
4 防災における男女共同参画の推進
(1) 施策の基本的方向
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　被災時には、増大した家庭的責任が女性に集中することなどの問題が明らかになっており、防災（復興）
の取組を進めるに当たっては、男女のニーズの違いを把握して進める必要がある。これら被災・復興状況に
おける女性をめぐる諸問題を解決するため、男女共同参画の視点を取り入れた防災（災害復興）体制を確立
する。
(2) 具体的な取組
①防災分野における政策・方針決定過程への女性の参画を拡大するとともに、防災計画等に男女共同参画の
視点や、高齢者・外国人等の視点が反映されるよう働きかける。
②避難場所や災害ボランティア活動などの場において、男女共同参画の視点からの配慮がなされ、女性の安
全が保たれるよう図る。
③消防職員・消防団員・警察官・自衛官等について、防災現場に女性が十分に配置されるよう、採用・登用
の段階を含めて留意する。また、平時訓練などその職業能力の向上についても配慮する。

（３）日本政府の動き；阪神淡路大震災から東日本大震災発災まで（全国知事会調査含む）

1995年1月17日　阪神淡路大震災。
2002年10月　男女共同参画会議「影響調査事例研究ワーキングチーム」、「阪神・淡路大震災の被災お
よび復興状況」に関し地方自治体へのヒアリング（～2003年。計４回）。
2004年10月23日　新潟県中越地震。男女共同参画局は、現地対策本部に「女性の視点」担当職員を派遣
（２週間）。新潟県等に女性の相談窓口を設置。現地派遣の報告等を踏まえ、男女共同参画局長から、防災
担当政策統括官に「防災行政における男女共同参画の視点の反映」提言（１．防災基本計画等の策定過程に
「女性の視点」を明確に反映できるような措置を講ずるとともに、「女性の視点」を明確に位置づけるこ
と。２．地方公共団体等の災害発生時の各種対応マニュアル等に「女性の視点」からのニーズを把握し迅速
に対処できる仕組みを盛り込めるよう、支援を行うこと。３．「女性の視点」を反映できるよう、防災部局
の女性職員の割合を高め、管理職登用を進めること。）。
2004年12月26日　スマトラ島沖大地震（インド洋津波）。
2005年1月18日　国連防災会議＠神戸にて、「防災協力イニシアティブ」提唱。「ＩＩ．基本方針」に
「２．人間の安全保障の視点」とならんで「３．ジェンダーの視点」明記。また、成果文書「災害に強い
国・コミュニティの構築:兵庫行動枠組2005-2015」に、ジェンダーの視点が盛り込まれる。
2005年2月　国連女性の地位委員会（CSW）、「ジェンダーと開発（GAD）イニシアティブ」採択、「イ
ンド洋沖津波災害を含む災害後の救済・回復・復興取組におけるジェンダー視点の統合」が入る。日本政府
は共同提案。
2005年7月　中央防災会議、『防災基本計画』において「女性の参画・男女双方の視点」を明記。
2005年12月　第２次男女共同参画基本計画閣議決定。第12分野において、「防災（災害復興を含む）」
入る。
2008年2月　中央防災会議、『防災基本計画』 に、防災・災害復興関連の政策決定過程において女性の参
画を促進するよう追記。
2008年2月　全国知事会男女共同参画特別委員会、「防災分野における男女共同参画の推進に関する調
査」実施。
2008年12月　全国知事会男女共同参画特別委員会、災害対策特別委員会、「女性・地域住民からみた防
災施策のあり方に関する調査結果についてー防災分野における男女共同参画の取組について」公表（調査実
施は９月）。
2010年12月17日　第３次男女共同参画基本計画閣議決定。第14分野において「防災（復興）」策定。
2011年3月11日　東日本大震災。
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【３】関係主体（行政府、男女共同参画局、立法府、当実行委員会）の動き
　（＊発災から8月30日まで）

行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

03月11日
東日本大震
災発災

03月16日

03月17日

03月18日

03月20日

03月23日

03月24日

03月30日

03月31日

・「女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応に
ついて（避難所等での生活に関する対応の依
頼）」発出。「関係機関」宛て（h t t p : / /
www.gender.go.jp/pdf/saigai_01.pdf）。

・上記文書発出について、3.17発行の男女共同参
画情報メール第238号にて言及（これ以降も、取
り組み状況について告知。http://
www.gender.go.jp/main_contents/magazine/
mail0238.html）。
・上記メールマガジンにて、女性の視点に立った
災害対応について情報提供（民間のものを含め、
ウェブサイト、インターネット上の資料を紹
介）。

・宮城政府現地対策本部に職員を派遣。

・「女性被災者に対する相談窓口の設置及び周知
並びに懸念される女性に対する暴力への対応につ
いて」発出。「関係機関」宛（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_02.pdf）。

・「暴力に関する相談・女性の相談窓口等につい
て」被災地版（岩手県、宮城県、福島県）発出。
相談窓口の公表。

・内閣官房に「被災地等における安全・安心の確
保対策ワーキングチーム」設置、第1回会議（議
長；内閣官房副長官補（内政）、構成員；内閣
官房内閣審議官、内閣府男女共同参画局長、警
察庁生活安全局長、金融庁総務企画局総括審議
官、消費者庁次長、総務省大臣官房総括審議
官、法務省大臣官房長、外務省総合外交政策局
長、文部科学省スポーツ・青少年局長、厚生労働
省職業安定局長、経済産業省技術総括審議官、
国土交通省政策統括官、環境省大臣官房廃棄
物・リサイクル対策部長、防衛省大臣官房長；
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hisaitiwg/
index.html）。

・「被災地等における安全・安心の確保対策ワー
キングチーム」に局長参加。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

03月11日
東日本大震
災発災

03月16日

03月17日

03月18日

03月20日

03月23日

03月24日

03月30日

03月31日

・実行委員会準備会発足。

・赤嶺政賢議員（共産党）質疑（衆議院外務委
員会）。

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

04月01日

04月04日

04月06日

04月11日

04月14日

04月20日

04月21日

04月22日

04月25日

04月26日

・男女共同参画局ウェブサイトに「東日本大震災
への男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等
について」ページ設置（http://
www.gender.go.jp/saigai.html。以下「東日本大
震災ページ」と略）。発出文書など掲載。

・事務連絡「東日本大震災に関しての女性や子育
てのニーズを踏まえた被災者支援等について」発
出（各都道府県・政令指定都市男女共同参画主管
課宛。http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai_06.pdf）。

・「被災地等における安全・安心の確保対策ワー
キングチーム」、「被災地等における安全・安心
の確保対策」決定（5.11改定。5.11、7.11に
フォローアップ。http://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/hisaitiwg/index.html）。

・東日本大震災復興構想会議の設置を閣議決定
（持ち回り閣議）。委員発表。女性は内館牧子
氏１名、「検討部会」には２名（都市計画家の
西郷真理子氏、東京大学大学院教授の白波瀬佐
和子氏。http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/）。

・地方紙に女性の悩み相談窓口を記載する政府広
報掲載。
・「壁新聞第3号」（政府広報）に女性の悩み相
談について掲載。

・第１回東日本大震災復興構想会議開催、「東
日本大震災による被災地域の復興に向けた指針策
定のための復興構想について」諮問（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou1/
siryou3.pdf）。

・被災地において、女性に配慮した避難所等での
支援等に関する情報交換会開始（現地対策本部に
交代で常駐する職員と関係団体による）。

・「壁新聞第7号」に「女性・子育て中の方への
お役立ち情報」掲載。
・「生活支援ニュース第4号」（厚生労働省）で
女性と子どもの安全について特集。
・「東日本大震災ページ」に「復興・生活再建へ
の女性の視点:阪神・淡路大震災等における参考事
例」掲載。有識者からのヒアリングをもとに、阪
神・淡路大震災における課題解決事例の紹介
（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai_10.pdf）。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

04月01日

04月04日

04月06日

04月11日

04月14日

04月20日

04月21日

04月22日

04月25日

04月26日

・準備会メンバー、「女性と健康ネットワーク」
とともに被災地訪問（福島県、宮城県）。

・日本学術会議「人間の安全保障とジェンダー委
員会」「東北大学GCOEプログラム『グローバル
時代の男女共同参画と多文化共生』」に対し、シ
ンポジウム共催を非公式に申し入れ。

・18：00～20：00、学校法人城西大学紀尾井町
キャンパスにて、「災害とジェンダー」勉強会開
催。実行委員会準備会と城西国際大学ジェン
ダー・女性学研究所との共催。

・古屋範子議員（公明党）質疑（衆議院厚生労
働委員会）。

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。

・実行委員会を正式に立ち上げ。参加団体40、個
人参加20名。

・衆議院本会議において、「東日本大震災に関
する決議」を全会一致で可決。総理大臣所見。

・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

同上

04月28日

05月01日

05月06日

05月09日

05月10日

05月11日

05月13日

05月18日

・男女共同参画会議有識者議員４名（鹿嶋敬、岡
本直美、辻村みよ子、山田昌弘）により「東日本
大震災の復興に当たって（提言）～復興に男女共
同参画の視点を～」提出（官房長官、被災３県、
仙台市などへ送付。http://www.gender.go.jp/
pdf/saigai_09.pdf）。

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災への
女性のニーズに対応した支援について（4月28日
時点）」、「被災者の多様なニーズに対応した支
援について（4月28日時点）」掲載。政府が行っ
ている女性被災者への支援についてとりまとめた
もの。男女局の他、警察庁生活安全局、警備局、
農林水産省経営局、厚生労働省雇用均等・児童家
庭局等による対応。両文書はこの後も継続的に更
新（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai_11.pdf、http://www.gender.go.jp/
saigai2.html、http://www.gender.go.jp/pdf2/
needs_20110428.pdf）。

・「東日本大震災ページ」で「東日本大震災に関
する新たな事業の実施について」告知（女性の悩
み・暴力相談、アドバイザー派遣。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_12.pdf）。

・第４回復興構想会議。復興７原則とりまと
め、公表（http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/
pdf/kousou4/7gensoku.pdf）。関連記述な
し。

・広報誌『共同参画』4・5月号発行。「インフォ
メーション」ページで「東日本大震災ページ」開
設について告知（http://www.gender.go.jp/
main_contents/category/kyodo/
201104/201104_16.html）。
・東日本大震災における女性の悩み・暴力相談事
業開始（岩手県・盛岡市と共同）。
・アドバイザー派遣事業開始。

・女性の就労支援等に有用な情報の一覧を取りま
とめたウェブページを設置。「東日本大震災ペー
ジ」にてリンク（http://www.gender.go.jp/
w_support.html）。

・ 菅内閣、「東日本大震災復興の基本方針及び
組織に関する法律案」（閣法第70号）を衆議院
に提出。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

同上

04月28日

05月01日

05月06日

05月09日

05月10日

05月11日

05月13日

05月18日

・吉田忠智議員（社会民主党）質疑（参議院予
算委員会）。

・科学研究費補助金基盤研究（Ｂ）「ジェンダー
と災害復興ー制度設計と生活再建をめぐる課題に
関する国際比較研究」との共催を申し入れ。

・ 民主党女性議員と面談。要望書①提出。

・ジェンダー法学会の後援決定。

・古屋範子議員（公明党）質疑（衆議院厚生労
働委員会）。
・大口善徳議員（公明党）質疑（衆議院法務委
員会）。

・ 菅内閣、「東日本大震災復興の基本方針及び
組織に関する法律案」（閣法第70号）を衆議院
に提出。

・与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
と面談、要望書②提出。

・ 自民党、「東日本大震災復興再生基本法案」
（衆第8号）を衆議院に提出。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

同上

05月19日

05月20日

05月23日

05月25日

05月27日

05月29日

・平成23年東北地方太平洋沖地震緊急災害対策
本部「東日本大震災に係る被災地における生活の
平常化に向けた当面の取組方針」の「８．被災
者対策全般に係る事項（７）男女共同参画の推
進等」にて「避難所運営や生活の再建に当たって
は、男女共同参画の視点に留意し、子ども、女
性、高齢者、障害者等多様な人々のニーズに配慮
するとともに、こうした人々の参画を促進する」
と記述（p.28。http://www.kantei.go.jp/jp/
kakugikettei/2011/0520torikumi.pdf）。

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災にお
ける女性の視点・ニーズを反映した避難所での好
事例（5.23時点）」掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_13.pdf）。
・与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参
画）、奥山恵美子仙台市長と意見交換（http://
www.cao.go.jp/minister/1101_k_yosano/
photo/2011-004.html）。

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災復興
に向けてのシンポジウム in 宮城～今こそ女性のパ
ワーを発揮しよう～」開催告知を掲載（6月28日
13：30～16：30、仙台メディアテーク１階オー
プンスクエア。http://www.gender.go.jp/
symposium_miyagi.html）。

・第７回復興構想会議。「これまでの審議過程
において出された主な意見～「復興構想7原則」
と「5つの論点」～」発表（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou7/
omonaiken.pdf）。「５つの論点」では、「地
域づくり(まちづくり・むらづくり)」の＜復興事
業の担い手や合意形成プロセス＞において、「地
域づくりにおいては、女性や高齢者、障害者など
多様な人々が合意形成プロセスに積極的に参画
することにより、生涯現役社会や男女共同参画
社会といった真の参画型社会の形成を目指すこ
とが重要である」と記述。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

同上

05月19日

05月20日

05月23日

05月25日

05月27日

05月29日

・福島みずほ議員（社会民主党）、意見表明。
神本美恵子議員（民主党）、意見交換（参議院
共生社会・地域活性化に関する調査会）。

・ 衆議院本会議において、「東日本大震災復興
特別委員会」設置。
・ 公明党、「東日本大震災復興基本法案骨子」
を公表。

・12：00～13：30、参議院議員会館B106会議
室にて院内集会「男女共同参画の視点から問う災
害の現状と今後の課題～女性議員とともに考え
る」開催。「院内集会参加者」としての要望書
③④を取りまとめ。

・平山幸司議員（民主党）質疑（参議院予算委
員会）。

・要望書③④を関係閣僚、国会議員、委員などに
提出。

・井戸まさえ議員（民主党）質疑（衆議院内閣
委員会）。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

05月31日

06月02日

06月06日

06月09日

06月10日

06月11日

06月13日

・清原桂子男女共同参画推進連携会議議員名での
提言「東日本大震災復興へ、女性の視点と力を」
提出。浅野幸子（全国地域婦人団体連絡協議会事
務局・研究員）、黒田裕子（特定非営利活動法人
阪神高齢者・障害者支援ネットワーク理事長）、
宗片恵美子（特定非営利活動法人イコールネット
仙台代表理事）、原ひろ子（女性と健康ネット
ワーク副代表）、山地久美子 （関西学院大学災害
復興制度研究所研究員）の各氏とともに取りまと
め。「東日本大震災ページ」に掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_14.pdf）。

・第9回復興構想会議。御厨議長代理から「「復
興への提言」骨子（たたき台）」出る（http://
www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou9/
mikuriya.pdf）。「本論　2．くらしとしごとの
再生」の「地域包括ケア」で「保健・医療、介
護・福祉分野を復興期における地域の基幹産業の
一つに位置付け、若者・女性等の雇用を確保」と
記述されたが、「５つの論点」より後退。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

05月31日

06月02日

06月06日

06月09日

06月10日

06月11日

06月13日

・ みんなの党、「東日本大震災復興の基本理念
及び特別の行政体制に係る基本方針等に関する
法律案」（参第5号） を参議院に提出。

・奥山恵美子仙台市長へのインタビューと現地取
材（仙台市、亘理町）。

・政府案、野党案撤回。東日本大震災復興特別
委員会に民主党、自由民主党及び公明党から
「東日本大震災復興基本法案起草案」提出、こ
れを委員会提出法律案とすることに決定。「東
日本大震災復興基本法案提出」（衆法第13号、
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/
gian/honbun/houan/g17701013.htm）。第
２条（基本理念）の２において、「国と地方公
共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力
並びに全国各地の地方公共団体の相互の連携協
力が確保されるとともに、被災地域の住民の意
向が尊重され、 あわせて女性、子ども、障害者
等を含めた多様な国民の意見が反映されるべき
こと」と入る。
・中村博彦議員（自民党）質疑（参議院厚生労
働委員会）。

・東日本大震災復興基本法案、衆議院本会議で
可決。

・10：00～16：45、日本学術会議講堂にて「災
害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム開催
（http://www.scj.go.jp/ja/event/houkoku/
110611houkoku.html）。参加者約350名。実
行委員会参加団体129、個人参加87名（6月10日
現在）。要望書⑤（提言）取りまとめに向けての
意見交換。昼の休憩時間に記者と懇談、12社など
から14人参加。

・参議院本会議にて「東日本大震災復興特別委
員会」設置。 翌14日から東日本大震災復興基本
法案集中審議。

・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

06月14日

06月15日

06月16日

06月20日

06月21日

06月23日

06月24日

06月25日

06月27日

06月28日

・2011年版男女共同参画白書閣議決定、公表。
「東日本大震災ページ」に、関連部分の抜粋とし
て「防災（災害復興を含む）」を掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_16.pdf）。

・「男女共同参画の視点を踏まえた仮設住宅にお
ける災害対応について」発出。被災三県と仙台市
宛（http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai_15.pdf）。

・「東日本大震災復興基本法」公布、施行。内
閣官房に「東日本大震災復興対策本部」発足。
復興構想会議が法的存在となる。

・第12回東日本大震災復興構想会議。「復興へ
の提言～悲惨のなかの希望～」取りまとめ
（http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/
fukkouhenoteigen.pdf）。「住民間の合意形成
とまちづくり会社等の活用」「地域包括ケアを
中心とする保健・医療、介護・福祉の体制整
備」などで関連記述。「地域包括ケアと社会的
包摂の推進」では、「とりわけ、男女共同参画の
視点は忘れてはならない」と入る。

・東日本大震災復興担当大臣に松本龍環境・内
閣府特命担当（防災）大臣。東日本大震災復興
対策本部宮城現地対策本部長に末松義規内閣府
副大臣。

・「東日本大震災復興に向けてのシンポジウム in 
宮城～今こそ女性のパワーを発揮しよう～」開催
（http://www.gender.go.jp/
reconst_sympo_miyagi.html）。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

06月14日

06月15日

06月16日

06月20日

06月21日

06月23日

06月24日

06月25日

06月27日

06月28日

・ 岡崎トミ子議員（民主党）質疑（参議院東日
本大震災復興特別委員会）。

・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

・要望書⑤を国会議員・関係閣僚などに提出。

・参議院東日本大震災復興特別委員会、参考人
質疑。参考人；栗田暢之（東日本大震災支援全
国ネットワーク代表世話人）、藤井聡（京都大
学大学院工学研究科教授・都市工学）、長有紀
枝（難民を助ける会理事長）本会議にて可決成
立）。質問者；今野東議員（民主党）、吉田忠
智議員（社会民主党）。
・糸数慶子議員（無所属）質疑（参議院内閣委
員会）。

・東日本大震災復興復興基本法、参議院本会議
で可決成立。

・片山善博総務大臣と面談。要望書⑤を提出。

・復興担当大臣の選任を受け、要望書⑥を提出。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

06月29日

07月05日

07月10日

07月11日

07月14日

07月15日

07月19日

07月20日

07月21日

07月22日

07月25日

・松本龍復興大臣辞任。後任に平野達男内閣府
副大臣。

・広報誌『共同参画』7月号発行。「行政施策ト
ピックス」ページで、「東日本大震災の被災者を
支援する女性達」として、陸上自衛隊増強東北方
面航空隊「GOYO-LADIES」、女性警察官、NPO
法人イコールネット仙台の活動を紹介（http://
www.gender.go.jp/main_contents/category/
kyodo/201107/201107_03.html）。

・男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査
会、「男女共同参画の視点からの東日本大震災へ
の対応について」提言（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_17.pdf）。7.29
の第39回男女共同参画会議で報告、都道府県、政
令指定都市、関係各省庁へ送付。

・東日本大震災復興対策本部会合（第２回）、
「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」取
りまとめ（http://www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000001jvfc-att/
2r9852000001jvoo.pdf）。「１　基本的考え
方」に「(viii）男女共同参画の観点から、復興の
あらゆる場に、女性の参画を促進」など入る。

・男女共同参画情報メール第247号で、「東日本
大震災ページ」の名称変更（「東日本大震災への
男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等につ
いて」から「男女共同参画の視点を踏まえた東日
本大震災への対応について」へ）を告知（http://
www.gender.go.jp/main_contents/magazine/
mail0247.html）。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

06月29日

07月05日

07月10日

07月11日

07月14日

07月15日

07月19日

07月20日

07月21日

07月22日

07月25日

・「視点・論点」（NHK総合、教育）で「災害・
復興と“女性の視点”」（田端八重子もりおか女性
センター長）放映。

・要望書⑦を平野達男復興大臣に提出。

・民主党「子ども・男女共同参画調査会」ヒアリ
ング。要望書⑧提出。

・要望書⑨⑩を民主党議員へ提出。

・池坊保子議員（公明党）質疑（衆議院予算委
員会）。

・要望書⑪を岡田克也民主党幹事長へ提出。

・「基本方針骨子」取りまとめを受けて、要望書
⑫を平野大臣に提出。

資料編【3】関係主体の動き

21



行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

07月29日

08月01日

08月02日

08月05日

08月09日

・東日本大震災復興対策本部会合（第４回）、
「東日本大震災からの復興の基本方針」決定
（http://www.reconstruction.go.jp/topics/
doc/20110729houshin.pdf）。男女共同参画
に関する記述は複数箇所で強化。「7　 復興支援
の体制等／（１）復興対策本部・現地対策本部 
の役割」において、「（iii）「東日本大震災復興
対策本部」及び「現地対策本部」の事務局に、
復興過程における男女共同参画を推進する体制を
設けるものとする」と記述。

・第39回男女共同参画会議開催（http://
www.gender.go.jp/danjo-kaigi/gijisidai/ka39-
s.html）。議題（２）「男女共同参画の視点を踏
まえた東日本大震災への対応について」として、
「 男女共同参画の視点を踏まえた東日本大震災へ
の対応について」（http://www.gender.go.jp/
danjo-kaigi/siryo/ka39-4.pdf）、「男女共同参
画の視点からの東日本大震災への対応について
（男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査
会提言）」（http://www.gender.go.jp/danjo-
kaigi/siryo/ka39-5.pdf）報告。

・「東日本大震災ページ」に「東日本大震災復興
基本法（抜粋）」を掲載（6.20成立。6.24施行。
http://www.gender.go.jp/pdf/
saigai_18.pdf）。
・同ページに「復興への提言～悲惨のなかの希望
（復興構想会議提言抜粋）」を掲載（6.25東日本
大震災復興構想会議取りまとめ。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_19.pdf）。
・ 同ページに「東日本大震災からの復興の基本方
針（男女共同参画関係部分抜粋）」を掲載（7.29
東日本大震災復興対策本部決定。http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_20.pdf）。

・東日本大震災復興対策本部事務局に男女共同
参画担当参事官が置かれる。

・「東日本大震災ページ」をリニューアルすると
ともに、「東日本大震災に対応した男女共同参画
局の取組（8月5日版）」（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_21.pdf）、「男
女共同参画の視点からの防災・復興の対応につい
て（8月5日版）」を掲載（http://
www.gender.go.jp/pdf/saigai_22.pdf）。
・男女共同参画情報メール第248号にて、「東日
本大震災からの復興の基本方針」に基づき、東日
本大震災復興対策本部事務局に、「男女共同参画
担当参事官」が置かれたこと、「宮城復興シンポ
ジウム～女性の視点で具体的な復興を！～」（仮
題。8月24日、13:30～16:00、せんだいメディ
アテーク）の開催を告知（http://
www.gender.go.jp/main_contents/magazine/
mail0248.html）。

・男女共同参画局ウェブサイトにて、「宮城復興
シンポジウム～女性の視点で具体的な復興
を！～」を告知（http://www.gender.go.jp/
symposium_miyagi2.html）。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

07月29日

同上

08月01日

08月02日

08月05日

08月09日

・「視点・論点」（NHK総合、教育）で「災害復
興における男女共同参画」（山地久美子関西学院
大学災害復興研究所研究員）放映。

・総理大臣官邸にて菅直人総理大臣と面談。要望
書⑬提出。

資料編【3】関係主体の動き
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行政府の動き（復興構想会議を含
む。男女共同参画局を除く）

内閣府男女共同参画局の動き

08月16日

08月24日

08月28日

08月30日

・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓
とした地震・津波対策に関する専門調査会
（第７回）」（http://www.bousai.go.jp/
jishin/chubou/higashinihon/7/index.html）
で田村圭子委員（新潟大学危機管理室／災害・
復興科学研究所教授）が「男女共同参画の視点
を取り入れた津波・地震防災対策の実現」報告
（http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/
higashinihon/7/6-1.pdf）。

・中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓と
した地震・津波対策に関する専門調査会
（第７回）」（http://www.bousai.go.jp/jishin/
chubou/higashinihon/7/index.html）に資料
「男女共同参画の視点からの防災対応についてー
東日本大震災への男女共同参画の視点を踏まえた
被災者支援」提出（http://www.bousai.go.jp/
jishin/chubou/higashinihon/7/6-2.pdf）。田
村圭子委員から説明。

・「宮城復興シンポジウム～女性の視点で具体的
な復興を！～」開催。

資料編【3】関係主体の動き
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立法府での質疑・立法 6.11シンポジウム実行委員会の動き

08月16日

08月24日

08月28日

08月30日

・民主党代表選候補者に、要望書⑭を提出。

・野田佳彦民主党新代表に、要望書⑮を提出。

資料編【3】関係主体の動き
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【４】6.11シンポジウム実行委員会などからの要望書

＊まずリスト（下記）を掲げ、次に要望書本体を続けた。編集上の都合から、レイアウト通りのもの（★）
を先に掲げているので、掲載順はリストの通りではない。

①タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての緊急要望」（全文／テキス
トのみ）
日付；2011年5月9日
提出先；民主党女性議員（下記。以下人名については敬称略）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子
note；岡崎トミ子（参）、金子恵美（参）、福田衣里子（衆）、藤田一枝（衆）、郡和子（衆）

②タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月13日
提出先；与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子

③タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月19日
提出先；関係閣僚、国会議員など
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会（委員長・堂本暁子）主催、参議院議員
会館集会「男女共同参画の視点から問う災害の現状と今後の課題～女性議員とともに考える～」参加実行委
員26名、参加NGO25名
note；同日開催の上記院内集会で採択。

④タイトル「東日本大震災復興構想会議の復興 7 原則にかんする要望」
日付；2011年5月19日
提出先；東日本大震災復興構想会議・検討部会
提出者：同上
note；同日開催の上記院内集会で採択。

★⑤タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／レイアウ
ト通り）
日付；2011年６月12日
提出先； 関係閣僚・ 国会議員・委員など（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ子
note；６月11日のシンポジウム当日議論され、12日にとりまとめ、13～15日に提出。提出先は以下の通
り。
関係閣僚など；野田佳彦財務大臣、海江田万里経済産業大臣・原子力経済被害担当、枝野幸男内閣官房長
官・内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）、松本龍環境大臣・内閣府特命担当大臣（防災）、片山善博
総務大臣、蓮舫内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全・行政刷新）・節電啓発等担当、与謝野馨内閣府
特命担当大臣（経済財政政策・少子化対策・男女共同参画）・社会保障・税一体改革担当、玄葉光一郎国家
戦略担当大臣・内閣府特命担当大臣（「新しい公共」・科学技術政策）・宇宙開発担当、仙谷由人内閣官房
副長官、福山哲郎内閣官房副長官、辻元清美内閣総理大臣補佐官（災害ボランティア活動担当）、細野豪志
内閣総理大臣補佐官（原子力発電所事故全般についての対応及び広報担当）、末松義規内閣府副大臣、平野
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達男（同）、小宮山洋子厚生労働副大臣、大塚耕平（同）、林久美子文部科学大臣政務官、岡本充功厚生労
働大臣政務官
国会議員（順不同）；泉健太（衆）、西村智奈美（衆）、岡田克也（衆）、前原誠司（衆）、井戸まさえ
（衆）、石毛えい子（衆）、郡和子（衆）、高井美穂（衆）、福田衣里子（衆）、藤田一枝（衆）、相原久
美子（衆）、大河原雅子（参）、岡崎トミ子（参）、金子恵美（参）、神本美恵子（参）、姫井由美子
（参）、福島みずほ（参）、牧山ひろえ（参）
委員；五百籏頭真東日本大震災復興構想会議議長、飯尾潤東日本大震災復興構想会議検討部会長

⑥タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年6月28日
提出先；松本龍東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当（防災）大臣、衆参の女性国会議員など
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子
note；復興大臣の選任を受けてとりまとめられたもの。

⑦（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年7月11日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、皆川満寿美
note；東日本大震災復興対策担当大臣の交代を受けて、とりまとめられたもの。峰久幸義東日本大震災復
興対策本部事務局長を通じ提出された。

⑧タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年7月14日
提出先；民主党「子ども・男女共同参画調査会」（会長：神本美恵子参議院議員、副会長；西村智奈美衆議
院議員、事務局長；泉健太衆議院議員）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ子、
船橋邦子、青木玲子、大野曜、皆川満寿美
note；上記調査会でのヒアリング時に提出。

★⑨タイトル「復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）
日付；平成23年7月15日
提出先；民主党国会議員（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子

★⑩タイトル「中央防災会議、都道府県防災会議の委員について」（全文／レイアウト通り）
日付；平成23年7月15日
提出先；民主党国会議員（下記）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；災害対策基本法改正を求める要望書。
⑨⑩の提出先民主党国会議員；石井章（衆）、石井登志郎（衆）、石毛えい子（衆）、郡和子（衆）、佐藤
ゆうこ（衆）、城島光力（衆）、西村智奈美（衆）、橋本勉（衆）、初鹿明博（衆）、藤田一枝（衆）、森
山浩行（衆）、相原久美子（参）、石橋通宏（参）、植松恵美子（参）、岡崎トミ子（参）、金子恵美
（参）、神本美恵子（参）

⑪タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／テキストのみ）
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日付；2011年7月19日
提出先；岡田克也民主党幹事長
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子

⑫タイトル「「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」 に対する要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月25日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；「復興基本方針骨子」の発表を受けて緊急提出。

★⑬タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）
日付；2011年8月2日
提出先；菅直人内閣総理大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；総理大臣官邸を訪ね、手交。藤田一枝衆議院議員、峰久幸義東日本大震災復興対策本部事務局長同
席。

⑭（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年8月28日
提出先；民主党代表選候補者
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党代表選挙に当たり、候補者（前原誠司（衆）、馬淵澄夫（衆）、海江田万里（衆）、野田佳
彦（衆）、鹿野道彦（衆））へ緊急提出。

⑮タイトル「新内閣の組閣に当たり、閣僚をはじめとする政務三役に、女性を積極的に登用することを求め
る緊急要望書」
日付；2011年8月30日
提出先；民主党代表　野田佳彦
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党新代表選出後に緊急提出。
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①タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての緊急要望」（全文／テキス
トのみ）
日付；2011年5月9日
提出先；民主党女性議員
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
ろ子

本文と要望事項：
　 東日本大震災の救済支援、復興に向けて、国会議員としてご尽力いただいていることに敬意を表するもの
です。
　 4月14日付けの復興構想会議諮問書には「いかなる立場の人でも安全で安心に暮らして行ける強固な地域
づくりを進めることが何よりも重要である」との指摘があり、私達はこれに強く共感しております。それ
は、「人間の安全保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男女共同参画を踏まえた政
策ならびに計画の立案が必要不可欠であると考えます。
　阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが度々指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われまし
た。また、昨年12月に出された第三次男女共同参画基本計画では、第14分野に、「地域、防災・環境その
他の分野における男女共同参画の推進」が記載されています。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まっ
ており、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積極的な姿勢を示しています。
　しかし、東日本大震災復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が構築されつつあり
ます。度重なる被災経験をふまえた防災計画の策定を行っていながら、その中に男女共同参画の視点が組み
込まれないまま、現実の対応や、計画の策定が進んでいることに危惧を抱かざるを得ません。
　このような状況を深く憂慮し、以下の緊急提言を行うものです。

1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底ならびに、防災会議など意思決定
ろの場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．東日本大震災復興構想会議においても、男女共同参画の視点が欠如しており、男女共同参画の視点を
持った女性を増員するなど、早急に改善すること。（注；「社会のあらゆる分野において、2020年まで
に、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」第２次男女共同参画基本
計画p.8）
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、復興構想会議議長の言う
「新しい時代の先端モデル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主
体となって構築されるべきものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。

②タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月13日
提出先；与謝野馨内閣府特命担当大臣（男女共同参画）
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポジウム実行委員会実行委員長堂本暁子、事務局長原ひ
子

本文と要望事項：
　東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表するものです。
　 4月14日付けの復興構想会議諮問書における「いかなる立場の人でも安全で安心に暮らして行ける強固な
地域づくりを進めることが何よりも重要である」との指摘に強く共感するものです。それは、「人間の安全
保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男女共同参画をふまえた政策ならびに計画の
立案が必要不可欠であると考えます。

資料編【4】要望書

46



　阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われました。
また、昨年12月に出された第三次男女共同参画基本計画では、第14分野に、「地域、防災・環境その他の
分野における男女共同参画の推進」が記載されています。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まってお
り、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積極的な姿勢を示しています。
　しかし、東日本大震災復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が構築されつつあり
ます。度重なる被災経験をふまえた防災計画の策定を行っていながら、その中に男女共同参画の視点が組み
込まれないまま、進んでいることに危機感を抱かざるを得ません。
　このような状況を深く憂慮し、以下の提言を行うものです。

1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底、ならびに、防災会議など意思決
定の場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．東日本大震災復興構想会議においても、男女共同参画の視点を包含することが強く要請されており、
男女共同参画の視点を持った女性を増員するなど、早急に改善すること。
（注；「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも
30%になるよう期待する」第2次男女共同参画基本計画p.8）
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、復興構想会議議長の言う
「新しい時代の先端モデル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主
体となって構築されるべきものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。

③タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキストの
み）
日付；2011年5月19日
提出先；関係閣僚、国会議員など
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会（委員長・堂本暁子）主催、参議院議員
会館集会「男女共同参画の視点から問う災害の現状と今後の課題～女性議員とともに考える～」参加実行委
員26名、参加NGO25名

本文と要望事項：
　東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
　東日本大震災復興構想会議に対する内閣総理大臣の諮問書（4月14日）が「いかなる立場の人でも安全で
安心に暮らして行ける強固な地域づくりを進めることが何よりも重要である」と指摘していることに、強く
共感するものです。それは、「人間の安全保障」の視点に立った地域づくりに他ならず、そのためには、男
女共同参画をふまえた政策ならびに計画の立案が必要不可欠であると考えます。
　阪神淡路大震災・中越地震の被害を受けた女性たちの経験から、復興に向けても男女共同参画の視点が重
要であることが指摘されてきました。この指摘を踏まえ、2005年に防災基本計画の修正が行われ「女性の
参画・男女双方の視点」が明記されました。また、昨年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計
画では、第14分野に、「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」が記載されていま
す。国際的にも、「災害と女性」の議論が深まっており、政府は、国際協力においては「災害と女性」に積
極的な姿勢を示しています。
　 これからの復興政策において将来の日本を構想するのであれば、復興構想会議の復興7原則にある「地域
社会の強い絆を守る」と同時に、災害後の新しいソーシャル・キャピタル、つまり地域における有機的な人
間関係を構築することが求められています。そして、その中で女性が果たす役割はかぎりなく大きいと考え
ます。
　災害の復興に当たっては、経済復興と同時に生活復興が必要不可欠であり、そのために「男女共同参画」
の視点が重要なのです。
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　 しかし、復興構想会議では、依然として男性中心に議論が行われ、計画が作られています。度重なる被災
経験をふまえた防災計画が策定されながら、その中に男女共同参画の視点が組み込まれないまま進んでいる
ことに、危機感を抱かざるを得ません。
　このような状況を深く憂慮し、以下の提言を行うものです。

1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画視点の徹底、ならびに、復興会議・防災会議
などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。
2．現在の東日本大震災復興構想会議では、議長及び委員15名のうち女性委員が1名のみであるが、国会
に提出された東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案では、第12条3項において、今後、
東日本大震災復興構想会議は「議長及び委員25名以内をもって組織する」こととなっている。そこで同
会議の増員にあたっては、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を増員すること（注；
第2次男女共同参画基本計画（p.8）では、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位
に女性が占める割合が、少なくとも30%になるよう期待する」とされている。
3．復興構想会議諮問書の言う「我が国をリードする先駆的な地域の創出」、「新しい時代の先端モデ
ル」とは、女性や高齢者、障害者など、様々なニーズを持つ被災当事者自身が主体となって構築されるべ
きものである。そのための仕組みをつくり、その活動を支援すること。

④タイトル「東日本大震災復興構想会議の復興 7 原則にかんする要望」
日付；2011年5月19日
提出先；東日本大震災復興構想会議・検討部会
提出者：同上
note；同日開催の上記院内集会で採択。

本文と要望事項：
　 東日本大震災復興構想会議（以下、会議）におかれては、現地視察とともに審議に努め られ、5月10日
に公表された「復興構想7原則」において、「各界・各層のご意見を仰ぎつつ、さらに議論を深め」るとさ
れていることに、敬意を表します。
　 会議はその後、5月14日に中間整理案をまとめたと報道されていますが、この中間整理案は公表されてい
ないため、この度は「復興構想7原則」（以下、7原則）にそくして、要望いたしますが、中間整理について
はぜひともパブリックコメントを実施されるよう、切に要望します。
　 概括的に、7原則には、経済復興が中心となっているという印象を持ちます。災害からの復興にとって
は、経済復興と並んで生活復興が必要不可欠であり、そのためには「男女共同参画の視点」が重要です。健
康、福祉、環境、教育の視点を十分に踏まえた持続可能な地域づくりを核として、復興は構想されるべきで
す。
　男女共同参画は、いわば平均的な男性と女性の共同ではなく、高齢者、子ども、障がい者、外国出身の人
（数多い東・東南アジア出身の女性たち）など、多彩な人々が復興のプロセスに十分に参画し、多様なニー
ズの充足が図られることを、意味します。なかでも生活の場に身を置く女性たちが、より的確な知識と判断
とで参画することを要望します。
　 また、地震や津波などの自然災害や、放射能汚染発生の後の全ての段階において、環境に対する配慮を主
要な検討課題とすべきであり、人々が依存する生態系の持続可能な回復のために適切な対策を立てる必要が
あります。
　以下、7原則のそれぞれに関して、要望いたします。

 （「 」内は7原則の引用、太字ゴシック体は要望）

「原則１：失われたおびただしい「いのち」への追悼と鎮魂こそ、私たち生き残った者にとって復興の起点
である。この観点から、鎮魂の森やモニュメンを含め、大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により
科学的に分析し、その教訓を次世代に伝承し、国内外に発信する。」
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　 地震と津波は自然現象だったにしても、被災地域の地形は自然のものでなく、20世紀のとくに後半の人
工物だった場合が少なくない。すなわち、山を削り、谷・水田・湿地・海を埋めて作られた土地とまちが、
打撃を受けた（会議検討部会の西郷真理子委員の4月24日提出資料）。これらを識別した記録がぜひとも必
要ではないか。
　また、生き残った人々を長期間苦しめている流通の滞りやミスマッチも、交通網やサプライチェーンと関
連しており、これらの記録も必要ではないか。
　さらに、学術関係者による記録に加え、災害対策の多様な立場にある人々（首長、議員、自治会長、避難
所運営にあたった人々、医療関係者、消防関係者、警察官、自衛隊員、土木関係者、輸送関係者、理髪・美
容関係者など）、多様な「災害弱者」（高齢者、女性、妊産婦、病気を持つ人、障がい者、外国人、小・
中・高生）、多様なボランティアの人々の手記などの収集が望まれる。

「原則２：被災地の広域性・多様性を踏まえつつ、地域・コミュニティ主体の復興を基本とする。国は、復
興の全体方針と制度設計によってそれを支える。」

　 「主体」が個人でなく「地域・コミュニティ」になっている点に、危惧を感じる。「地域・コミュニ
ティ」の一体性を自明のように前提するならば、その内部の多様なニーズや意見の表出が難しくならない
か。

「原則３：被災した東北の再生のため、潜在力を活かし、技術革新を伴う復旧・復興を目指す。この地に、
来たるべき時代をリードする経済社会の可能性を追求する。」

　東北の被災は甚大であるとはいえ、液状化、計画停電、風評などにより東北以外の広大な地域が損害を受
けたことが、軽視されてはならない。技術革新は、省エネルギー、適正規模で「スマート」な技術により、
幅広い就業機会が創出されるなど、21世紀の先端を目指すことが望まれる。

「原則４：地域社会の強い絆を守りつつ、災害に強い安全・安心のまち、自然エネルギー活用型地域の建設
を進める。」

　地域社会の強い絆を尊重しつつ、住民の多様なニーズに対応する地域建設が望まれる。とくに市町村にお
ける介護システムの充実が重要である。

「原則５：被災地域の復興なくして日本経済の再生はない。日本経済の再生なくして被災地域の真の復興は
ない。この認識に立ち、大震災からの復興と日本再生の同時進行を目指す。」

　 経済再生が、2000年代前半の日本のパターン、すなわち成長を輸出に依存し、地方経済が疲弊し、庶民
が全く潤わないような構造から、脱却することが望まれる。

「原則６：原発事故の早期収束を求めつつ、原発被災地への支援と復興にはより一層のきめ細やかな配慮を
つくす。」

　原発立地地域は、過疎・地場産業衰退などの事情で原発を受け入れており、原発に依存しない地域経済作
りとともに、電力消費側の産業・生活スタイルの転換を目指すことが望まれる。

「原則７：今を生きる私たち全てがこの大災害を自らのことと受け止め、国民全体の連帯と分かち合いに
よって復興を推進するものとする。」

　国民のみならず、外国籍の被災者・住民もいる。少数者に対する差別や女性に対する暴力などを防止する
ことが、国民全体の連帯にとって不可欠である。世界中の国や国際機関、 民間組織・個人が日本を支援し
ていることに応え、地球社会に開かれた復興を推進することが望まれる。
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以上

⑤タイトル「東日本大震災への対応における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文/レイアウト
通り）　→　29ページへ

⑥タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年6月28日
提出先；松本龍東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当（防災）大臣、衆参の女性国会議員ら
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子

本文と要望事項：
　東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
　復興政策においては日本全体の将来のあるべき姿を構想する必要があり、とりわけ重要な点が男女共同参
画社会の実現であると考えます。東日本大震災復興構想会議が６月25日に提出した「復興への提言～悲惨
のなかの希望～」で、以下のように明記されたことに、心から賛同するものです。すなわち、その「開かれ
た復興」（第4章）の「（４）人々のつながりと支えあい」において、「これまで地域に居場所を見出せな
かった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づくりに
主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は忘れられてはならない」（34ー35
ページ）。
　また復興基本法も、「被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様
な国民の意見が反映されるべきこと」を、基本理念の一つとしており（第2条の二）、そのすみやかな実施
に強く期待するものです。
　そこで、以下を提言いたします。

1．防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画の視点の徹底、ならびに、復興会議・防災会
議などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。このことは、住民のくらしの場に近い基
礎的自治体や住民自治組織において、とくに重要である。
2．東日本大震災復興構想会議委員の増員に際し、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員
を起用すること。また、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機
関」においても、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を起用すること。（注：復興構
想会議のメンバーは現在15名で、女性は１名。復興基本法によれば、今後の復興構想会議は25名以内で
組織することとされている（第18条3項）。また、東日本大震災復興対策本部には、必要なときに、
「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」を置くことができると
されており、その構成員は、「関係地方公共団体の長、および原子力関連技術、当該災害を受けた地域
の経済事情等に関し優れた識見を有する者」とされている（19条）。）
3．当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。

⑦（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年7月11日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣（防災）
提出者：「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、皆川満寿美

本文と要望事項：
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　 東日本大震災復興構想会議の『復興への提言～悲惨のなかの希望～』（以下『提言』）において、「減
災」の考え方が軸となり、また男女共同参画の視点が重視されたことに賛同するものである。
　しかし、そこにはなお留意の必要な点がある。
　 それは、「減災」の概念が狭いのではないかという点である。すなわち、『提言』の2ページの注での定
義は、以下。
　「「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その最小化を主眼とすること。その
ため、ハード対策（防波堤・防潮堤の整備等）、ソフト対策（防災訓練、防災教育等）を重層的に組み合わ
せることが求められる。」
　ここで「ソフト対策」と呼ばれているものにつき、世界の災害・復興の実践と研究の共通認識は、「社会
的脆弱性 social vulnerabilities」の克服として広く捉えている（6.11シンポ池田恵子報告）。いいかえる
と、ジェンダー、地域、年齢階層、エスニシティ、宗派などによる、社会の亀裂・格差、社会的排除などの
解消が、災害に強い社会（social resilience to disasters:　減災社会）を作る、という認識である。
　そうした認識は、『提言』にも含まれている。それが、以下の文脈での男女共同参画の視点である。
「これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性
などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は
忘れられてはならない。」（34ー35ページ）
　『提言』が首尾一貫して実行され、減災が確実に効果を上げるためにも、当方の以下の要望を反映された
い。

１）男女共同参画の視点からの政策担当部署の設置
　 当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。
２）男女共同参画の視点を領域横断的に徹底し、被害の拡大防止と適切な復興を実現すること
　 地域づくりの領域で男女共同参画の視点が重視されることは当然に必要とはいえ、男女共同参画の必
要性や意義は地域づくりに留まるものではない。男女共同参画の推進のためには、女性が参加したり、
議論に女性の視点が盛り込まれることが必要であるが、それだけで十分なのではない。
　 災害の被害では、日本の経済社会の構造的な歪みが大規模に一挙に顕在化するのであり、災害を契機
にそうした歪みを是正していくことが「減災」の本質的な課題である。

参考1：日本における災害脆弱性と男女共同参画の遅れ
　阪神淡路大震災以後の経緯と現状
　 阪神淡路大震災(1995)の死者数は、女性3680人、男性2713人と、女性が1000人近く多かった（平成
23年度『防災白書』参考資料）。また、復興プロセスで、男女共同参画の視点が不足していたために、女
性が様々な困難を経験した。
　阪神淡路大震災で顕在化した男女不平等のこうした実態は、その後、是正されることなく、災害予防にも
反映されなかったため、平成16年の新潟県中越大震災でも同じ事態が生じた。
　 翌17年に神戸で開かれた国連防災世界会議では、「人間の安全保障とジェンダーの主流化」の重要性が
提示された。平成17年7月に防災基本計画に「男女のニーズの違い等、男女双方の視点」への配慮が盛り込
まれ、20年2月の中央防災会議において「男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立」が明示され
た。
　 また、第二次男女共同参画基本計画ならびに第三次男女共同参画基本計画（平成22年12月に閣議決定）
に、「防災における男女共同参画の推進」が盛り込まれた。
　 しかし、現実には都道府県防災会議委員に占める女性の割合はわずか4.1パーセントであり、意思決定の
場への女性の参画はまだ十分に実現していない。
　 また避難所では女性たちは暴力やセクシャル・ハラスメントに遭遇し、貧困にあえぐなど女性の災害脆弱
性が露呈している。

参考2；『「ほどよいまち」が創る「いくつもの日本」』2003年　 国土交通省国土計画局「自立的地域の
構築に関する研究会」（神野直彦座長）
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概要　http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/02/020620_.html

⑧タイトル「東日本大震災からの復興における男女共同参画視点の徹底についての要望」（全文／テキスト
のみ）
日付；2011年7月14日
提出先；民主党「子ども・男女共同参画調査会」
提出者：「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ 実行委員会※　 委員長・堂本暁子、事務局長・原ひろ
子、船橋邦子、青木玲子、大野曜、皆川満寿美

本文と要望事項：
　東日本大震災の救済支援、復興に向けての政府・国会議員ならびに関係者のご尽力に敬意を表します。
復興政策においては日本全体の将来のあるべき姿を構想する必要があり、とりわけ重要な点が男女共同参画
社会の実現であると考えます。東日本大震災復興構想会議が６月25日に提出した「復興への提言～悲惨の
なかの希望～」で、以下のように明記されたことに、心から賛同するものです。すなわち、その「開かれた
復興」（第4章）の「（４）人々のつながりと支えあい」において、「これまで地域に居場所を見出せな
かった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかった女性などが、震災を契機に地域づくりに
主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同参画の視点は忘れられてはならない」（34ー35
ページ）。
　また復興基本法も、「被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様
な国民の意見が反映されるべきこと」を、基本理念の一つとしており（第2条の二）、そのすみやかな実施
に強く期待するものです。
　そこで、以下を提言いたします。

１．復興会議・防災会議などに女性を登用すること
　 防災、災害対応、災害からの復興における男女共同参画の視点の徹底、ならびに、国・都道府県・市
町村における復興会議・防災会議などの意思決定の場に積極的に女性の参画を推進すること。このこと
は、住民のくらしの場に近い基礎的自治体や住民自治組織において、とくに重要である。
２．東日本大震災復興構想会議の委員を増員し、男女共同参画の視点を持った委員を登用すること
　 東日本大震災復興構想会議の委員を増員し、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を
起用すること。また、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」
においても、男女共同参画の視点を持った委員、とりわけ女性委員を起用すること。
（注：復興構想会議のメンバーは現在15名で、女性は１名。復興基本法によれば、今後の復興構想会議
は25名以内で組織することとされている（第18条3項）。また、東日本大震災復興対策本部には、必要
なときに、「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」を置くこと
ができるとされており、その構成員は、「関係地方公共団体の長、および原子力関連技術、当該災害を
受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者」とされている（19条）。）
３．男女共同参画の視点からの政策担当部署の設置
　 当面、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部に、「男女共同参画の視点」（仮称）担当部署を設
け、領域横断的な企画調整に当たらせること。また、復興庁においてもこれを引き継ぐこと。
４．「減災」の概念が狭義に過ぎること
　「減災」の概念が狭いのではないかという点を指摘したい。すなわち、『提言』の2ページの注での定
義は、以下。
　 「「減災」とは、自然災害に対し、被害を完全に封じるのではなく、その最小化を主眼とするこ
と。そのため、ハード対策（防波堤・防潮堤の整備等）、ソフト対策（防災訓練、防災教育等）を重
層的に組み合わせることが求められる。」

　 ここで「ソフト対策」と呼ばれているものにつき、世界の災害・復興の実践と研究成果に見られる共
通認識は、「社会的脆弱性 social vulnerabilities」の克服として広く捉えている（6.11シンポ池田恵子
報告）。いいかえると、ジェンダー、地域、年齢階層、エスニシティ、宗派などによる、社会の亀裂・格
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差、社会的排除などの解消が、災害に強い社会（social resilience to disasters:減災社会）を作る、と
いう認識である。
　そうした認識は、『提言』にも含まれている。それが、以下の文脈での男女共同参画の視点である。
「これまで地域に居場所を見出せなかった若者や、孤立しがちな高齢者・障害者、声を上げにくかっ
た女性などが、震災を契機に地域づくりに主体的に参加することが重要である。とりわけ、男女共同
参画の視点は忘れられてはならない。」（34ー35ページ）

　 『提言』が首尾一貫して実行され、減災が確実に効果を上げるためにも、男女共同参画の視点と徹底
が重要である。
５．男女共同参画の視点を領域横断的に徹底し、被害の拡大防止と適切な復興を実現すること
地域づくりの領域で男女共同参画の視点が重視されることは当然必要とはいえ、男女共同参画の必要性
や意義は地域づくりに留まるものではない。
　 男女共同参画の推進のためには、女性が参加したり、議論に女性の視点が盛り込まれることが必要で
あるが、それだけで十分なのではない。
　 災害の被害実態からは、日本の経済社会の構造的な歪みが大規模に一挙に顕在化しているのがみてと
れる。災害を契機にそうした歪みを是正していくことが「減災」の本質的な課題である。

参考1：日本における災害脆弱性と男女共同参画の遅れ
＜阪神淡路大震災以後の経緯と現状＞
　 阪神淡路大震災(1995)の死者数は、女性3680人、男性2713人と、女性が1000人近く多かった（平成
23年度『防災白書』参考資料）。また、復興プロセスで、男女共同参画の視点が不足していたために、女
性が様々な困難を経験した。
　阪神淡路大震災で顕在化した男女不平等のこうした実態は、その後、是正されることなく、災害予防にも
反映されなかったため、平成16年の新潟県中越大震災でも同じ事態が生じた。
　 翌17年に神戸で開かれた国連防災世界会議では、「人間の安全保障とジェンダーの主流化」の重要性が
提示された。平成17年7月に防災基本計画に「男女のニーズの違い等、男女双方の視点」への配慮が盛り込
まれ、20年2月の中央防災会議において「男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立」が明示され
た。
　 また、第二次男女共同参画基本計画ならびに第三次男女共同参画基本計画（平成22年12月に閣議決定）
に、「防災における男女共同参画の推進」が盛り込まれた。
　 しかし、現実には都道府県防災会議委員に占める女性の割合はわずか4.1パーセントであり、意思決定の
場への女性の参画はまだ十分に実現していない。
　 また避難所では女性たちは暴力やセクシュアル・ハラスメントに遭遇し、貧困にあえぐなど女性の災害脆
弱性が露呈している。

以上

（実行委員会についての注記）※「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ実行委員会は、わが国の災害・
復興政策が男女共同参画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会（別
添名簿及び資料を参照）。

⑨タイトル「復興基本方針への要望」（全文/レイアウト通り）　→　33ページへ

⑩タイトル「中央防災会議、都道府県防災会議の委員について」（全文/レイアウト通り）
　→　37ページへ

⑪タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月19日
提出先；岡田克也民主党幹事長
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
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本文と要望事項：
　 東日本大震災の復旧・復興に際してのご努力に敬意を表します。以下、日本全国から参加している女性団
体および有識者からなる実行委員会からの要望です。
　復興基本法は内閣に「復興庁」を設置し、東日本大震災復興対策本部・現地対策本部・復興構想会議等の
機能を引き継ぐとしている（24条）。この対策本部ならびに復興庁において、以下を徹底することを要望す
る。

１）復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。7月中に策定予定の「東日本大震災復興基本方針」においては、男女共同参画
を具体的政策として明確に書きこむこと。
２）復興基本法の基本理念の一つである「女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映」
されるよう、現地対策本部以下、基礎自治体における意志決定機関・運営組織に、女性を登用するこ
と。
３）各地方自治体の復興政策予算に、男女共同参画関係の予算を措置すること。また、男女共同参画セ
ンターなどには、柔軟に活用できる復興基金を設置すること。
※この場合の「柔軟」とは、優先されやすい経済復興ばかりでなく、収入の乏しい女性であっても活用
が可能な、生活再建において必要となる小規模な資金を無担保、無利子で貸し付ける等を意味する。

⑫タイトル「「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」 に対する要望」（全文／テキストのみ）
日付；2011年7月25日
提出先；平野達男東日本大震災復興対策担当大臣
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子

本文と要望書（宛名、日時、提出者、要望書タイトルなどの入った表紙は省略）：
　 「東日本大震災からの復興の基本方針骨子」（平成23年7月21日）では、「１基本的考え方」の(viii)と
して「男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場に、女性の参画を促進」と入れていただき、随所に関連
項目を盛り込むなど、充実した基本方針が策定されつつあることに敬意を表します。
　 私ども委員会としては、７月１９日に岡田克也民主党幹事長に提出した要望書において、以下の要望をい
たしました。

１） 復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。
２） 7月中に策定予定の「東日本大震災復興基本方針」においては、男女共同参画を具体的政策として
明確に書きこむこと。

　 ついては、基本方針骨子を基本方針として確定される折に、以下を明記していただきたく、要望いたしま
す。

１）復興対策本部・現地対策本部に「男女共同参画の視点（仮称）」担当部署を設け、領域横断的な企
画調整に当たらせること。
２）基本方針骨子の「５ 復興施策 (1）災害に強い地域づくり （市町村の計画策定に対する人的支援、
復興事業の担い手）」（5ページ）につき、
①(i)の「支援人材の配置等についての支援およびまちづくり等各種専門職の被災地への派遣や人材確
保・データベース化」において、女性専門家の確保を財政的・人材的に支援する旨を明記すること。
②同じく(ii)の「まちづくりに、女性、子ども・若者、高齢者、障害者、外国人等の意見を反映」におい
て、反映を確保するための方策を明記すること。たとえば（まちづくり協議会のような）意見聴取の場
に、女性、子ども・若者の発言枠を設定、高齢者・障害者が参加する場合の送迎、（手話）通訳の確保
など。
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３）基本方針骨子の「５ 復興施策 （2）地域における暮らしの再生（学校施設・教育）(i)」（6ペー
ジ）において、学校等が避難場所になる場合が少なくないことに鑑みて、平時から、学校や体育館・住
民センター等に男女別及び多目的のトイレ・更衣室等を設置すること。子どもの安全・安心を確保する
ための整備においても、性別や障害等により多様なニーズがあることを設計に組み込むこと。
４）基本方針骨子の「５ 復興施策 （4）大震災の教訓を踏まえた国づくり（社会的包摂の実現と「新し
い公共」の推進）」（10ページ）において、ヨーロッパ連合の貧困・社会的排除と闘う取り組みや日本
国内で蓄積されている社会調査の成果（註１）を踏まえて、社会的包摂／排除の目標と指標の策定に直ち
に取り組むこと。
５）基本方針骨子の「５ 復興施策 （4）大震災の教訓を踏まえた国づくり（今後の災害への備え）」に
おいて、「被災者台帳・手帳」（註2）の普及を盛り込むこと。

------------------
註1 大沢真理（2011）「社会的経済の戦略的意義ーＥＵと日本の2000年代経済社会ガバナンスを対比し
てー」（大沢真理編『社会的経済が拓く未来ー危機の時代に「包摂する」社会を求めてー』ミネルヴァ書
房）、阿部彩（2011）「貧困と社会的排除ージェンダーの視点から見た実態（大沢真理編『ジェンダー社
会科学の可能性第２巻　承認と包摂へー労働と生活の保障』岩波書店）などを参照。
註2　 米国・韓国には全国共通の被災者台帳制度がある。日本では、自治体が個別に導入しているため、被
災者台帳がない自治体もある。総務省：兵庫県西宮市が阪神・淡路大震災時に開発した被災者台帳が総務省
所管の財団法人地方自治情報センターが全国配布し約250自治体が登録している（ママ）。東京都：家屋り
災証明に基づく台帳（京都大学巨大災害研究センターの研究チーム）を導入予定（6.11シンポの山地久美子
報告）。

⑬タイトル「東日本大震災復興基本方針への要望」（全文／レイアウト通り）　→39ページへ

⑭（タイトルなし。全文／テキストのみ）
日付；2011年8月28日
提出先；民主党代表選候補者
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党代表選挙に当たり、候補者（前原誠司（衆）、馬淵澄夫（衆）、海江田万里（衆）、野田佳
彦（衆）、鹿野道彦（衆））へ緊急提出。

本文と要望書：
前略
　日頃の国政へのご尽力に敬意を表します。
ご承知のように、東日本大震災復興対策本部が７月29日に発表した「東日本大震災からの復興の基本方
針」では、その「１　基本的考え方」に、「（ⅸ）男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、
女性の参画を促進する。あわせて、子ども・障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現する」、と
明記されています（1ページ）。
　わが国において男女共同参画の促進および共生社会の実現が不可欠であることは、もとより大震災からの
復興の場面に限られるものではありません。むしろ、平素からあらゆる分野で男女共同参画を推進すること
が、災害や金融経済危機などに際しても、抵抗力と回復力のある社会をつくる、という認識が肝要です。
　 貴殿はこのたび、民主党の代表選挙に立候補なさり、大震災からの復興をはじめとする国政のリーダー
シップを目指しておられることから、以下の点について、要望するものです。

（１）上記「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的考え方を、確実に実行すること。
（２）2005年12月に閣議決定された第２次男女共同参画基本計画において、「社会のあらゆる分野におい
て、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」とされた取
り組みを、民主党および政府において、加速させること。その第一歩として、閣僚をはじめとする政務三役
に女性を積極的に登用すること。
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（３）6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成案」において重視
されているように、「制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選択できる社会」（2ペー
ジ）、「全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM字カーブの解消」
（6ページ）を、確実に実行すること。
（４）2010年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計画において、政治分野では、「衆議院議員
及び参議院議員の選挙における女性候補者の割合を高めるため、各政党に対して、インセンティブの付与、
具体的な数値目標の設定、候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の導入などを検討するよう要請
する」、とされており、民主党として率先してこの要請に応えること。

-----------
＊ 「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会とは、わが国の災害・復興政策が男女共同参
画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会。2011年8月15日現在、
全国とすべての都道府県の団体133、個人107名が参加している（リストは別紙）。6月11日に日本学術会
議等と共催で「「災害･復興と男女共同参画」6.11シンポ」を開催した。

⑮タイトル「新内閣の組閣に当たり、閣僚をはじめとする政務三役に、女性を積極的に登用することを求め
る緊急要望書」
日付；2011年8月30日
提出先；民主党代表　野田佳彦
提出者：「災害・復興と男女共同参画 6.11シンポ」実行委員会委員長堂本暁子、事務局長原ひろ子
note；民主党新代表選出後に緊急提出。

本文と要望書：
前略
　 このたび政治家としての信念を貫かれ、民主党代表に就任されたことを、心からお祝い申し上げます。同
時に、東日本大震災からの復興を始めとする国政運営のリーダーシップを取られることに、大いに期待申し
上げます。
　 ご承知のように、東日本大震災復興対策本部が７月29日に発表した「東日本大震災からの復興の基本方
針」では、その「１　基本的考え方」に、「（ⅸ）男女共同参画の観点から、復興のあらゆる場・組織に、
女性の参画を促進する。あわせて、子ども・障害者等あらゆる人々が住みやすい共生社会を実現する」、と
明記されています（1ページ）。
　わが国において男女共同参画の促進および共生社会の実現が不可欠であることは、もとより大震災からの
復興の場面に限られるものではありません。むしろ、平素からあらゆる分野で男女共同参画を推進すること
が、災害や金融経済危機などに際しても、抵抗力と回復力のある社会をつくる、という認識が肝要です。
　 そのような認識が、6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成
案」に盛り込まれていると考えます。貴殿は、このたびの民主党代表選挙の候補者のなかで唯ひとり、税・
社会保障改革の推進を高く掲げられ、見事当選されたのであり、進んで以下の点を実行してくださるよう、
要望するものです。

（１）上記「東日本大震災からの復興の基本方針」の基本的考え方を、確実に実行すること。
（２）中央防災会議や都道府県防災会議の委員の多くは、災害対策基本法に基づき職務指定されており、大
半が男性である。そこで、女性の参画を拡大するため、可能な限り早急な災害対策基本法改正を行うこと。
（３）2005年12月に閣議決定された第２次男女共同参画基本計画において、「社会のあらゆる分野におい
て、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％になるよう期待する」とされた取
り組みを、民主党および政府において、加速させること。その第一歩として、閣僚をはじめとする政務三役
に女性を積極的に登用すること。
（４）6月30日に政府・与党社会保障改革検討本部決定された「税・社会保障一体改革成案」において重視
されているように、「制度が出産・子育てを含めた生き方や働き方に中立的で選択できる社会」（2ペー
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ジ）、「全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM 字カーブの解消」
（6ページ）を、確実に実行すること。
（５）2010年12月に閣議決定された第三次男女共同参画基本計画において、政治分野では、「衆議院議員
及び参議院議員の選挙における女性候補者の割合を高めるため、各政党に対して、インセンティブの付与、
具体的な数値目標の設定、候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の導入などを検討するよう要請
する」、とされており、民主党として率先してこの要請に応えること。

------------
＊「「災害・復興と男女共同参画」6.11シンポ」実行委員会とは、わが国の災害・復興政策が男女共同参
画の視点から立案・実施されることを願い、行動する団体と個人からなる委員会。2011年8月15日現在、
全国とすべての都道府県の団体133、個人107名が参加している（リストは別紙）。6月11日に日本学術会
議等と共催で「「災害･復興と男女共同参画」6.11シンポ」を開催し、8月2日には菅直人首相と会見して、
要望を申し入れた。
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資料編【５】日本学術会議第六次緊急提言

58



資料編【５】日本学術会議第六次緊急提言

59



資料編【５】日本学術会議第六次緊急提言

60



資料編【５】日本学術会議第六次緊急提言

61



1

2

資料編【６】｢日本の災害対策におけるジェンダー課題」原ひろ子

62



資料編【６】｢日本の災害対策におけるジェンダー課題」原ひろ子

63



3

4

資料編【６】｢日本の災害対策におけるジェンダー課題」原ひろ子

64



5

6

7

“Final Declaration of the Asia and Pacific NGO Forum on Beijing +15”
http://www.un-ngls.org/IMG/doc_Final_Declaration_of_the_Asia_and_Pacific_NGO_Forum_on_Beijing.doc
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United Nations (1994) “Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster 
Prevention, Preparedness and Mitigation,” World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, Japan, 
23-27 May, 1994. (http://www.unisdr.org/files/8241_doc6841contenido1.pdf)

United Nations (2005) Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and 
Communities to Disasters (Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction 
(A/CONF.206/6)). (http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf)
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【８】関連国会質疑（参議院調査会における意見表明・意見交換を含む）　

　国会会議録ウェブサイトを検索（検索語；東日本大震災、女性、男女共同参画、外国人など）。なお、7
月19日の衆議院予算委員会における池坊議員による質疑については、8月21日時点で会議録が公表されてい
ないため、議員自身のブログに掲載された記録（http://yasukoikenobo.cocolog-nifty.com/blog/
2011/07/post-b7ea.html；8月16日取得）から抜粋している。

3月23日　衆議院外務委員会　赤嶺政賢議員（共産党）
3月31日　参議院内閣委員会　糸数慶子議員（無所属）
4月20日　衆議院厚生労働委員会　古屋範子議員（公明党）
4月21日　参議院内閣委員会　糸数慶子議員（無所属）
4月26日　同上　同上
5月01日　参議院予算委員会　吉田忠智議員（社会民主党）
5月11日　衆議院厚生労働委員会　古屋範子議員（公明党）
5月11日　衆議院法務委員会　大口善徳議員（公明党）
5月18日　参議院共生社会・地域活性化に関する調査会　福島みずほ議員（社会民主党）
　　　　　同上　神本美恵子議員（民主党）
5月20日　参議院予算委員会　平山幸司議員（民主党）
5月25日　衆議院内閣委員会　井戸まさえ議員（民主党）
6月09日　参議院厚生労働委員会　中村博彦議員（自民党）
6月14日　参議院東日本大震災復興特別委員会　岡崎トミ子議員（民主党）
6月16日　参議院東日本大震災復興特別委員会（参考人質疑）　参考人；栗田暢之（東日本大震災支援全国
ネットワーク代表世話人）、藤井聡（京都大学大学院工学研究科教授・都市工学）、長有紀枝（難民を助け
る会理事長）、質問者；今野東議員（民主党）、吉田忠智議員（社会民主党）
6月16日　参議院内閣委員会　糸数慶子議員（無所属）
7月19日　衆議院予算委員会　池坊保子議員（公明党）　

177 - 衆 - 外務委員会 - 3号 　03月23日

○赤嶺委員　日本共産党の赤嶺政賢です。
　 私も、まず冒頭に、東日本大震災でとうとい命を
失われた方々に心から哀悼の意を表するとともに、
被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。
　 先ほど小野寺委員の方からも質問がありました
し、重なるかとは思いますが、今回の震災に当たっ
て、外務大臣に、冒頭の所信質疑がそういう形にな
りましたのも天災であるがゆえの面がありますが、
できるだけ被災を軽減していくという立場から、外
国人の被災の問題について改めて政府に伺います。
　 今回の大震災では、多くの外国人が被災をいたし
ました。地震、津波に加え、原子力発電所の事故が
外国人の間の不安を一層大きくしています。
　 中国大使館によれば、震災が起きたとき、岩手、
宮城、福島、茨城の四県には三万人を超える中国人
がいたという報道もあります。さらに、三陸沿岸の
水産加工会社などでは中国人を初め数多くの外国人
研修生が働き、留学生や農漁村に嫁いだ外国人女性
もいたとしております。

　 外国人の被害状況も明確にして、対応面でも万全
を期すということは政府の重要な責任だと思います
が、現在把握している外国人の死亡者数は何名か、
そして何カ国に及んでいるか、また各国に現状はき
ちんと報告されているのか。いかがですか。

○伴野副大臣　赤嶺委員にお答えいたします。
　 現在、各国在京大使館より安否不明な在日外国人
の方々の情報を聴取いたしまして、外務省にて取り
まとめをいたしております。警察庁や地方自治体等
に照会しておりまして、在京大使館とも連絡をとり
合っているところでございます。
　 また、先ほど大臣からもお話ございましたよう
に、岩手県などからは、要請に従い、外務省職員三
名を派遣し、中国人の方々等の安否確認を行ってい
るところでございます。
　 しかしながら、大変恐縮でございますが、全体的
な外国人の被災者数及び死亡者数につきましてはい
まだ正確に把握するに至っておりませんで、困難な
状況にあることをお許しいただきたいと思います。
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○赤嶺委員　 被害の全体が見えない中で、しかしな
お、いろいろな負担を持っていらっしゃる外国人も
被災をしている。やはり政府の責任でその実態もき
ちんとつかんでいただきたいと思うんです。
　 避難所にも多くの外国人が避難をされていると思
いますが、言葉の問題など、外国人にきちんと情報
が届くような態勢はとられているんでしょうか。

○伴野副大臣　 現在のところ、在日外国人の方々へ
の情報提供につきましては、地震発生後、外務省の
ホームページにおきましても、英語、中国語、韓国
語ということで、外国人向けの情報を提供している
ところでございます。また、外務省におきまして
は、在京大使館におきまして説明会を毎日開催して
おりまして、さまざまな情報を提供させていただい
ているところでございます。さらに、外国人に関す
る相談につきましては、被災地の各自治体にて相談
窓口を設置しているものと承知をしているところで
ございます。

○赤嶺委員　 ぜひ万全を期していただきたいと思い
ます。
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○糸数慶子君　 是非、解消のためにしっかりと頑
張っていただきたいということをお願い申し上げま
して、この点については終わらせていただきたいと
思います。
　 では、通告に基づきまして震災関係についてお伺
いをしたいと思います。
　 まず、防災における男女共同参画という視点で与
謝野大臣にお伺いをいたします。
　 防災における男女共同参画の推進は、平成十七年
に策定された第二次男女共同参画基本計画で、十二
の重点分野の新たな取組を必要とする分野のうちの
一つとして盛り込まれ、昨年十二月に閣議決定され
た第三次男女共同参画基本計画におきましても重点
分野の一つとして掲げられていますが、この度の東
日本大震災におきましては、被災者支援等の具体的
対応に基本計画の内容がどのように、そしてどの程
度生かされているのか、与謝野男女共同参画担当大
臣にお伺いをいたします。

○国務大臣（与謝野馨君）　 被災者支援等に当たっ
ては、女性や子育てニーズを踏まえた対応を行うこ
とが必要であることから、まずは避難所等での生活
に関して留意すべき事項についてまとめ、関係機関

に対応を依頼したところでございます。
　 具体的には、生理用品や粉ミルク、離乳食などの
提供、女性更衣室や男女別トイレなど子供や子育て
に配慮した避難所の設計、女性のニーズ等を反映し
た避難所の運営体制、女性に対する暴力を防ぐため
の措置などを盛り込んでおります。また、女性の悩
み相談や暴力被害者支援等の窓口の設置と周知に努
めているところでございます。また、現地本部、仙
台市に男女共同参画局の女性職員を派遣し、避難所
における女性のニーズ等の把握を図っております。
　 今後とも、災害の対応の動向、女性や子育ての
様々なニーズ等を踏まえ、関係機関への働き等を
行ってまいりたいと考えております。

○糸数慶子君　 第三次男女共同参画基本計画には、
防災の現場における男女共同参画として方針決定過
程への女性の参画の促進が具体的施策として挙げら
れています。
　 現在、国及び地方公共団体において災害対策本部
やあるいは被災者生活支援特別対策本部が設置され
ています、今の御答弁にもございましたが。女性の
ニーズが十分に反映されるためには本部員や職員と
して一定数の女性を配置する必要があると思われま
すが、国の対策本部にどの程度女性が参画している
のでしょうか、お伺いいたします。

○政府参考人（長谷川彰一君）　 政府といたしまし
ては、地震発災直後に総理を本部長といたします、
今お尋ねの緊急災害対策本部を設置いたしますとと
もに、翌十二日には宮城県に現地対策本部を、岩
手、福島には連絡室と対策室を設け、また十七日に
は、お話しございました被災者生活支援特別対策本
部を設置しております。
　 これらの事務局につきましては、現在二十四時間
体制という状況の中で災害対応を行っておりまし
て、各省庁からも多数の職員の応援をいただいて
ローテーションを組み、対応をしております。女性
の職員につきましても、それぞれ御活躍をいただい
ております。
　 具体的な数でございますけれども、これは今申し
上げましたように、応援等の状況に応じまして流動
的に動いてございますので、きっちりとお答えする
のはなかなか難しいわけでございますが、まず、緊
急災害対策本部事務局を担っております内閣府の防
災担当、これ約六十名ほどおりますけれども、この
中では二名の職員が配属されております。それか
ら、被災者生活支援特別対策本部事務局、こちらは
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各省庁からの応援でローテーションで回しておりま
して、非常に流動的なわけでございますけれども、
七、八十名の職員のうち十名前後勤務していただい
ているというふうに承知しております。それから、
現地対策本部でございますけれども、こちらにつき
ましてはこれまでに二名の女性職員の派遣実績がご
ざいます。
　以上でございます。

○糸数慶子君　ありがとうございます。
　 第三次男女共同参画基本計画には、防災施策の立
案及びその実施、情報提供に当たり、女性のみなら
ず、高齢者そして外国人等の視点も踏まえることと
されています。今回の震災に際し、高齢者や外国人
の方々に対して、情報提供の在り方を始めとしてど
のような配慮を行っているのでしょうか。
　 私、先日の委員会におきましても指摘をいたしま
したが、被災者の方々に対する心のケアは、性別や
年齢や国籍を問わず、全ての被災者にとって重要な
取組でありますし、今回の震災では被災者も多く、
心のケアに当たる人材の確保が急がれるわけです
が、とりわけ日本に定住されている外国人の方の心
のケアが十分に行われている体制が整備されている
のでしょうか。定住外国人の方への心のケアの実施
状況と今後の取組について御説明していただきたい
と思います。

○政府参考人（外山千也君）　 避難所で生活する高
齢者の方々への健康管理につきましては、脱水症状
にならないよう水分を十分に補給することや、感染
症予防のための手洗いの励行などが必要でございま
して、廃用性症候群や静脈血栓塞栓症、エコノミー
クラス症候群などに留意することも重要でございま
す。
　 そのため、高齢者を含む被災者の方々が少しでも
健康に過ごせるように、被災地で健康を守るために
と題した分かりやすい資料を作成し、誰もが必要に
応じて利用できるようにホームページに掲載してい
るところでございます。
　 それから、避難所が設置している市町村におい
て、保健師が巡回し、高齢者の体温や血圧の測定等
を行いながら、健康相談に応じたり、体操等を実施
し、身体機能の維持を促すための支援を行っている
ところでございます。
　 一方、被災地における避難所の支援に当たる保健
師の数は絶対的に不足しておりまして、厚生労働省
といたしましては、他の自治体からの保健師等の人
材派遣をあっせん、調整するなど、その人材確保に

努めております。
　 さらに、避難所における心のケアにつきまして
は、被災した自治体からの要請を受けまして、各都
道府県の協力を得て、精神科医、看護師等から構成
される心のケアチーム三十五チームを確保し、順次
派遣のあっせんを行っております。
　 また、避難所において、言葉が通じず不便を感じ
ておられる外国人の方々につきましては、各県の財
団法人国際交流協会における多言語による電話相談
等の活用や、厚生労働省英語版ホームページなどの
インターネット情報を活用することが考えられるわ
けでございます。
　 いずれにいたしましても、高齢者や外国人の方々
が避難所で孤立することがないよう、保健師等が十
分にコミュニケーションを図りながら健康相談等に
応じるよう支援してまいりたいと考えております。

○糸数慶子君　 次に、内閣府のホームページを見ま
すと、定住外国人施策の中で、ポータルサイトの中
に今回のこの地震に対する情報が掲載されています
が、そもそもパソコンから情報を得られる環境にな
い場合にはアクセスできずに、掲載言語も英語のみ
の場合があるわけですが、このポータルサイトのほ
かにどのような手段で定住外国人の方への情報提供
を行っているのでしょうか、お伺いいたします。

○政府参考人（村木厚子君）　 日系の定住外国人施
策ポータルサイトでございますが、今、被災地に住
む定住外国人の方、日系の方、そんなに数は多くご
ざいませんが、それ以外のところに住んでおられる
方も大変御不安があったり、それからやはりデマに
惑わされるというような情報も流れておりますの
で、できるだけしっかりと情報提供をしていきたい
というふうに考えております。
　 緊急の対策としまして、今ポータルサイト上に、
東北地方太平洋沖地震に関する情報のリンク集とい
うことで、国、自治体、支援団体、報道機関等の多
言語による情報を、英語、ポルトガル語、スペイン
語が中心でございますが、それに限らず、今臨時に
紹介をしているところでございます。
　 御指摘がありましたように、パソコンが使えない
ということもありますので、今、大変急いで携帯電
話から閲覧がしやすくなるような改善を行っている
ところでございます。
　 それから、できるだけたくさんの言語でというこ
とでございます。私ども、日ごろ公的な情報も努力
はしておりますが、やはりこういう緊急時になりま
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すとＮＰＯですとかボランティアの取組が非常に大
きな力を発揮しておられまして、多くの言語で情報
提供が行われておりますので、こういうＮＰＯ等々
の情報もこのポータルサイトで紹介をするという努
力をしているところでございます。
　 状況が時々刻々変わっていくと思いますので、で
きるだけ新しい情報をこのポータルサイト上に掲載
をしていきたいというふうに考えております。

○糸数慶子君　ありがとうございました。
　 次に、女性警察官による心のケアについて、中野
国家公安委員長にお伺いをいたします。
　 心のケアについては、県警の女性警察官が避難所
を巡回し被災者の相談に乗るなどの取組を行ってい
るというふうに聞いております。警察ではこれま
で、心のケアの取組に備え、どのような研修等を
行ってきているのでしょうか。また、女性警察官に
よる心のケアの取組は現在どういう体制で実施され
ているのかについても併せてお伺いしたいと思いま
す。

○国務大臣（中野寛成君）　 女性警察官を増やすこ
と、またその活躍の場を広げること、これは、たま
たまお見かけしましたが、前国家公安委員長岡崎大
臣の当時からも大変熱心にお取り組みいただいてお
りました。
　 今回も、御指摘いただきましたように、被災者は
被災前と異なる環境の下でストレスの多い避難所暮
らしをいたします。そこでまず、岩手、宮城及び福
島、その三県及び被災者を受け入れているほかの県
におきましても、既にその地元の警察官、女性警察
官等が避難所を巡回して被災者の相談等に対応する
支援をやってまいりました。
　 ちょうど本日から、全国警察から選抜をいたしま
した女性警察官など五十名、私の記憶ではたしか三
十五名が女性だったと思います、一緒にペアを組ん
で、トータル五十名が、岩手、宮城及び福島県に派
遣をして、避難所における被災者の支援を行うこと
といたしているところでございますので、今日から
その新たな五十名がまた活躍をしてくれているとい
うことでございます。
　 研修の例といたしましては、臨床心理士の講習な
どを含めまして鋭意努力をしているところでござい
ます。

○糸数慶子君　ありがとうございました。
　 避難所での生活が長引く中で、とりわけ女性に対
する性犯罪あるいは配偶者等の暴力によりまして女

性の人権が侵害されていくということが大変懸念さ
れています。
　 現在までに女性に対する暴力の発生などの件数な
どを把握されているかどうか、また阪神大震災のと
きに女性に対する暴力が増えたという事実はあった
のでしょうか、お伺いいたします。

○国務大臣（中野寛成君）　 現在までのところ、岩
手、宮城及び福島の三県において、被災して避難所
に避難している女性を被害者とした強姦及び強制わ
いせつの発生というのは把握されておりません、認
知されておりません。気が付いていないところはあ
れですが、警察としてはそういう事例は現在のとこ
ろまずないものと思っております。
　 平成七年に発生した御指摘の阪神・淡路大震災後
においても、兵庫県下における強姦及び強制わいせ
つの認知件数は、あの阪神・淡路大震災の前年より
もむしろ僅かですが減っている若しくは同数という
ことで、震災があったからそういう犯罪が増えたと
いう傾向は数字の上では見えない。それから、最近
起こりました宮城で認知した三件の発生場所が、強
制わいせつでありましたが、これは避難所とは全く
関係のないところでございますし、また被災地と関
係のないところでございました。
　 ただ、いかなる場合にも未然にそれを防止すると
いうことは大切なことでございますので、今回女性
警察官がより一層今日からまた活躍をしていただき
ますが、そういうことの気を付けたり、又は何か
あったときの相談にも乗りやすい環境がそのことに
よって生まれるのではないかと。いずれにせよ、予
防に全力を尽くしたいと思います。

○糸数慶子君　ありがとうございます。
　 女性に対する暴力といわゆる社会的弱者に対する
犯罪はなかなか表に出てこないという、そういう実
態は、実は阪神・淡路大震災の際に、こういう性犯
罪あるいは配偶者間暴力等、その被害に遭った女性
が実際に沖縄に避難してまいりました。実は、私
は、あの九五年の少女の暴行事件が発生した後、沖
縄県におきまして強姦救援センター、通称ＲＥＩＣ
Ｏと言われておりますが、電話相談などの業務に当
たっておりますけれども、その際に、阪神・淡路大
震災の後に事実沖縄に引っ越された女性の相談を受
けたことがございます。
　 なかなか表に出ていかないことではありますけれ
ども、実際にはそうやって苦しんでいる女性がいる
ということも併せまして、今回やっぱり丁寧な対応
が求められていくわけですけれども、発生してから
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対応するのではなくて、やはり防止するための措置
が非常に重要であるというふうに考えます。
　 東日本大震災の発生後に女性に対する暴力を防止
するためにこれまでにどのような取組が行われた
か、女性が直接相談することのできる窓口等が避難
所に今設置されているかどうかということも併せて
お伺いいたします。

○国務大臣（中野寛成君）　 それぞれ県警本部等に
相談の電話の窓口でありますとかいろんな形で御相
談をお受けする仕組みをつくっておりまして、もう
既に何万件という御相談をお受けをいたしておりま
す。その中にその女性の、今御指摘のようなケース
がどのくらいあったかという統計までは取れており
ませんけれども、できるだけ相談しにくい案件につ
いてとりわけ女性が相談しやすい環境をつくるとい
うことについては、これからもより一層努力をして
まいりたいと思います。
　 日常の生活相談案件でも、家庭内の暴力等の問題
等についての相談がとみに警察の場合増えておりま
す。これは、そういう案件が増えたというよりも、
警察がその窓口を開いたことによって警察が相談し
やすくなったということで、頼りにされているとい
う案件、ケースが増えてきたということではないか
と思います。
　 それからもう一つ、全国からパトカーとそして本
来の警察官の制服、それが一目瞭然で警察がパト
ロールしてくれているということが分かりますよう
にということで、そういう部隊をつくって警ら巡
回、そして監視等々にも今当たらせているところで
ございます。

○糸数慶子君　ありがとうございました。
　 避難所によっては、先ほども申し上げましたけれ
ども、やはり通信インフラが復旧していないところ
あるわけで、いろいろ実際には相談できない被災者
も多くいるというふうに思います。警察が各避難所
に派遣している警察官としっかり連携を取っていた
だいて、女性に対する暴力を防止するためにも、今
後とも取組を強化していただきたいと思います。さ
らには、先ほども御答弁ございましたが、多くの女
性の警察官が被災地へ派遣されたということで、今
後とも是非しっかりと、私どもも支援をするという
形で相談も含めて応援をしてまいりたいというふう
に思います。

177 - 衆 - 厚生労働委員会 - 9号　04月20日

○古屋（範）委員　 次に、避難所での女性への配慮
についてお伺いしてまいりたいと思っております。
　 震災の非常時、女性への配慮というのは、まず、
多くの方々が生きていくことさえも大変という、食
料がない、水がない、そういう状況ですので仕方が
ないんですが、やはり後回しにされてしまう問題だ
と思います。東日本大震災でも避難所の生活が長期
化をしてまいります。そういう中で、プライバシー
の確保ですとか、そのほかいろいろな面で女性が
困っている点が多いのではないかと考えます。
　 これは河北新報、四月十三日の女性記者が行った
ルポなんですけれども、気仙沼市の中学では、仮設
トイレが男女共用であり抵抗感を持つ女性が多いの
ではないかとか、十日間も着がえができなかった。
この後、下着が届いたかとは思いますけれども、こ
ういうこともある。また、気仙沼市総合体育館で
は、幼児を抱える方が多く、他の避難者からうるさ
いと言われてしまう。やはりこれは、子供のいない
方にとってみれば、寝たいときに泣き声がして眠れ
ない、こういうことは確かにあろうかと思います
が、本当に申しわけないなと思う母親は非常に多く
のストレスを抱えてしまうというふうにも思いま
す。また、これは仙台・若林区の六郷中学なんです
が、体育館へ夜の出入りが自由になっていてだれが
入り込むかわからないとか、トイレが屋外にあって
防犯上非常に危ないのではないか、夜行くのも怖い
というような、さまざまな点がここに載せられてお
りました。
　 避難所で、男女別の更衣室、洗濯物の干し場、授
乳室、子供たちが周囲を気にせず遊べる場、こう
いったものを設置する工夫をしてほしいなというふ
うに思います。また、お互いのプライバシーを尊重
することで、長期化をしていく中でもよりよい人間
関係が保てるのではないかと思います。
　 また、心のケアも大切です。男性とはまた違った
悩みもあります。女性だけで不安やつらさ、そうい
うものを率直に言い合える場が必要なのではないか
なと思います。阪神大震災のときには、避難所でセ
クハラあるいはその他のいろいろな問題が起きたと
も聞いております。男性が家、仕事を失ったことで
ストレスがたまってしまう、こういうこともあるの
ではないかと思っております。被災地は、さまざま
な悩みについて声を上げにくい状況です。
　 そこで、避難所に女性スタッフを置くなど、総合
的な女性の悩みにこたえられるような窓口の設置な
ども配慮をしていただきたいと思いますが、いかが
でしょうか。では、副大臣。
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○小宮山副大臣　 同じ女性同士ということで、目が
合いましたので、私の方から答えさせていただきた
いと思います。
　 これは、避難所を最初に設置したときからずっ
と、阪神のときの経験も踏まえまして、女性への配
慮あるいは妊婦さんや赤ちゃんを出産したばかりの
方への配慮ということはずっと言ってまいりまし
た。それで、女性専用のトイレの設置とかプライバ
シー確保に必要なパーティション、それからマッ
ト、テント、こうした必要な設備を用意する場合に
は、災害救助法で国庫負担で行う、そのようなこと
も周知をしてまいりました。
　 ただ、やはり避難所ごとによって随分差がござい
まして、きちんとできているところ、そうでないと
ころ、あります。特にトイレの問題などは、非常
に、やはり女性に必要な用品などもそこに置く女性
専用のトイレが必要だと思いますし、やはり皆さん
が見ている前で授乳をするというのも大変でしょう
から、そういうための部屋があればもちろんいいで
すし、そうでなければ区切りをするとか、そうした
ことも、なるべく厚生労働省の方からもお願いをし
ているところです。
　 ただ、いろいろなところで、やはり、避難所、場
所によっては自治組織みたいになっているので、そ
の自治組織の中にまた発言できる女性が入っていく
ということもぜひ必要ではないかというふうに思っ
ておりまして、福祉避難所のところでは出産したば
かりのお母さんや赤ちゃんなども入れるようにもし
ておりますので、また委員からもいろいろな御意見
をいただいて、具体的にそのあたり、最大限のサ
ポートをしていければというふうに思っておりま
す。

○古屋（範）委員　 副大臣おっしゃいましたよう
に、避難所において、まだ水がなく、衛生状態その
ものが劣悪であるというところさえもございます。
福祉避難所ではある程度守られているとは思うんで
すが、それぞれの避難所にどういうニーズがあるの
か、ぜひきめ細やかな女性への配慮をお願いしたい
と思います。よろしくお願いいたします。

177 - 参 - 内閣委員会 - 6号　04月21日

○糸数慶子君　 無所属の糸数です。よろしくお願い
いたします。
　 まず、震災関係について冒頭にお伺いしたいと思
います。実は、先日の委員会でも伺いましたけれど
も、引き続きまして男女共同参画の視点を踏まえた

被災者の支援等についてお伺いをしたいと思いま
す。
　 先日の委員会におきまして、女性が相談すること
のできる窓口等についてお伺いをいたしました。内
閣府男女共同参画局において、岩手、宮城、そして
福島の三つの県に設置されている暴力に関する相
談、女性の相談窓口等について周知する資料を作成
したというふうに聞いておりますが、この相談窓口
の周知、これ非常に重要であるというふうに思いま
す。
　 このような取組を評価して御質問したいと思いま
すが、これらの情報をより多くの被災者に伝えるこ
とが大変必要だと思いますけれども、この資料を用
いてどのような周知活動を行っているんでしょう
か、まずお伺いいたします。

○政府参考人（岡島敦子君）　 東日本大震災の影響
により被災者の方々が様々な不安や悩み、ストレス
を抱えるとともに、女性に対する暴力が生じること
などが懸念されておりまして、こうした悩み事の相
談に適切に対応することが重要であると考えており
ます。
　 このため内閣府では、配偶者からの暴力の相談に
ついて最寄りの相談窓口を案内するＤＶ相談ナビ
や、地域ごとの総合的な女性の相談に関する窓口な
どを取りまとめました資料を、ひな形、そして実際
の資料を作成しておりまして、配布、周知を図って
おるところでございます。例えば、内閣府の男女共
同参画局のホームページや、それから地方紙の紙面
広告、それから多くの被災者の方が目にできるよう
に各避難所の非常に目に付きやすいところに政府の
お知らせとして掲示する壁新聞など、そういったも
のを活用しながら周知を図っているところでござい
ます。
　 引き続き、幅広く周知されるよう取り組んでまい
りたいと考えております。

○糸数慶子君　ありがとうございます。
　 ホームページにいろいろ掲載しても、なかなかや
はりああいう状況の中では御覧になる方も少ないと
思います。是非目に付きやすいところ、壁新聞など
を活用したり、被災地における直接いろんなペー
パーを手渡しができるような状況も併せてお願いし
たいと思います。
　 次に、被災地における安全、安心の確保につい
て、その対策についてお伺いしたいと思います。
　 東日本大震災の被災地及び原発事故に係る避難指
示対象地域等においては、混乱に乗じた例えば犯罪
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の発生、このことが懸念されるわけです。そのほか
の地域においてもそうですが、人の善意に乗じた詐
欺等の発生が懸念されています。とりわけ、被災地
における安全、安心の確保はまさに政府を挙げて取
り組むべき課題だというふうに感じるわけですが、
関係省庁が緊密に連携をして総合的に対策、そして
検討、推進するための被災地等における安全・安心
の確保対策ワーキングチームができたというふうに
聞いております。四月六日には、被災地等における
安全、安心の確保の対策、いわゆるワーキングチー
ムがしっかりと取りまとめをされたというふうに聞
いておりますが、内閣府男女共同参画局長も参加し
ていらっしゃると聞いております。被災地等におけ
る安全、安心の確保の対策、それに男女共同参画の
視点がどのように反映されていくのか、期待もして
おります。
　 被災地における安全、安心の確保対策には男女共
同参画の視点を踏まえた被災地支援等に対して具体
的にどのようなことが盛り込まれているのか、お伺
いいたします。

○政府参考人（岡島敦子君）　 委員おっしゃられま
すとおり、被災地におきます安全、安心の確保とい
うのは本当に政府を挙げて取り組むべき課題という
ふうに認識しておりまして、関係府省が緊密に連携
して総合的に対策を進めるということで、局長級の
会合で対策を決定いたしました。
　 この対策の中で、内閣府におきましては、女性や
子育てに配慮した避難所の設計、あるいは安全な生
活環境の整備の推進、避難所運営への女性の参画や
意向の反映の促進、女性の悩みや女性に対する暴力
に関する相談サービスなどの周知に取り組むことと
されております。
　 これらにつきまして、既に災害対策本部、警察
庁、各自治体などと連携して取り組んでいるところ
でございますけれども、引き続きしっかりと進めて
まいりたいと思っております。

○糸数慶子君　 被災地等における安全・安心確保対
策には、被災地等における子供、女性への支援とし
て、避難所等における相談の受理、あるいは避難所
運営への女性の参画や意向の反映が盛り込まれてい
ますが、これらは先日の委員会におきましても、
私、質疑を行いました。
　 非常に重要な対策であるというふうに考えており
まして、これらの実現において現在具体的にどのよ
うな取組が今行われているのか。これは中野国家公
安委員会委員長、お答えをお願いいたします。

○国務大臣（中野寛成君）　お答えをいたします。
　 おっしゃるように、被災地又は被災地における避
難所、そのようなところで子供たちや女性の皆さん
の安心、安全の確保をするというのは、まさにこの
ような対策の基本中の基本だというふうに私どもも
心得ているところでございます。
　 これまでも、警察官による避難所への立ち寄り、
特に被災地、全ての被災県におきまして、女性警察
官等が避難所を巡回しての支援活動等を実施してき
たところでありますけれども、特に現在は岩手、宮
城、福島の三県において、地元だけではなくて全国
の警察から女性警察官を中心に特別派遣をいたしま
して、それも女性であればいいということでもない
わけでありますが、特に臨床心理士による事前の研
修、講習を受ける、そしてそれなりの知識と対応が
できる能力をより一層高めて、その上で避難所にお
ける相談対応や防犯指導の体制を強化をしていると
ころであります。
　 また、今週、四月、月曜日、十八日からは、派遣
する女性警察官等の人数をそれまでの五十二名から
倍増をいたしまして、百十五名に増員をして更に体
制を強化しているところでございまして、これから
もかなり長期戦になりますが、子供や女性の皆さん
に配慮しつつ、安心、安全の確保を図ってまいりた
いと思っております。

○糸数慶子君　 今、女性の警察官を倍増して百十五
名送っていただいたということを伺いまして、大変
うれしく思います。
　 前にもお話を申し上げましたが、阪神大震災にお
きましても、実は表に出てこない多くの女性に対す
る暴力を受けた方々が沖縄にも避難していらっしゃ
いました。現在まで沖縄に住んでいらっしゃる方も
いらっしゃいまして、数字としては挙がってこなく
ても、女性に対するそういう中での目に見えないい
ろんな形での重圧、あるいは実際に暴力を受けた
方々に対するケアというのは、今おっしゃいました
ように、臨床心理士の研修を受けた警察官や、また
女性の警察官が配置されるということは、多くの女
性たち、本当に全国から関心を寄せているところで
ございますので、今後ともよろしくお願いしたいと
思います。
　 次に、障害者に対する配慮ということについてお
伺いをしたいと思います。
　 災害時には障害者が救援物資の配給等の身近な情
報を得ることがなかなかできないということ、ある
いは周囲との意思疎通がなかなかうまくいかずに孤
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立してしまうことが大変懸念されてしまいます。障
害者の特性に配慮した丁寧な対応が求められるとこ
ろでございますが、今、政府におきましては、震災
時、官房長官の記者会見に手話通訳を付けるなどの
配慮も行われています。被災地において、やはり障
害者の特性に応じた対応、どのような形で配慮を
行っているのか、お伺いをしたいと思います。
　 あわせまして、今国会に提出が予定されている障
害者基本法の改正案では、災害その他非常の事態の
場合に、障害者に対してその安全を確保するため、
必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるような必要
な施策を講ずるものとするとの規定が追加されるこ
とでございますけれども、この法案の検討状況につ
いては蓮舫大臣にお伺いしたいと思います。

○政府参考人（木倉敬之君）　 お答え申し上げま
す。
　 避難所などにおきます障害のある方への支援につ
きましては、自治体の職員や保健師、あるいは障害
者の相談支援専門員の方々が避難所等を巡回いたし
まして、障害のある方の状態あるいはニーズを把握
をし、必要な方には福祉施設にお移りいただいたり
サービスの利用につなげたりするよう努めていると
ころでもございます。
　 また、特に発達障害のおありになるような方は環
境の変化へ適応が難しいというようなことがあるこ
とから、その御家族あるいは周囲の支援する方々な
どに具体的な声掛けの仕方などの支援の方法を、そ
ういう情報を繰り返し周知を図っておるところでも
ございます。
　 また、視覚や聴覚に障害のある方につきまして
は、今先生御指摘のように、情報の取得あるいは周
囲とのコミュニケーションが難しいということがご
ざいますので、避難所におきます情報の伝達の仕
方、支援の仕方につきましても、周囲の方々にもお
分かりいただきやすいような具体例を示して周知を
示しております。
　 さらに、具体例では、岩手県では避難所などに障
害者の相談支援センターを設置を進めておりまし
て、避難所や居宅などを訪問いたしまして必要な
サービスにつなげる取組も進めております。
　 また、視覚障害の団体の方々、聴覚障害の団体の
方々、全国からもお集まりいただきまして、また発
達障害をお持ちのような方々あるいは知的障害の団
体のような方々も全国からお集まりいただいて、岩
手県、宮城県、福島県にそれぞれ現地の対策本部を
設けて、現地の自治体や当事者団体とも連携をしな
がら、巡回の相談、安否確認、必要な支援につなげ

る努力も行っていただいております。
　 国といたしましても、このような方々に対しまし
て、国立施設を含めた他県での福祉施設への受入れ
の推進、あるいは全国から保健師の方々、手話通訳
者の方々、専門相談員の方々などの必要な人的支援
を行ってきているところでございますが、今後とも
地元や支援団体と連携を図りながらしっかりと支え
てまいりたいというふうに思っております。

○国務大臣（蓮舫君）　 先々週末に福島に行かせて
いただいたときに、避難所を回ると同時に、実際に
被災をされた障害者の方々を支援をする活動を行っ
ている団体と意見交換を行ってまいりました。
　 委員御指摘のとおり、災害が起きたときに、障害
を有している方たちは本来最も優先して取得をしな
ければいけない命とか体に関する情報の伝達がなか
なかスムーズにいかないことがある、そこにはやは
り特段の配慮をしなければいけないというのは私も
強く思っているところでございます。
　 御下問の障がい者制度改革推進会議におきまして
も、実はこういう同様の問題意識、提言をいただい
たことから、障害者基本法の一部を改正する法律案
については、委員御指摘の点を盛り込んだ形で先月
の十一日に障がい者制度改革推進本部で了承したと
ころでございます。現在、同法案を近日中、なるべ
く急いで閣議決定できるように手続を進めていると
ころでございます。

○糸数慶子君　ありがとうございました。

177 - 参 - 内閣委員会 - 7号　04月26日

○糸数慶子君　 無所属の糸数です。よろしくお願い
いたします。
　 まず、法案の質問に入ります前に、東日本大震災
における警察の対応状況について改めてお伺いをし
たいと思います。
　 東日本大震災が発生して以降、多くの警察官が被
災地に赴き、パトロールのほか、救出そして救助活
動、先ほどもございましたが、女性警察官による心
のケアなど、多岐にわたって活動していらっしゃい
ます。被災地では様々な困難があり、警察官自身も
大きな心身に負担が掛かっているというふうに思い
ますが、被災された方々のために身を粉にして活動
していらっしゃる警察の方々に心から敬意を表し、
お伺いしたいと思います。
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　 この度の震災が発生して以降、警察においてはど
のような体制をしき、何人体制でどのような活動に
従事をしてこられたのか。また、被災地に赴いてい
る警察官の心のケアをどのようにして併せてやって
いらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。

○国務大臣（中野寛成君）　 むしろ御質問に感謝を
しなければいけないと思いますが、ありがとうござ
います。
　 東日本大震災に伴い、警察庁では警察庁長官を長
とする緊急災害警備本部を、そして、岩手県警察、
宮城県警察、福島県警察を始めとする全ての都道府
県警察では警察本部長を長とする災害警備本部を設
置するなど、所要の体制を確立し、組織を挙げて被
災情報の収集、被災者の救出、救助、避難誘導、パ
トロール、緊急交通路の確保、御遺体の収容、検視
等の各種活動に全力を尽くしてきたところでござい
ます。
　 また、特筆すべきは、警察情報、警察無線など
が、各自治体の連絡が寸断をされた、機能しなく
なったときに、唯一警察電話だけが、通信だけが通
じて、そして東京から、またそれぞれ県庁から各市
町村への連絡等についてはそこへパトカーが行っ
て、そのパトカーの電話でいろんな通知、通達をお
伝えをしたという経緯もございまして、言うならば
唯一警察の通信網だけが健在だったというところが
多かったことも特筆をさせていただきたいと思いま
す。
　 警察庁は、震災発生直後、全国の部隊に出動の指
示を行い、その翌日には、岩手県、宮城県及び福島
県に対し合計約千八百人の部隊を派遣し、地元県警
察と共に被災者の救出、救助等に当たったところで
ございます。また、順次被災三県に派遣する部隊を
増強し、さらに四月に入ってからは約千五百人の部
隊を増強派遣し、本日現在、全国から派遣された警
察職員約四千五百人と地元警察約八千人、合わせま
して一万二千五百人以上の体制で連日各種活動を実
施しているところでございます。これまでに被災三
県に派遣された警察職員は約二万六千人に及んでい
るところでございます。
　 また、心のケアの問題等につきましては、もう以
前先生にお答えをいたしましたが、女性警察官、そ
してまた女性警察官をサポートするための男性警察
官も含めましてそれぞれ派遣をさせていただき、被
災者の皆さんに寄り添う活動を展開をしているとこ
ろでございます。
　 ただ、警察官の支援も実は限界といいますか、来
ております。全国の警察でそれをサポートする支援

チームをつくったり、いろんな形で、例えば警察官
の活動のシャツもろくにクリーニングもできないと
か、いろんなことがございます。活動している、そ
れを全国の警察でサポートしようということで、支
援チームが物心両面にわたって現地に派遣をされた
人たちをまたサポートするというような形で、全警
察一体となって努力をしていることをこの際ちょっ
とアピールさせていただきたいと思います。

○糸数慶子君　ありがとうございます。
　 私も先日、わずか二日ではございましたけれど
も、被災地へ伺いましたときに、ちょうど御遺体が
収容されて警察の皆さんが黙祷をささげていらっ
しゃるその現場に遭遇をいたしました。わずか二日
間の滞在日数ではありましたけれども、やはりその
日は午前四時、五時ごろまで本当に眠ることができ
ませんでした。
　 ですから、そういう状況を考えていきますと、何
日間もずっとそういう被災地で対応されて、しかも
御遺体に対する対応なども毎日のようになさってい
らっしゃる方々のことを考えていきますと、警察官
の皆さん、現地にいらっしゃる方、あるいはまた
戻ってこられた方に対する心のケアも専門的にきち
んと対応していただきたいということをあえて重ね
て要望を申し上げたいと思います。

177 - 参 - 予算委員会 - 13号　05月01日

○吉田忠智君　（前略）
　 次に、避難所や被災地での女性や子供に対する性
犯罪、虐待の防止についてですが、阪神大震災のと
きも、五年、十年にしてようやく痛ましい体験が語
られるようになってきました。政府はどのような取
組を行っておられるか、伺います。

○国務大臣（中野寛成君）　 避難所また被災地での
犯罪、特に女性や子供たちが事件に巻き込まれる。
特に御関心といいますか、御質問の中で性犯罪や性
暴力等の問題についてお尋ねがありますが、警察と
いたしましては、被災主な三県、八千名警察官がい
ますが、全国からそれに加えて四千五百名総動員を
いたしまして、パトカーで制服を着ていわゆる見え
る警察の姿勢と、もう一つは覆面パトカーと私服刑
事、これが両々相まって犯罪防止のために、治安を
守るために今頑張っております。また、避難所等に
つきましては、百名を超す女性警察官が、しかも臨
床心理学を学んで、そして被災者の機微にわたるい
ろんな心理を読み取ることができますようにという
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細心の注意も払いつつ御相談に乗らせていただくと
いうことなども含めて、鋭意努力をいたしていると
ころでございます。
　 ちなみに、被災三県におきます事件でございます
が、強姦はこの時期、大地震が発生いたしましてか
ら今日までのこの日数で比較をいたしますと、昨年
が九件だったのが二件に減っております。それか
ら、強制わいせつは昨年三十二件だったのが今年は
十三件に激減をいたしております。しかも、この発
生した事件はいずれも被災地や避難所で発生したも
のではありません。
　 ということで、避難所におきまして、そのリー
ダーの皆さんやいろんな方々が、女性そして子供、
そういう、またお年寄りや病人の方々に細心の注意
を払って避難所運営をやっていただいているという
ことが大変大きな効果を発揮していると思います
し、その皆様方と連携を密にしながら、警察として
も、今後とも全力を尽くして安心、安全の環境をつ
くるために努力をしてまいりたいと思います。

○吉田忠智君　 警察も自治体も取り組んでいただい
ていると思いますけれども、手が回らない避難所も
多くて、結果的に大きな避難所に支援が偏っている
と聞いております。避難所、被災地に女性や子供だ
けの利用スペースを設ける、あるいは風呂やトイレ
の構造をチェックをする、見回りに複数の女性を必
ず入れるなど、工夫できることはまだまだあるはず
ですので、是非そうしたところも工夫していただき
たいと思いますが、いかがですか。

○国務大臣（中野寛成君）　 いろいろな御提言をい
ただきました。それらは十分参考にさせていただき
ながら、いろいろな検討をさせていただきたいと思
います。ちょっとこれから長い期間対応していかな
ければいけないと思います。
　 また、この二十六日でありますが、政府広報、こ
れちょっと小さく圧縮しておりますが、女性・子育
て中の方へのお役立ち情報、又は女性警察官による
避難所巡回相談がありますよとか、こういうことを
それぞれのところに張り出させてもいただいており
ますし、いろんな工夫をまたさせていただきたいと
思います。

○吉田忠智君　 しっかり取り組んでいただきたいと
思います。

177 - 衆 - 厚生労働委員会 - 12号　05月11日

○古屋（範）委員　 三十カ所ということですので、
ぜひこれを広げていただきたいと思います。
　最後の質問になります。
　 先日、避難所の女性への配慮ということを質問さ
せていただきました。小宮山副大臣からも非常に重
要であるとの御答弁をいただいたところでございま
す。
　 先日、高齢社会をよくする女性の会、樋口理事長
等から、女性・高齢者の視点から東日本災害対策へ
の要望書というものを受け取りました。これも政府
には既に提出されたと伺っております。この要望で
は、国、自治体の防災会議の女性比率を三割に高め
ること、災害に対応する女性の活躍を促進するこ
と、また、介護職等有資格者の予備役制度の導入、
仮設住宅等新たなコミュニティーの中心にケアセン
ターを創設することなどの幾つかの提案を伺ってお
ります。
　 災害時にやはり避難所においての女性への配慮、
こういうものは、重要な会議の中で、例えば中央防
災会議など、女性の存在が不可欠かと思います。そ
こで、国、自治体の防災会議の女性比率についての
現状、女性比率を三割に高めていくべきと考えます
けれども、この点について内閣府にお伺いいたしま
す。

○武川政府参考人　 国の中央防災会議につきまして
は、現在二十六人おられるうち二人が女性委員と
なっております。二十六人中、学識経験者は四人で
ございますけれども、そのうち一人が女性でござい
ます。
　 また、地方の防災会議につきましては、都道府県
防災会議委員に占める女性割合は、平成二十二年度
の内閣府調査によりますと、二千四百二十九人中百
名、四・一％が女性となっております。また、十の
都県で女性委員がおらないという状態になっており
ます。
　 昨年十二月に閣議決定いたしました第三次男女共
同参画基本計画では、防災分野での女性の参画の促
進を重点分野の一つとして掲げております。その中
で、平成二十七年までに防災会議に女性委員のいな
い都道府県をなくすということを成果目標として掲
げております。
　 今後とも、防災会議への女性委員の登用の促進に
つきまして、関係機関や地方自治体に積極的に働き
かけを行ってまいります。

○古屋（範）委員　 防災に女性の視点は欠かせない
と思います。二十六分の二、あるいは地方において
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四・一％、非常に少ないと思います。今後も比率を
高めていただきますよう、よろしくお願いいたしま
す。
　以上で質問を終わります。

177 - 衆 - 法務委員会 - 10号　05月11日

○大口委員　公明党の大口でございます。
　 東日本大震災から二カ月が経過いたしまして、い
まだに行方不明になっておられる方の捜索というこ
とで、現場は本当に瓦れきの処理等、復旧段階で、
復興にまで及ばないというような状況もございま
す。私も、この連休、沿岸部も回ってまいりました
けれども、そういう点で、被災地の復興ということ
も考えてみましても、被災地の方あるいは被災中小
企業の方々、こういう方々が再生をしていただくた
めに、本当に我々の責任は重いというふうに考えて
おります。
　 そこで、今、第一次補正が成立したわけでござい
ます。早く執行していただくということでございま
すけれども、次の第二次を視野に入れますと、法テ
ラスに関する予算等、これはしっかり考えていただ
かなきゃいけないと思うんですね。
　 この大震災に起因する法的な問題の増加、これに
対処するためにも、被災者に対する民事法律扶助事
業、これのさらなる拡充が求められます。法律相
談、代理援助等の今後の件数の増加、被災者に対す
る償還免除、それから震災対応のコールセンターの
設置、震災対応職員の確保、臨時事務所設置経費な
どの予算措置が不可欠だと思うんです。
　 法テラスと弁護士会あるいは司法書士会等々が、
被災地や避難所に出張、巡回もして、法律相談もし
ております。それから、外国人の被災された方が多
いわけでありますけれども、外国人からの法律相談
とか、そのための通訳の配置、専門性のある弁護士
の配置、そして相談場所の配置等、これも万全の体
制をとる必要がございます。そのための十分な交通
費とか人件費、広報費、通訳費等の確保も必要でご
ざいます。
　 今回、第一次補正予算では法テラス関係の予算措
置は講じられていません。震災関連の法テラスの事
業が円滑に遂行されるように、今後、二次補正では
これを盛り込んで、そして十分その活動ができるよ
う、やはり法務大臣として責任があると思います。
当初は運営交付金ということで対応しておりますけ
れども、この点について大臣の御見解をお伺いした
いと思います。

○江田国務大臣　 東日本大震災発災からちょうど二
カ月ということで、今日まで本当に皆さんにいろい
ろの御協力をいただきながらやってまいりました。
そんな中で、法テラスは、今委員御指摘のとおり、
これからますますさまざまな法的トラブルが発生し
て、法テラスの活躍の場というのは本当に広がって
いくのだと思っております。
　 法テラスは、関係のいろいろな、税理士さんある
いは土地家屋調査士、司法書士の皆さんとか、そう
いう皆さんと協力をしながらやっているわけです
が、これまでのところは災害復旧ということで、法
テラスについては、通常の運営費交付金、これで
賄ってまいりましたし、これで十分賄える状況に推
移をしておりますが、これからの増加に伴ってどう
経費が増加していくか、これを今見通そうとしてい
るところで、今委員おっしゃる旅費なども、実績を
積み重ねながら、いずれ第二次補正予算というのが
必要になってきますので、その中で関係府省としっ
かり協議をさせていただいて、適切に対応していく
決意でございます。

○大口委員　 心置きなく活動していただけるよう、
しっかり大臣としてこれは取り組んでいただきた
い、このように思います。

177 - 参 - 共生社会・地域活性化に… - 5号 05月
18日

○福島みずほ君　 社民党の福島みずほです。今日は
ありがとうございます。
　 災害時要援護者、女性、子供、高齢者、障害者の
皆さんについて私もお聞きをいたします。
　 それで、三月十六日に「女性や子育てのニーズを
踏まえた災害対応について」を取りまとめて、地方
自治体へ働きかけをしているというのがあります。
これずっと言われていることなんですが、女性に配
慮した避難所の運営、プライバシーを確保できる仕
切りの工夫、更衣室、乳児室、入浴設備、男女別ト
イレ、それから乳幼児のいる家庭用エリアの設定な
どを行うよう依頼をしていると。それから、やはり
女性たちから聞くと、洗濯ができないとか干す場所
がやっぱりちょっとプライバシーがあるとか、
ちょっとこれは、やはり例えば、救済物資でもブラ
ジャーが全く行かなかったので、そういうのって多
分女性にしか分からないというか、下着なども女性
が必要とするものというのがあって、男女共同参画
的なことをもっともっとやらないとそういう配慮が
なかなか足りないということが言われています。
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　 そういう声は聞くんですが、男女共同参画局が現
地に行っていただいたり避難所に行っていただいた
りやっていただいているとは聞いているんですが、
実際、この三月十六日の災害対応をやられた後、改
善されているんでしょうか。現場の改善というのは
あるんでしょうか。

○副大臣（末松義規君）　 具体的にお答えしなきゃ
いけないのかもしれません。私の方で仙台の現地対
策本部長代行をやっていたときに、やっぱり女性か
ら間仕切りというんですかね、パーティション、あ
れが必要だというので、それをたしか四万枚全部本
部から送ってもらったと、こういう形で喜ばれたと
いうのがございます。あと下着等についても、たし
かいろんな配布はなされたという話でございますけ
れども、今まだ、問題は洗濯の干場、これがなかな
かちょっとうまくいってないというようなことは
ちょっと聞いております。引き続きやっていきたい
と思います。

○福島みずほ君　 せっかく内閣府があり、男女共同
参画局があるので、是非、男女共同参画的な視点か
ら避難所やいろんな支援をやっていただくようお願
いをいたします。
　 そして、障害者などについてなんですが、いただ
いた資料を見ると、例えば介護士の派遣など、これ
は厚労省の管轄なんですが、やっていただいたりは
しているんですが、先ほども同僚委員から出ました
が、ケースワーカーやお医者さんも今度避難所にか
なり行くという話も聞いておりますが、障害のある
人や高齢者のためのそういう施策などは十分なんで
しょうか。
　 避難所も、実際どこがどう弱くて、どういう支援
が必要で、障害のある人たちが例えばやっぱりこう
いう形で困っているという、もう一歩踏み込んだき
め細やかな支援を是非お願いしたいと。とりわけ、
弁護士会が弁護士を大量に法テラスと一緒に送り込
んで、良かったという話も聞いているんですが、
ケースワーカーなどをもっと被災地に送り込むとい
うようなことを是非国としてもやっていただきたい
と思いますが、いかがでしょうか。

○副大臣（末松義規君）　 一応、高齢者につきまし
ては、これは要介護の方でそういった本当に施設に
入らないと対応できない方がおられますので、こう
いった方々、いろいろとマッチングの結果、その県
なら県の地域等含めまして大体、これは厚労省が把
握していますけれども、二千八百名ぐらいの方々を

施設に入れさせていただいたと。そのためのいろい
ろと費用も国がしっかりと面倒を見るというような
形になっております。また、介護職員を派遣して、
実際に応答していただいて相談に乗ると。
　 これは障害者も全く一緒なんですけれども、そう
いう一人一人の対応をやっていくということと、高
齢者はちょっともう一点、サポート拠点というんで
すか、これをつくって、これがデイサービスとかい
ろんな給食サービスとか、そこにセンターという形
としてやれるような拠点を三十ぐらいつくるという
ふうに私は聞いております。

○福島みずほ君　 避難所は、行くとどこも非常に
様々で、三県だけに限らない、山形に、もう全国に
散らばっておりますので、是非、様々な避難所の、
データベース化がいいかどうか分かりませんが、
もっと、例えば障害のある方がどれぐらいいらし
て、こういうことが困っているとか、この避難所の
こういうことはこれからの、今後の課題で、こうい
う支援が必要じゃないかとか、個々に着目すると同
時に、これを解決するためには、やはりケースワー
カーを巡回でもいいし、もっと送り込もうとか、全
体としての取組と個々の把握とを是非内閣府を中心
に取り組んでいただきたい。いかがでしょうか。

○副大臣（末松義規君）　 それは、保健師さんとか
チームを組んで、全国で大体今三百四十二名ぐらい
ですか、しっかりそこは巡回をしていただいている
と。そういう中で、やっぱりニーズをすぐに拾って
いくということに尽きると思います。
　 それで、あと、今月の二十三日ですね、ＪＤＦさ
んともお話をして、逆にＮＰＯというか、ボラン
ティアの方々から見てどんな評価なんだということ
をやっていきたいと思っております。

○福島みずほ君　 災害から二か月たって今度はもっ
ときめ細やかな対応も求められると思っております
ので、とりわけどうしてもこぼれ落ちがちな災害時
要援護者の皆さん、女性、子供、高齢者、障害者の
皆さんへのケアを是非よろしくお願いします。
　（中略）
○福島みずほ君　 私も、社民党も、岩手、宮城、福
島とずっと回って、町づくりって今後どうなってい
くだろうかと。これはかなり長期だと思うんです
が、国と県と市、そして市長さんによっては自分た
ちのイニシアチブでやりたいととても強くおっしゃ
る方もいらっしゃれば、例えば極端に言えば、町機
能が大分壊れてしまって、財政も大変で、国が相当
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やっぱり正直お金を入れてほしいという、ちょっと
市町村によってもまちまちで、全部顔が違うように
全部違うなということも思っているんです。
　 でも、今後どうやって町づくりをしていくかとい
うビジョンを、やはりだれが絵をかくのか、きっと
みんなでかかなくちゃいけないと思いますが、国の
役割も大変大きいと思っています。そのときに、今
までと同じ町をつくるのではなく、やはり障害者の
ため、子供のため、高齢者が住みやすい、医療も大
事にされる、ちょっと欲張りですが、男女共同参画
的な、あるいは災害も配慮したやはり今までと違う
町を、コミュニティーをつくっていくということが
非常に求められているし、国もその役割を果たすべ
きだと思っています。
　 それで、とりわけ内閣府は総合的な調整機能もあ
りますし、男女共同参画、障害、高齢者などの統括
的な役割も果たしておりますので、その町づくりに
是非そういう視点をもっともっと、復興対策の復興
会議ですね、中にでもそういう視点をもっと入れて
いただけるようにお願いしたいと思います。
　一言お願いします。

○副大臣（末松義規君）　 まさしくおっしゃるとお
りと思いまして、特に女性の視点をということでい
たんですけれども、復興会議の中に、十五人のうち
に一人しか女性がいなかったということで、非常に
我々もそこはアンハッピーなんですけれども、そう
いったところをしっかりと働きかけていくというこ
とを引き続きやっていきたいと思います。

○福島みずほ君　よろしくお願いします。
　終わります。

○会長（直嶋正行君）　ありがとうございました。
　以上で各会派の意見表明は終わりました。
　これより委員相互間の意見交換を行います。
　 なお、多くの委員が発言の機会を得られますよう
に、できるだけ簡潔に御発言をお願いいたします。
　それでは、意見のある方は挙手を願います。
　神本さん。

○神本美恵子君　 民主党の神本美恵子でございま
す。
　 この地域活力の向上と共生社会の実現、今、各会
派の皆さんの御意見を伺いながら本当にごもっとも
だなといいますか、大切な御提言をされているなと
思って聞いたんですが、一つ、例えば住民の参加と
協働といった場合、あるいはそれぞれの地域が主体

性を持って自主的に権限と財源を移譲されて決定し
ていくと、こういうことも非常に大事だと思うんで
すけれども、この調査会でうたっている例えば共生
社会ということを考えたときに、平田オリザ参考人
からの御提言ということで、社会的包摂、社会的に
弱者の位置に置かれている、立場に置かれている
方々がその住民の一人として参画する権利というか
が与えられているか、当事者として発言しその社会
づくりに参画できているかというような視点という
の、非常に重要だと思うんですね。
　 先ほどどなたか、景観は十年、風景になるのに百
年、そして風土になるのに千年とおっしゃいまし
た。私それ聞きながら、例えば、女性に対する暴
力、ドメスティック・バイオレンス、これは重大な
人権侵害であるという、人権文化の一つといいます
か、こういう文化が本当に一人一人の中に根付いて
いくためには、犬も食わない夫婦げんかから女性の
人権を守るんだという文化にと変わっていくには、
やっぱり十年、百年、あるいは千年とまでは悲しく
て言いたくないんですけれども、掛かると思うんで
すね。
　 そういうものがなくなってこそ、本当に社会的に
全ての人が人権を尊重された地域となっていくんだ
という観点から言えば、私は、この調査会、共生社
会調査会が過去に超党派でＤＶ法を作って、それを
一次改正、二次改正やって、これから本当に地域づ
くりをしていくときに、それぞれの地域で暴力のな
い町づくりをしていこうということをやっていくに
は、第三次改正も視野に入れた、この調査会の小委
員会でもいいですし、以前やったようにプロジェク
トチームでもいいですので、つくってやっていただ
きたいということを要望として申し上げます。
　 最後に一つだけ。被災地の避難所を幾つか回って
まいりましたけれども、その中では、これは被災地
の、被災地が悪いという意味では全くありません、
阪神・淡路のときも地震から十年後にようやく口を
開いた、避難所で女性に対する暴力があったと。そ
ういうことがないようにということで、今度の避難
所運営では私たちも随分と、女性警察官を配置して
くれとか、いろんな取組をしてきましたけれども、
それでもやっぱり起きているということは、ＤＶ法
ができてもう十年たちますけれども、やっぱりそう
いうものがあるという現実、特に緊急時、非常時、
災害時などにそういう弱者にしわ寄せが出てくると
いうことを私たちはしっかり心していなければいけ
ない。
　 例えば、発達障害の子供さんがいれば、避難所の
中でその泣き声や奇声を上げることを遠慮して避難
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所の外で毛布にくるまって夜を過ごすというような
ことがやっぱり今回も起きているようなことを考え
れば、この復興を機に社会づくりを考えるときに、
一人一人の社会的弱者に置かれている人たちの人権
尊重の町づくりという視点を是非強調して提言をし
ていただきたいなということを申し上げたいと思い
ます。
　以上です。

177 - 参 - 予算委員会 - 16号　05月20日

○平山幸司君　（前略）　次に行きます。
　 総理の肝煎りの復興構想会議のメンバーでござい
ますけれども、女性が今一人のみとなっておりま
す。これ、女性の視点からいいますと、女性を重視
するという観点からもっと女性メンバーを登用した
方がよいと思いますけれども、この点に関して、菅
総理、お願いいたします。

○内閣総理大臣（菅直人君）　（前略）
　 今、復興構想会議の議員に女性が少ない、現在お
一人しか入っていないということであります。東北
ゆかりの方を軸にいろいろな方をお願いをいたした
わけですが、結果として女性が少なかったことは申
し訳ないと思っております。
　 これから更に女性の視点が復興においても重要だ
と考えておりますので、今後のいろいろな議論の中
でそうした女性の視点がしっかりと受け止められる
ように、この復興会議の方にもそうした運営をお願
いをしてまいりたいと、こう思っております。

177 - 衆 - 内閣委員会 - 12号　05月25日

○井戸委員　民主党の井戸まさえでございます。
　 まずは、東日本大震災にかかわり質問させていた
だきたいと思っています。
　 私は神戸が選挙区です。一番大きな被害がありま
した神戸市の中央区、灘区、東灘区というところが
選挙区で、今回の東日本大震災にかかわっては、一
方では、私の出身地であります宮城県の仙台市若林
区、大きな被害を受けました。同級生や家族、そし
て知り合いなど被災をしたわけですけれども、そう
した中、現地にも行きまして、非常に心に残ったこ
とがありました。
　 それは、同級生の一人が医師になっていて、今
回、津波の被害に遭われた方々などの検視の作業を
行ったんですけれども、医師であれば死の場面とい
うのはよく遭遇することなんですけれども、その御

遺体を見たときに、表情が皆さんびっくりしてい
た、どなたも安らかに眠られていらっしゃる方がい
なかった、そうしたことを印象として述べていたこ
と。
　 そしてまた、山形県の米沢市では、今回の原発の
ことに関しまして、放射線の被害から避難をしてき
た方々のお話も伺いました。そうしたところ、ある
方が、私の存在というのは一体何なのかということ
を今回の震災被害の中で考えたと。国にとって何な
のか、地域にとって何なのか、そして家族にとって
何なのか、いない方がいいんじゃないか、そう思う
こともあるということをおっしゃっていました。
　 政治の役割は、こうした本当に悲惨な状況の中
で、それでも必死で生きようとしている方たちを応
援していくのがまさに求められている役割だという
ことを肝に銘じながら、きょうの質問をさせていた
だきたいと思っています。
　 まずは、災害復興における男女共同参画について
お伺いをいたします。
　 先ほども申しましたとおり、私の地元の神戸市
は、阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けまし
た。目覚ましい経済復興、十六年たちますけれど
も、それとは対照的に、人々の生活の復興には大き
な困難がありました。特に、被災を受けた女性たち
からはさまざまな指摘もあって、この震災を契機
に、復興には男女共同参画の視点が重要であるとい
う認識が持たれるようになったと思います。その
後、二〇〇五年の防災基本計画には女性の参画、男
女双方の視点が明記をされて、昨年十二月に閣議決
定された第三次の男女共同参画基本計画でも、具体
的施策の一分野に「地域、防災・環境その他の分野
における男女共同参画の推進」が挙げられました。
　 ところが、今回設置されました東日本大震災復興
構想会議では、構成員が十六人中、女性がたった一
人ということでございます。これには私もショック
を受けて、官邸サイドにもっと被災女性のことを理
解する女性の委員を入れるべきではないかと申し上
げたところでもございます。また、女性団体からも
これに関しては反発や批判の声も上がってまいりま
した。検討部会においても十九人中女性は二人と、
ジェンダーバランスに問題があると思います。
　 政府は、二〇二〇年までに指導的地位の女性を三
〇％にするということを目標にしていますが、足元
からこれでは、女性を軽視しているのではないかと
批判されても仕方がないのではないでしょうか。
　 政策や方針の決定の場に女性を積極的に登用すべ
きだと思っています。復興会議は二十五人以内で組
織することとなっていますので、増員も可能です。
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ぜひとも男女共同参画の視点、ジェンダーに敏感な
視点を持った委員を増員するべきだと思いますけれ
ども、いかがでしょうか。

○荻野政府参考人　お答え申し上げます。
　 復興構想会議の委員につきましては、東北ゆかり
の方を軸にいろいろな方にお願いをしているところ
でございますけれども、結果的に女性が少なくなっ
ているというのは事実でございます。また、復興構
想の策定に当たって女性の視点が重要であるという
ことも、御指摘のとおりでございます。
　 この件につきましては、先般の予算委員会におき
ましても総理からも同様の御答弁がございましたけ
れども、復興構想会議の運営に関しまして、今後の
さまざまな議論の中で女性の視点がしっかり受けと
められるようにお願いしたいというふうに御答弁が
ありましたところでございまして、事務局として
も、その趣旨に沿って対応してまいりたいと思いま
す。

○井戸委員　 具体的にぜひお願いしたいと思ってい
ます。
　 神戸の震災があって、その後も神戸は、インフル
エンザの被害などで突然学校が休校になったりと
か、そういったことで、生活が、ライフラインも含
めて、いろいろなところでの不備があったところで
も、そこを支えて、立ち直りへ向かってのいろいろ
な意見を出して具体的に行動していった原動力は、
やはり女性なんですね。そうしたところをしっかり
と施策の中に盛り込んでいくことが、まさに日本の
復興に非常に大きな力になっていくと思いますの
で、ぜひともここは具体的に進めていただきたいと
思っています。

177 - 参 - 厚生労働委員会 - 12号　06月09日

○中村博彦君　自民党の中村博彦でございます。
　 東日本大震災の死者は、六月六日現在、警察庁の
まとめで、十二都道県の死者一万五千三百七十三
人、行方不明者は六県で八千百九十八人、死者、不
明者計二万三千五百七十一人に達しています。外国
人の犠牲者、大変痛ましいわけでございますけれど
も、把握が難航いたしておるわけでございます。現
在、分かっておられる数も大変少のうございます。
国籍で言えば、韓国・朝鮮十人、中国八人、米国二
人、カナダ、パキスタン、フィリピン各一と、大変
把握が遅れておるわけでございます。

　 この外国人の行方不明者数二百人、死者二百人と
も言われていますけれども、現状として、警察庁、
どのような把握をされておられるでしょうか。

○政府参考人（田中法昌君）　 困難性についてでご
ざいますが、外国人の中には、旅行中である場合、
国内に居住されていらっしゃっても来日間もない、
あるいは住所の変更届をされていないというような
ことで、外国人登録を通じて自治体がその居所を把
握していない方々もいらっしゃいます。したがいま
して、これらの方々の被災状況の把握には大きな困
難があるものと承知をいたしております。
　 さて、お尋ねの外国人の死者数についてでござい
ますが、六月八日現在、検視等によりまして身元確
認ができた方が二十八人であると県警から報告を受
けております。一方、外国人で安否が確認できない
いわゆる行方不明の方の数につきましては、県警察
に直接相談等が寄せられた場合、及び外務省を通じ
て警察庁に安否確認の依頼があった方、これを合わ
せて約二百人がいらっしゃいます。

○中村博彦君　 今の数字というのは、本当に私たち
は信じられない状況でございます。事実というのが
分かりませんからどうとも言えませんけれども、ま
ず一番には、もちろん行方不明の届出、今申された
とおりであります。それと同時に、各県の外国人登
録者把握というのがございます。その中で判断され
ていくわけでしょうけれども、それじゃ、外国人研
修・技能実習生の皆さんの、東北で頑張られた皆さ
んは今どのような実態になっておられるでしょう
か。ＪＩＴＣＯの実態をお教えください。

○政府参考人（小野晃君）　お答え申し上げます。
　 震災後の技能実習生の方々の状況についてでござ
いますけれども、財団法人の国際研修協力機構、い
わゆるＪＩＴＣＯが行いました調査結果によります
と、東北六県、それから茨城県、千葉県に滞在をさ
れておられました技能実習生の方は二万七百八十七
人おられたわけでございますが、うち今回の震災で
死亡された方がお二人、それから六千六十二人の方
が帰国をされたと。したがいまして、一万四千七百
二十三名の方が引き続き我が国に滞在をされておる
と、こういう状況でございます。

○中村博彦君　 その今帰国された方の数は正確でご
ざいますか。失礼な聞き方でございますが。
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○政府参考人（小野晃君）　 この調査は、国際研修
協力機構が各管理団体に対してヒアリングを行いま
して、管理団体を通じて把握をした数字でございま
す。

○中村博彦君　 ただ、我々が情報を集めてみます
と、死者、行方不明合わせて千人は超えておるんで
ないかという実態数字をいただいておりますのでこ
ういう質問をさせていただいておるわけでございま
すから、なお一層御確認をお願いいたしたい。
　 それと同時に、亡くなられた方に対するお弔いと
いいますか、敬意の表し方というのはどういうよう
にされておられるでしょうか。

○政府参考人（小野晃君）　 この死亡された方につ
きましては、技能実習生の方でございますので労災
の適用もなりますので、速やかにそういった手続を
進めると、こういうことだと思います。

○中村博彦君　 現在中国人が、この三月十一日の大
震災以降、御存じのとおり、一か月弱で十八万四千
七人も出国をいたしています。そういう中でどのよ
うな実態把握をされているのか、そして、どのよう
な形で現場の業務に就かれて、帰ってきているの
か。
　 それともう一点は、この技能実習制度の実態もそ
うでございますけれども、八千八百六十八人の方が
技能実習一号と技能実習二号の実習生で、八千八百
六十八人の方が出国をしています。それはどのよう
な動きになっておられるか。
　 ただ、現状として縫製業界の関係者は三万人が帰
国したままだという、事業団体がそう申されておる
わけでございますから、そういう事業団体とこのＪ
ＩＴＣＯの実態というのが数字が合っておるのかど
うかも踏まえて御回答をいただきたい。

○政府参考人（小野晃君）　 個別の業界の状況につ
いてはＪＩＴＣＯの方でも詳しく把握をしているわ
けではないんですけれども、今手元にあります資料
でございますが、例えば茨城県等、農業の関係の技
能実習生の方が多うございました。
　 これは茨城県の農業協同組合、ＪＡの茨城中央会
に農林水産省がヒアリングを行いました数字でござ
いますが、震災前の受入れ数が四千四百六十六名お
られて、三月二十七日までに帰国された方が一千四
十四名と、こういう数字を農水省の方で把握されて
いるというのはお聞きをしております。

　 その後、四月中に茨城県内のＪＡでは七十四名の
方が再入国あるいは新規に入国をされておられると
いうことで、今後の見込みとしては、半年から一年
後の間に大体元の人数に回復するんではないかと、
こういう見込みをされているというふうに聞いてお
ります。
　 それから、特に東北地方の沿岸部、これは水産加
工の関係の技能実習生の方が多くいらっしゃったと
ころでございますけれども、これは、私どもの方で
全国水産加工業協同組合連合会の方にお聞きをした
ものでございますと、東北四県、それから茨城、千
葉県におきまして、震災時では二千五百十五名の方
がおられましたけれども、帰国をされた方が千二百
四十五名、一方で再び、帰国された後の再入国をさ
れた、あるいは新規の受入れをされたという方々が
四百三十三名というような状況になっております。
　 御承知のように、水産加工関係は非常に施設その
ものが大変な被害を受けていると、こういう状況で
ございまして、今の段階では技能実習生を受け入れ
られるという状況はなかなか厳しいと、こういうふ
うにお聞きをしております。

○中村博彦君　 この復興会議議長の五百旗頭議長も
日本記者クラブの会見でおっしゃっていますが、被
災地の農業や漁業の再生に関して外国人をどう活用
するか、国際的な人材を吸収するという在り方も考
えなくてはいけないと、そう言っています。
　 それと、本当に三月十一日のあの大震災前まで頑
張った外国人の工業や農業や漁業の働く皆さん方に
対する扱いだけは人道上よろしくお願いをいたした
い。そして、今後の発展は、五百旗頭議長のお話の
とおり、気が付いたら担い手がいないということで
はないような制度設計をしていただきたい、そう思
うわけであります。
　大臣、どうでしょうか。

○国務大臣（細川律夫君）　 これから復興に際して
のいろいろな労働力ということが必要となってくる
というふうに思います。この労働力そのものがこの
震災とは別に日本の将来的には減少をしていくので
はないかと、こういうことで、その減少を食い止め
るにはどうしたらいいかということが大きな課題で
ございました。したがって、それに対応するために
は、昨年の政府で決めました成長戦略、そこでは、
まず若者、そして女性、そしてまた高齢者、こうい
う方たちが就労できるような、そういうところから
しっかり対応をしていくと、こういう方針を決めた
ところでございます。（以下略）
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177 - 参 - 東日本大震災復興特別委… - 2号　06
月14日

○岡崎トミ子君　 おはようございます。民主党・新
緑風会の岡崎トミ子でございます。どうぞよろしく
お願いいたします。
　 東日本大震災、大津波から三か月がたちました。
しかし、三か月がたちましてもまだ、身内の中に亡
くなられた方、そして家屋や財産が流された、ある
いは行方不明の人をまだ探し続けている、まだまだ
深い悲しみの中や不安の中にいる方が大勢おられる
ということを感じます。被災地は刻々変わっている
ということは間違いございません。しかし、そうし
た皆様方に私はいつも心を寄せてこうした法案に当
たりたいというふうに感じてまいりました。まず
は、亡くなられた皆様に心からお悔やみを申し上げ
ますとともに、改めて被災者の皆様にお見舞いを申
し上げたいというふうに思います。
　 実は、私が今ここにしております、サッカーの選
手がよく着けますミサンガなんですけれども、石巻
に参りましたときに子供たちがよく頑張っているな
ということを感じました。これ刺しゅう糸で、ブ
ルーとオレンジと白なんですが、オレンジは太陽、
そしてブルーは石巻の海、白は宮城の米を表してい
ます。彼女自身、中学三年生の女子生徒なんですけ
れども、自分自身も被災してとてもつらいけれど
も、一万人以上の皆さんたちが石巻でボランティア
の活動をしてくれている、津波でばらばらになった
心をこのミサンガによって、みんなに着けてもらう
ことによって心を一つにしていきたい、そんな願い
があって、私はこうした中学生の子供たちの動きそ
のものが希望だというふうに思いました。そして、
その思いや努力にこたえるという、その思いで今日
の審議をしてまいりたいというふうに思っておりま
す。
　 今回の法案は、自民、公明、民主の皆さんたちが
議員立法として提出をしてくださいました。その御
努力に対して心から被災地宮城の議員としても敬意
を表したいと思います。ありがとうございました。
　 この法案の提出経緯を踏まえまして、この法案の
意義、そして法律が成立した場合に、運用に関して
政府に対する期待を提案者の方からお伺いしたいと
思います。

○衆議院議員（黄川田徹君）　お答えいたします。
　まず、法案の意義であります。
　 本法案は、政府案、それから自民党案及び公明党
の発表されました骨子案、それを基に民主党・無所

属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三
会派による、これ日夜を分かたぬ精力的な協議をさ
せていただきまして、その結果まとめられたもので
あります。そしてまた、社民党など他の会派の賛成
も得られまして、去る六月九日の衆議院の震災復興
委員会において委員会の提出法案としてまとめられ
たものであります。
　 そしてまた、この東日本大震災からの復興であり
ますけれども、与党、野党にかかわらず協力をして
取り組むということは、この姿勢は非常に意味があ
ることだと、こう思っております。
　 また一方、政府への期待でありますけれども、こ
ういう経過によってできた法律でありますので、そ
の運用に当たる政府に対しましても、与野党の合意
の重み、これを強く認識していただいて、立法の趣
旨に沿った運用がされることを強く政府に望むわけ
であります。
　以上であります。

○岡崎トミ子君　 この法案に魂を入れていく作業だ
というふうに思いますし、必ず実現をさせていく、
地元に寄り添って、その気持ちを大事にしながら私
もこの法案を、本当に成立に向けて、また実行をし
ていくように努力をしていきたいというふうに思っ
ております。
　 最近、避難所を回りましていろいろな方々から声
をお聞きする中で、ごく最近ですけれども、避難所
から仮設住宅に回られた方、希望を失っている、先
がなかなか見えない、そういう声をたくさん聞きま
す。仮設住宅に移りましても自立が困難なために避
難所に戻ってしまうという、こういう例もございま
す。
　 今最も必要とされておりますのは、希望につなが
る雇用、仕事だというふうに思います。仕事に就け
ない方がたくさんいる一方で、そのことが不安につ
ながっている。アンケートでも、望まれる施策の第
一は雇用が挙げられておりました。
　 そして、この復旧復興に向けては必要な仕事は幾
らでもあります。被災地に立って、見たままそのま
ま、いろいろな作業がある。これは全部仕事につな
がっていくなという、そういう思いをしているわけ
なんですけれども、そうした状況の中で、雇用創出
基金がございます。
　 震災対応で被災された方に復旧や復興に向けて必
要な仕事に携わっていただくことができるようにな
りました。瓦れきの片付け、そして流失した漁具の
回収、高齢者の住宅の片付け、被災者自身による避
難所の運営、これは、給食、飲食、それから配膳、
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清掃などがございます。増加した行政事務の補助と
いうことで、住民票の受付、発行や電話業務、この
ために今回の補正予算で五百億円積み増しをしてお
ります。
　 このために、今回の基金を使う計画として、岩手
県、宮城県、福島県で二万人の雇用の創出計画を打
ち出しておりますが、岩手は五千人分、宮城は四千
人分、福島は一万一千人分ございます。ですが、仕
事のない方、その数、復旧復興に向けて必要とされ
ている仕事の量を考えますと、まだまだ活用の余地
があるということが分かります。
　 まず、様々な働きを強めて有効に使われるように
しなくてはなりませんけれども、厚生労働大臣、い
かがでしょうか。この点についてお答えいただきた
いと思います。

○国務大臣（細川律夫君）　 被災に遭われた方に対
しての今一番心配をされていることは、これからど
うしようと、職を是非得たいと、こういう就労の意
欲、それにこたえることが大変大事なことだという
ふうに思っております。
　 そこで、政府といたしましては、「日本はひと
つ」しごとプロジェクト、これをつくりまして、こ
の復旧事業、先ほどお話しされた復旧事業などのそ
ういう仕事のときには是非ハローワークを通じて募
集をしてほしいということを民間業者にもお願いも
いたしておりまして、また、ハローワークでは土曜
も開庁して、そして細やかな職業相談、そして職業
紹介、そういうことも行っております。
　 そして、今お話がありましたように、地域の雇用
創出ということで、基金事業としての五百億円、こ
れを第一次補正予算で積み増しをいたしました。そ
れで、今お話のありましたように、被災三県では今
のところ二万人の雇用を計画をいたしておりまし
て、いろいろな仕事についての雇用をそこで創出を
するということで進めておりまして、今四千五百人
の雇用がされておりますけれども、更にこの事業を
どんどん進めまして、被災された皆さん方の職がそ
こで得られるような最大限の努力をしてまいりたい
と、このように考えております。

○岡崎トミ子君　 仕事を探している人がいて、また
たくさんの仕事があって、その結び付ける事業が
あって、是非有効的に使えるように、これからも大
臣、お働きいただきたいと思います。
　 さらに、緊急人材育成支援事業、女性が就ける仕
事がとても少ないというふうに思いました。こちら
の方も要望をしておきたいと思いますので、女性の

仕事も増やしていただきたいと思います。
　 仮設住宅に入りましてから孤立を防ぐことが必要
だということで、仮設住宅での孤立防止に役立つ施
策として地域支え合い事業がございます。これは、
地域における日常的な支え合いの体制づくりを目指
してこられた事業なんですけれども、非常に自由度
が高くて応用が利く制度でございます。この事業を
使いまして、仮設住宅とか避難所の近くにサポート
センターを設けて、幅広いサービスを多様な担い手
がネットワークをつくってそれが提供できるという
ものでございますが、ちょっとそちらの方にパネル
も用意いたしました。（資料提示）地域で工夫をし
て様々な活用ができるというためのイメージの図で
ございます。受けの支援ではございません。これ
は、訪問支援をしていくことができるということで
ございます。
　 仮設住宅があって避難所があって、その近くにサ
ポートセンター、仮設住宅に併設と書いてあります
けれども、これは、近くにもし用地が取得できない
場合には、近所近隣にそれを設けることもできます
けれども、ここにありますように、デイサービスと
か情報支援ですとか居宅サービスとかあるいは配食
サービス、地域貢献スペースのサロンのようなも
の、その中で心の相談、こういうものもできるよう
な形になっておりまして、地域の高齢者、そして身
体に障害を持つ人、精神障害、知的障害、子供、多
くの皆さんたちがここで支援を受けられる、そうい
うものでございます。
　 これはせっかくこういうすばらしいものがありま
すけれども、自治体止まりになってはいけないと思
います。こういった様々な事業者としっかり連携を
していくために、大臣、この広報活動をもっともっ
としっかりやらなければいけないというふうに思っ
ておりますけれども、その点について事業者とＮＰ
Ｏの皆さんたちにしっかりと十分な周知をしていた
だきたいと思います。いかがでしょうか。

○国務大臣（細川律夫君）　 今委員から御指摘があ
りましたように、避難生活がだんだん長くなる、そ
してまた仮設住宅での生活も長くなってくる、そう
なりますと、いろいろと孤独になってきて、いろん
な問題が生じてまいります。それにどう対応する
か。これは私どもも、阪神・淡路の震災、そしてあ
の新潟での震災、それらの経験も踏まえまして、今
委員が御指摘のようなサポート拠点、これをつくっ
ていろんなサービスも提供するし、そしていろいろ
なその中でのお年寄りの交流とか、いろいろな形で
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孤独を防いでいく、そのことをさせていただいてお
ります。
　 しかし、そのことをみんなに知ってもらって、是
非その地域の周りの方たちもそのサポート拠点をい
ろいろ活用していただいて、お年寄りの孤独を避け
るということで知っていただかなきゃいかぬという
ことで、私どもの方ではそれの手引を作っておりま
す。その手引を、自治体はもちろんでありますけれ
ども、事業団体あるいは社会福祉協議会、そういう
ようないろいろな関連団体などにその手引も配付を
いたしまして、この事業を是非知っていただいて活
用していただくと、そのことがお年寄りの孤独を防
ぐことになるということで頑張っていきたいという
ふうに思っております。

　（中略）

○岡崎トミ子君　 国も自治体もいろいろなことを
行っているんですね。しかし、なかなかその将来が
見えてこないというところが被災者の皆さんのフラ
ストレーションにつながっているんだろうというふ
うに思うんです。ですから、この検討状況の中で議
論の中に加わることができる、それが私、参加でき
るようになってくると随分違ってくるんじゃないか
なと思いますし、検討している中身についても詳し
く知らせていくということがそういうことをなくし
ていく一つの方法かなというふうに思っております
ので、幅広い声をこれからも聞き続けることをよろ
しくお願いしたいと思います。
　 三か月たちまして多くの方から言われますのが、
復興に女性の声をということでございます。六月十
一日、先週の土曜日に、日本学術会館で復旧復興の
全ての段階に男女共同参画が重要だというテーマで
シンポジウムが開催されまして、被災地の女性を始
め全国の女性団体の代表や専門家が出席をいたしま
した。このシンポジウムの実行委員会には全国四十
七都道府県の女性団体が参加しておりまして、当日
も全国から参加の申込みが殺到して大変な熱気だと
いうふうに聞いております。この実行委員会から、
創造的な復興には男女共同参画の視点が不可欠だと
いうことで要望が提出されております。女性の参画
を求める声が全国的なうねりとなって押し寄せてき
ているということを感じます。
　 そこで、この基本法案の中にも男女共同参画につ
いて触れられております。第二条に書かれておりま
す基本理念の第二項には、被災地域の住民の意向が
尊重され、あわせて女性、子供、障害者等を含めた
多様な国民の意見を反映されるべきこととされてお

ります。宮城県の登米市では、この登米の男女共同
参画の支援員の方が、女性の参画が少ないというこ
とから、ふだんから女性の代表の皆さんに、チーム
の皆さんに集まっていただいて要望を聞いて、全体
的な幹部会のところにそれを出していろいろなこと
を解決をしました。
　 女性だけが集まれるそういう部屋をつくりました
り、そういうところでシャツを着替える、下着を着
替える、そういうことが非常に必要だということが
実現したというふうに伺っておりまして、この登米
市の女性の男女共同参画の仕事は大変に多くの人た
ちに励ましを与える、テレビの中でもこういうこと
が放映されておりました。リーダー会議から、女性
を元気にするイベントとして、支援団体による顔の
マッサージ、この間男性が出てきて、俺はそれは要
らないとかと言っていましたけれども、男性じゃな
いんです、女性はこういう顔のマッサージですとか
お化粧ですとかそういうことができる、あるいはヘ
アドライヤーを使える、男の人たちにそれうるさい
と言われてしまう、そういう囲った避難所の中の女
性の集う場所というのが設けられて大変に有効だと
いうことについても伺っておりました。
　 そこで、ちょっとパネルなんですけれども、こ
れ、第三次男女共同参画基本計画の中で指導的な女
性の占める割合が二〇二〇年までに三〇％というこ
とについて閣議決定もされております。第二次の基
本計画にもこれは既にあったわけですから、私も大
変な期待をされている、頑張らなくてはならないと
いうふうに思っているところでございます。
　 そこで、差し当たってこの法案では、復興構想会
議のメンバーに、二十五人以内とされておりますメ
ンバー、現在十五人で一人だけお入りになっていま
すけれども、この基本法の位置付けに、メンバーを
増やす際には、ふさわしい知見を持った女性を複数
名入れていただきたい。復旧復興のプレゼンス、そ
のプロセスの中に男女共同参画の重要性についてど
のように感じておられるのか、総理にお伺いしたい
と思います。

○内閣総理大臣（菅直人君）　 この復興には女性の
視点というものが重要であるという御指摘はそのと
おりだと思っております。当初のメンバーの中に女
性の方が結果として少なくなっているということに
ついては大変申し訳なく思っております。今後、こ
れが法律による正式な形の復興構想会議という形に
なり、また今お話がありましたように、二十五名以
内というメンバーの中で、これからの運営を含めて
女性の方にもっと入ってもらえるように現在の責任
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者でもあります五百旗頭議長と是非お話をして、そ
ういう方向で進めてまいりたいと、こう考えており
ます。

○岡崎トミ子君　 今私はパネル出しておりますけれ
ども、ふだんからやはり私たち男女共同参画を地元
で行っていないと災害のときにはなかなか実現でき
ないんだなということで、自治会長と防災会議の委
員に占める女性の割合というのを出しているんです
けれども、宮城を見ましても、自治会の会長が四千
七百十人いるうち百六十四人、そして都道府県の防
災の会議の委員の数でございますけれども、これは
四十八名中二人ということで、随分少ないことに
なっているんだなということがこのことでも分かる
だろうというふうに思っておりますので、是非、ふ
だんからの私たちの努力もこれから続けていきたい
というふうに思っております。
　 もう一つ、障害を持つ方も復興構想会議に入れる
べきだと思っておりまして、私、障害者基本法の改
正につなげるときに、障がい者制度改革推進会議、
この中に障害の当事者の方に大勢参加をしていただ
きまして、御意見を伺いました。この推進会議との
連携も重要だと思います。官房長官はもうおいでに
なりませんね。それでは、総理大臣、お願いしたい
と思います。

○内閣総理大臣（菅直人君）　 障がい者制度推進会
議において、いろいろな課題の中に障害者御本人に
参加していただいて、その視点から見ていくという
ことは本当に重要だと思っております。これについ
ても、今後の運営の中でこういう皆さんに参加をし
てもらえる方向で五百旗頭議長ともお話をしてみた
いと、こう考えております。

177 - 参 - 東日本大震災復興特別委… - 4号　06
月16日

○委員長（柳田稔君）　 休憩前に引き続き、東日本
大震災復興基本法案、地方自治法第百五十六条第四
項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認
を求めるの件、以上両案件を一括して議題とし、参
考人の皆様から意見を伺うことといたします。
　 午後は、東日本大震災支援全国ネットワーク代表
世話人栗田暢之君、京都大学教授藤井聡君及び特定
非営利活動法人難民を助ける会理事長・立教大学大
学院21世紀社会デザイン研究科教授長有紀枝君に御
出席をいただいております。

　 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げま
す。
　 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいた
だきまして、ありがとうございます。
　 ただいま議題となりました両案件について忌憚の
ない御意見をいただければと思いますので、よろし
くお願いをいたします。
　本日の議事の進め方について御説明いたします。
　 まず、栗田参考人、藤井参考人、長参考人の順序
でお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、そ
の後、各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。
　 なお、御発言の際は、その都度、委員長の許可を
得ることとなっております。
　 また、参考人の皆様の御発言は着席のままで結構
でございますが、質疑者は起立の上発言することと
しておりますので、よろしくお願いをいたします。
　 それでは、栗田参考人からお願いいたします。栗
田参考人。

　（中略）

○参考人（長有紀枝君）　 長です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　 冒頭で、栗田さんの方から、国内対応のボラン
ティアの活動、災害ボランティアの活動についてお
話しいただきました。それと補完するような形で国
際協力のＮＧＯが現地で活動しておりますので、そ
の立場から本日はお話をさせていただきたいと思い
ます。
　 私がおります難民を助ける会は、一九七九年にで
きた国際協力のＮＧＯで、先生方とも関係の深い尾
崎行雄の三女の相馬雪香がつくった会でございま
す。海外の難民支援、特に災害弱者の方々、障害者
の方々を中心にした支援をしてまいりました関係
で、今回の震災につきましても、発災直後から被災
三県でそうした活動をしております。
　 本日お配りいたしましたジャパン・プラット
フォームの資料がございますが、このジャパン・プ
ラットフォームの資金助成を受けながら、また、皆
様からの募金をいただきながら活動をしておりま
す。こちらの資料もどうぞ御覧くださいませ。
　 本日お話しさせていただきたいポイントは三つご
ざいます。災害復興に国際協力の視点を生かすこ
と、それから災害復興の意思決定に被災者御自身、
その中でも障害者や女性の視点を含める点、それか
ら復興庁の機能に将来起こり得る広域災害に対する
対応も織り込む点の三点でございます。
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　 まず初めに、改めて申し上げることではないかも
しれませんが、復興とは何か、復興をどのように考
えているかということについてお話を申し上げたい
と思います。
　 今般の東日本大震災では、まさに国家の安全保障
が問われる事態になっております。その意味でも先
生方お一人お一人が重責を担われているわけです
が、同時に、復興は個々人の方々、被災者個々人、
お一人お一人の人間の安全保障の問題でもありま
す。この点を本当に端的におっしゃられたと思いま
すのが、今日の午前中にいらした相馬市長の立谷さ
んのお話で、それをちょっと紹介したいと思いま
す。
　 立谷さんはこんなふうにおっしゃいました。今回
の震災でいろんな方が突然御自分の人生を断ち切ら
れているわけですけれども、復興というのは、そう
した突然断ち切られた人生の設計が、お年寄りなら
お年寄り、若い人なら若い人なりに、それぞれがそ
れぞれの人生の段階でそれぞれの人生設計を再び立
てられるような状態になることというふうにおっ
しゃっておられました。私たちが目指す復興もまさ
にそうしたものです。そういったものに向けて、以
下三点、お話を申し上げていきたいと思います。
　 まず一点目ですが、今申し上げたような人間の安
全保障を確立する災害復興のために、国際協力の視
点、知見というのを是非生かしていただきたいとい
うふうに考えております。
　 今回、未曽有の災害に日本は襲われております
が、国際社会を見渡しますと、スマトラやハイチ、
それからバングラデシュ、ミャンマー、ビルマと、
様々な災害が各地で起きております。それに対し
て、国際協力ＮＧＯや国連関係者、日本でも外務省
やＪＩＣＡの関係者など、多くの人たちがそれにか
かわってまいりました。そうした人材がたくさん国
内にいるのではありますけれども、多くは国際協力
向けということで、国内の災害に余りそれが生かさ
れていないように思っています。
　 また、国連機関、日本は世界第二位のＯＤＡ拠出
国として長きにわたり支援してきているわけです
が、国連が培った災害対応の様々な知見もございま
す。どうしてそれをお金を出してきた私たち日本が
使ってはいけないでしょうか。これは決して途上国
のためのものだけではなかったと思います。平時に
こうした国際機関と覚書を結んだり、政府が直接無
理であれば、今回実際行われていますが、国連機関
とＮＧＯが連携するなどの形で是非その国際協力の
知見を国内の災害対応にも生かしていくべきだと
思っております。

　 そうすることによって何が生きるかといいます
と、今国際社会の災害救援では、権利ベースアプ
ローチ、被災者個々人の方の権利という視点からの
アプローチですとか、障害者の権利条約に基づいた
支援でありますとか、それから災害と女性の視点と
いうのが大変大きな流れの中になっております。こ
うしたものを生かした支援活動ができるのではない
かというのがまず一点目の御指摘でございます。
　 次に、二点目といたしまして、災害復興の意思決
定に被災自治体であるとか住民の方、その中でも特
に障害者、女性など、多様な当事者を含めていただ
きたいということです。
　 こちらは、例えば十三の障害者団体で構成されて
おります日本障害フォーラムが要請しておりますよ
うに、また堂本先生を中心に六月十一日にシンポジ
ウムが行われました。こちらでの要望にもあります
とおり、是非意思決定の場に女性や障害者を加えて
いただきたいというふうに考えております。
　 これは、障害者のために活動しているＮＧＯが長
く国際社会でおっしゃってきた標語、ナッシング・
アバウト・アス・ウイズアウト・アス、私たちのこ
とは私たち自身に決めさせてくださいと。まさにそ
の標語のとおりのことが今回の災害対応でも求めら
れているのではないかと思います。反対に言います
と、それがなされていないのが現状かと思います。
　 例えば、卑近な例と思われるかもしれませんが、
女性用の生理用のナプキンの配布の事例がよく引か
れます。これ、通常ですと一日で五つとか六つとか
女性が使用するわけですが、若い男性が女性に一つ
ずつ配って、足らなくなったらまた言ってください
と言っていると。当然そんなことは言えずに使えな
くなっていると。足りないのは物ではなくて、物は
そこに届いているのに、最後の最後の末端の配布の
ところでちょっとした配慮がない、知識がない、意
識がない、そんなことのために、実際に物やサービ
スがあるにもかかわらず、それが全くないような状
況に置かれていると。こういうことが実際に起きて
いるわけで、そのためにも当事者をどんどん含める
ということをお願いしていきたいと思います。
　 それから、復興庁の機能に、東日本大震災の対応
の経験に基づきまして、先ほど藤井先生がおっしゃ
られたような、将来の広域災害に対応するような機
能であったり仕組みであったり、これも是非入れて
いただきたいと思います。
　 被災者の方によってはもしかしたら、復興庁であ
るにもかかわらず、なぜ今回とは違う災害対応の準
備もしなければいけないのかと思う方もいらっしゃ
るかもしれませんが、様々な援助活動をしておりま

資料編【８】関連国会質疑

137



して、次々といろんな災害が起きますと、常に新し
いところ新しいところへの対応で追われてしまう
と。そうしますと、まだまだ十年単位で東日本大震
災の被災地への支援が必要であるにもかかわらず、
もしここで次の大規模な災害が起きて今と同様の準
備でおりましたら、多分政府も援助団体も次の災害
に掛かり切りになって、もっともっと強化していか
なければならない東日本大震災の被災地への支援が
更に手薄になるというような悪循環に陥りかねませ
ん。そういうことにならないためにも、復興庁の機
能の一部に是非その広域災害対応というのを入れて
いただきたいと思います。
　 そうした復興庁の考え方にこういった視点を加え
ていただきたいというものを幾つか列挙いたしまし
た。これを順番に見てまいりたいと思います。
　 まず最初に、個別ニーズを特定するために被災者
状況の把握でございます。
　 今回、あるいは国際社会、あるいは難民支援をし
ておりますときに、まず私たちが最初に取り組もう
とするのが災害弱者の方たちの支援であるんです
が、今回そういった方たちのデータが本当にござい
ませんでした。今でも特に、施設に入っている方は
まだしも、御家庭にいらっしゃる方、その個々人の
方々への支援をしようと思っても、そういった方々
の情報がないということで支援が本当にできており
ません。
　 また、個人情報保護法があるからということで、
まさに本末転倒ではないかと思うのですが、個人情
報保護法の観点からそういった災害弱者の方々への
アクセスができないというような状況が現在起きて
おります。次のこの復興庁の構想では、そういった
課題を是非解決するような仕組みをつくっていただ
きたいというふうに考えております。
　 それから、重なりますけれども、人道支援や復興
支援のニーズを現地で調査するために領域横断的、
今は自治体ごととか県ごとであるかもしれないんで
すけれども、それを領域横断的、障害者であった
り、まあお年寄りはあるかもしれませんが、様々な
領域横断的な調査というのが必要になるかというふ
うに思っております。それから、統一された被災者
台帳のようなもの、これも必要なのではないかと
思っております。
　 また、今回、支援活動をしておりまして、市町の
境界線というのが、これは国境ではないかと思うぐ
らいなことがしばしばでございます。あるいは、こ
れは、縦割りというのは別に市町だけではなくて、
それぞれ、県でも市でも町でもそれぞれの分野ごと
に御担当が違うので、一人の方には一つのことしか

伺えないと。ニーズの全体の把握をしようと思った
ら、自分でこのことを知りたいと思ったら、それぞ
れの担当者を見付けて一人の人に一つずつ聞いてい
かなければならないというような事態が起きており
ます。領域横断的それから地域横断的、そういった
ような視点が非常に必要ではないかと思います。
　 また、先ほど申しました相馬市では、心のフォロ
ワーチームといって、被災した小中高生、学校単位
で心のケアをするような仕組みが今できつつありま
す。こういったようなグッドプラクティスというよ
うなものを是非、市町それから県のレベルを超えて
全域で共有できるようなそういった仕組みもつくっ
ていただきたいというふうに考えております。
　 それから、国際協力の専門家。先ほど何度も申し
上げておりますが、国際協力の専門家、特に官の方
たち、民は、自慢するわけではないのですが、私た
ちは別に呼ばれなくても勝手に行きますので、今回
も国際協力ＮＧＯが被災地にいち早く行って活動す
ることができておりますが、これは民だからこそで
きるわけです。しかしながら、国際協力の知見を
持っておられる方々は民にとどまらず官庁の中にも
たくさん大勢いらっしゃると思います。その方々
が、それぞれの所属する官庁が災害対応の官庁でな
いと実際現地に行けない、休暇を取って行くしかな
いというようなことがあって、それは本当に国家の
損失といいますか、せっかくいる人材を生かさない
という法はないと思いますので、是非国際協力の専
門家というものを官民にかかわらず生かしていただ
きたいと思っています。
　 それから、将来起こるべき大災害というときに、
これは本当に恐ろしいことではありますが、各地に
原子力発電所があるということは、今回と同じよう
なことが次の災害でも起こる可能性が十分にあると
いうことです。そうしますと、復興庁の復興政策を
する意思決定の中に、放射能が人体に与える影響と
いうようなことをよく分かっていらっしゃる医療の
専門家のような方々を是非含めていただきたいと思
います。
　 これらのことは、将来の災害に備えるというだけ
ではなくて、現在起きている様々な課題を解決して
いくためにも是非とも必要な視点と思いますので、
こういったことを現在の東日本大震災の被災地の支
援にも活用していただきたいと思いますし、また復
興庁の新たな機能にも是非加えていただきたいとい
うふうに考える次第です。
　私の方は以上です。ありがとうございます。

○委員長（柳田稔君）　ありがとうございました。
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　以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。
　これより参考人に対する質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。

○今野東君　 （前略）続いて長さんにお伺いします
が、私は国会でメーンのテーマの一つに難民問題に
取り組んでおりまして、不安定な地域や国から来た
方々をどのように受け入れるかという問題ですけれ
ども、長さんも長い間難民という弱い立場の方を救
済する国際活動をしてこられたわけですが、今回も
震災の直後から障害者やあるいは高齢者、また外国
籍の在留者など、災害弱者を重視した活動に取り組
んでこられて、こうした方々がこれから高湿度、高
温の厳しい自然条件の中で暮らしていかなければな
らない、そこにどのような対応が必要だとお考え
か。またあわせて、行政とボランティアという関
係、また官民の関係について望ましい連携とはどう
いう形なのか、お話しいただければと思います。

○参考人（長有紀枝君）　 ありがとうございます。
今の御質問に全部お答えできるかどうか分からない
んですけれども、お話しさせていただきたいと思い
ます。
　 今、特に私自身、福島の方によく出ていっており
まして、相馬、それから南相馬、新地町ですとか、
それから富岡や川内から逃げられてきた方たちとも
お話をしています。そのときに、これは別に福島だ
けの問題じゃなくてあらゆるところかもしれないん
ですが、仮設住宅になかなか入るのをちゅうちょし
ていらっしゃる方がおられると。これは今の災害弱
者の方だけではなく全ての方かもしれませんが、現
在の支援の形というのは、お仕事も全部あって家だ
けがなくなった人が復帰するにはいい形、避難所に
いれば少なくとも三食の食事はある、御自分の貯金
は減らさなくて済むと。それが仮設住宅に入った瞬
間から、収入は全くないにもかかわらず御自分で生
活をしていかなければならないと。健常者の方でさ
えこういうような状況であるときに、更に災害弱者
の方々、もう言わずもがなと申しますか、更にそう
いった避難所から動けないというような方たちが大
勢いらっしゃるかと思います。
　 本当に考え方の抜本的な転換といいますか、今ま
での状況ですと、家だけがなくなったという状況で
は今回全くないわけですから、ほかの支援、じゃ具
体的に何という形では言えないんですけれども、そ
れが必要になると思います。そのためのまず第一歩
として、そういった特に災害弱者の方々の情報を、
市町になるのか、どこかに集約して、それを援助団

体に確実に届くような仕組みをつくること、それが
まず第一歩ではないかというふうに考えておりま
す。

　（中略）

○今野東君　 最後の質問になりますが、被災された
皆さんはこれから仮設住宅に入っていくわけです
ね。そうしますと、人と人とのつながりを持ったコ
ミュニティーをどういうふうにつくっていくか、維
持していくかということが大変大事になります。
　 そういうところになると、暮らしの現場を担って
こられた女性の役割というのは非常に大きくなると
思います。長参考人は女性の参画ということが最初
の段階から必要なんだということをおっしゃってい
ただきましたけれども、私も、復興構想会議、女性
の視点がまだ足りないと思っておりますし、現地の
対策本部、それから、やがて設置される復興庁、都
道府県あるいは市町村のボランティア、市町村での
様々な復興に向けた会議、会議体、そしてボラン
ティアセンターなど、あらゆる組織や政策決定の場
面で女性の積極的な参画を求めていく必要があると
考えております。
　 できれば三人に伺いたいんですが、短い時間です
から、栗田さん、藤井さんにお伺いをして、もし補
足していただけることがあれば長参考人から最後に
お話をいただいて、私の質問を終わりたいと思いま
す。よろしくお願いします。

○参考人（栗田暢之君）　ありがとうございます。
　 一つは、やはり私も同感でございまして、女性の
バイタリティーは男性が見習うべきところたくさん
ございまして、私どもがボランティア活動をやって
いても一番懐いていただくのがやっぱり御婦人なわ
けですね、主婦層の方々。そういう方々が、やっぱ
り被災地の中の避難所あるいは仮設住宅の中心、中
心にはなかなかなりたがらない方が多いんですけれ
ども、その支えとしての、例えば集会場を使った喫
茶店だとか、そういうところには喜んで参加してい
ただくような状況でございます。これをよしとせず
に、やっぱり感謝の意を込めて、皆さんでそれを盛
り上げていくような、支えていくような体制づくり
が必要だと。
　 しかし、一方で、女性は避難所で炊き出しの担当
をするのは当たり前だという社会の一方での側面も
ございますから、そこに疲弊してしまっている方も
実際にあるので、それを特性というふうにやっぱり
押し付けずに、やっぱりそういう方々が自発的にか
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かわっていけるような、仮設住宅でも、やっぱりや
りたい人やりたくない人がいるわけですから、女性
だからできるだろうということじゃなくて、やっぱ
りその選択がちゃんとできるような体制づくりが今
後、応援団としては必要じゃないかなと考えていま
す。

○参考人（藤井聡君）　 手短に申し上げますと、今
回の震災に対して、これからの巨大震災に対しても
そうでありますけれども、レジリエントな社会をつ
くっていかないといけない。そういう意味では、重
要なインフラをつくったりとか、巨大な国土的なも
のと同時に、それと全く同時にそれぞれの地域のコ
ミュニティーを強化していかないといけない。
　 コミュニティーを強化していくときに一番重要に
なってくるのはやっぱり地縁社会であります。その
地縁社会は何かというと、やはり子供を通じた隣近
所のお付き合いとか、いわゆる日本でいうと、非常
に昔ながらではあるかもしれないですけれども、そ
ういう地縁社会のきちんと強いところは、それこそ
隣の人とちゃんと挨拶したりとかということをやる
上において、やはり男性ではできないところがかな
りあるんじゃないかなと思いますので、いわゆる地
域コミュニティーを強化する上で女性の力というの
は絶対的に不可欠であると感じてはおります。

○委員長（柳田稔君）　 長参考人、よろしいです
か。一言ありますか。じゃ、長参考人。

○参考人（長有紀枝君）　 先ほど申し上げましたの
で、改めまして、いろんな意思決定の場に女性をと
いうことを申し上げたいと思います。
　 それから、冒頭の、障害者の方の御質問にちょっ
ときちんと答えられなかったので、その点よろしい
でしょうか、補足。
　 栗田さんの方で調整という機能をとてもお話しさ
れておりましたが、やはりそういった障害をお持ち
の方たちの支援というので、かかわっているいろん
な団体が調整会議を持つ、これが本当につい最近動
き出しているような状況でございます。そういう
やっている団体同士が市町や県の境なく調整をする
ことでより良い障害者の方の支援というのが可能に
なっていくのではないかというふうに思っていま
す。
　済みません。ありがとうございました。

○今野東君　ありがとうございました。

○吉田忠智君　 社会民主党・護憲連合の吉田忠智で
ございます。
　 三人の参考人の皆様方には、お忙しい中、貴重な
御意見、提言をいただきまして、ありがとうござい
ました。三人の方に一括順次質問をさせていただき
たいと思います。
　（中略）
　それから、長参考人にお伺いをいたします。
　 災害弱者という点では、私も予算委員会でも質問
させていただきましたが、なかなか表に出ませんけ
れども、女性の性暴力の問題もあると思っておりま
す。今回の大震災に当たって、実態としてどのよう
にとらえておられるのか、そして警察などの行政の
対応が十分であったのか、そうした課題についてお
考えをお聞かせをいただきたいと思います。

○参考人（長有紀枝君）　 御質問ありがとうござい
ます。
　 残念ながら、私、その性暴力についての具体的な
実例データを持っておりませんで、その点について
はお答えできませんので、どうぞお許しください。
　 他方で、警察ざたになるといいますか、警察が出
てくるような状況ではない状況で、例えば先ほどの
生理用のナプキンの問題、あるいは着替える場所が
ないとか、そもそも全然プライバシーが守られてい
ないとか、全く犯罪にさらされているわけではない
けれども、大変なストレスにもさらされている方た
ちが大勢いるというのが現状でございまして、その
意味でも、冒頭で申し上げたとおりですが、女性が
意思決定、災害復興の意思決定の場に出ていけるよ
うな対策を是非お願いしたいと思っております。

○吉田忠智君　ありがとうございました。
　以上で終わります。

177 - 参 - 内閣委員会 - 9号　06月16日

○糸数慶子君　 無所属の糸数慶子です。よろしくお
願いいたします。
　 まず、震災関係についてでありますが、これまで
も男女共同参画の視点を踏まえた被災者支援等につ
いてお伺いをいたしました。
　 内閣府は五月の十日から、岩手県それから盛岡市
と共同で電話による女性の悩み、そして暴力相談窓
口設置したと。そして、この開設と同時に、相談員
が避難所を訪問して直接相談を行うという新たな事
業を実施しているというふうに伺っております。こ
れまで委員会でも女性が相談することのできる窓
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口、特に避難所等において直接相談できるような窓
口の必要性を訴えてまいりましたので、この事業を
高く評価し、改めて御質問させていただきます。
　 これまで、電話相談の受付状況、それから避難所
等においての訪問の実施状況、事業の周知方法につ
いてどのような状況で展開しているのか、また、こ
ういう事業は岩手県以外にも広げていくべきだとい
うふうに考えますが、今後他県においても展開して
いくことができるのでしょうか、そしてまたその計
画がおありかどうか、お伺いいたします。

○政府参考人（岡島敦子君）　 岩手県において実施
している相談事業につきましては、五月十日からの
一か月間を見ますと、内容としましては様々な内容
の御相談、電話相談が寄せられております。また、
訪問相談につきましては、宮古市、釜石市、山田
町、大槌町におきまして一か月間で計十五回実施い
たしました。また、本事業の周知につきましては、
事業内容及び電話番号を記載したチラシを作成し、
避難所や関係機関へ配布したほか、生活協同組合の
御協力によりまして延べ二万枚以上の配布を行って
おります。また、地元新聞の広報欄にほぼ毎日掲載
していただいています。
　 内閣府といたしましては、岩手県以外の被災地に
おきましても地域の実情やニーズに応じて相談事業
を進めていきたいと考えております。

○糸数慶子君　 これ、やはり被災者のニーズに合致
するように、現地の状況も踏まえて柔軟に是非事業
を進めていただきたいということを改めてお願いを
したいと思います。
　 次に、東日本大震災に関する新たな事業、男女共
同参画の観点からの災害対応、そして災害復興等ア
ドバイザー派遣、この事業についてお伺いをしたい
と思います。
　 自治体の希望に応じてアドバイザーを派遣すると
いう事業の募集を五月中旬から行っているというこ
とでありますが、そこで、この事業の目的、そして
アドバイザーの担う役割、事業の詳細とこれまでの
応募状況についてお伺いをしたいと思います。ま
た、アドバイザーとしてどのような人が想定されて
いるのか、併せてお伺いいたします。

○政府参考人（岡島敦子君）　 地域における男女共
同参画を推進するため、内閣府におきましては、地
域おこし、町づくり、防災、防犯などの様々な地域
課題につきまして、男女共同参画の視点から解決す
るための指導、助言を行うアドバイザーの方々を派

遣する事業を実施しております。
　 アドバイザーの方は非常に多様でいらっしゃいま
して、いわゆる大学の先生といったような専門家の
方から、実際に現場でいろいろな活動をされてい
らっしゃる、そういう方々もいらっしゃるところで
ございます。本年度は五月十日から募集を開始いた
しまして、現在、地方公共団体からの応募を受け付
けているところでございます。
　 東日本大震災への対応に当たりましては、避難所
の運営や仮設住宅の運営、復興、町づくりなど、男
女共同参画の観点からの取組が重要でございます。
このため、アドバイザー派遣事業を被災地におきま
して災害対応あるいは復興などに大いに活用してい
ただきたいと考えておりまして、受付期間を延長す
るなど、被災地のニーズに柔軟に対応しながら事業
を行ってまいります。
　 なお、別の事業でございますが、女性や生活者の
視点を復興に生かしていくということを目的といた
しまして、六月二十八日に宮城県や仙台市と共同で
関係団体とも連携してシンポジウムを開催いたしま
す。
　 今後とも女性の視点に立った災害対応を進めると
ともに、復興の担い手としての女性の活躍を応援し
てまいります。

○糸数慶子君　ありがとうございました。
　 避難所の運営を始めとする被災者支援における男
女共同参画の視点というのは大変大事だというふう
に思います。
　 去る六月十一日には日本学術会議で、復旧復興の
全ての段階に男女共同参画の視点が重要だというこ
とで既にシンポジウムも開催されたというふうに聞
いております。被災地の女性を含めて全国から女性
団体が集まってきたということで、また改めて六月
二十八日、現地でのシンポジウムを行われるという
ことでございますが、是非とも提案されました要望
も踏まえて、六月十一日のシンポジウムの提案も
あったようですが、さらには現地のニーズに合致し
た支援になるように、是非事業を進めていただきた
いと思います。

7月19日　衆議院予算委員会　池坊保子議員（公明
党）

池坊議員　 （前略）　 私はきょう、子供の視点に
立って幾つかの質問をしたいと思います。先週の水
曜日、青少年特別委員会で埼玉県の加須市に行って
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まいりました。言うまでもなく加須市には、緊急避
難地域３キロの双葉町から町役場、町長、人口７０
００人のうち、２割の１４００人が移り住みまし
た。今もなお９００名の人たちが、９０歳のお年寄
りから乳幼児までいるのです。話せば話すほど、被
災者の苦悩、嘆きが感じられます。
　 自営業の人は、失業手当が出ない、３世帯が同じ
ところに住んでいたけれども、別々に、家族の絆も
失われた、早く働きたい、早く家族が一緒に住みた
い。　
　 子供たちは、例えば高校生の受験生は勉強する場
がない、消灯が１０時ですから、仮設トイレで勉強
しています。女子中学生は、着替える場がないスト
レスを抱えています。小さな子供は、７月の七夕の
日に、早くお家に帰りたい、そう書いたのです。
　 津波が来るということで、手元にあるハンドバッ
グだけを持っていった。翌日、家を見ようと思った
ら、緊急避難してくださいと言われた。お金もな
い、下着も替えられない。ようやく原子力損害賠償
金１００万円と義援金４０万円が出た。でも、これ
は世帯別ですね。ですから、８人家族だと、おじい
ちゃん、おばあちゃんが別のところにいらっしゃっ
たら、おじいちゃん、おばあちゃんのところに行っ
て、自分たちのところには来ないというのが現実で
す。

　 私は、御答弁は要りませんから、ぜひ総理並びに
平野復興担当大臣に、これは世帯別でなく個人別に
手渡すべきと思います。なぜなら、赤ちゃんだって
ミルク代がかかります。生きるということは、生活
費がかかるのですから、ぜひこれは検討していただ
きたいと思います。
　 そして、被災者を救助するための災害救助法も、
県から市・町、そして本人に出るんです。だから時
間がかかり過ぎます。これがかえって邪魔になって
いる。町にすぐに来てほしい。これも、平野復興担
当大臣、しっかりと総務省と御相談の上、個人、町
に行くようにお考えになるべきと私は考えておりま
す。
　 おばあちゃまが、私たちはもういいです、だけれ
ども、子供たちは守ってあげてください、子供たち
が元気だと私たちも希望が見えてきます、と言いま
した。

　 私は、福島の放射線を危惧し、子供たちだけを預
けている東京・江東区の夢の島に行ってまいりまし
た。親は、福島で仕事をしています。兄弟と、ある
いは１人で、知らない土地に行って頑張っている。

子供がぽつんと、寂しいけれど、ボク頑張るよ。私
は、いとおしくて、抱き締めてあげました。
　 政治家に必要なのは、私は、思いやり、愛情だと
思います。それから想像力なんですよ。ここにい
らっしゃる総理、閣僚の方々に、ぜひ想像力を持っ
ていただきたいと、私は望みます。

　（中略）

　 きょうの私のテーマは、子供、女性、障害者に温
かいまなざしを、光を当ててくださいということで
す。
公明党の主張により、復興庁が創設されました。復
興基本法には、基本理念として、「被災地域の住民
の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者
等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこ
と」という内容が盛り込まれております。
　 総理は、復興に当たっての、女性、子供、障害者
等の多様な国民の意見を尊重していくことの重要性
をどのように認識していらっしゃいますか。

菅内閣総理大臣　 復興構想会議の場合も、女性の委
員の方が少ないということで、もっと増やすように
という御指摘も各方面からいただいております。
　 御指摘の復興基本法では、その基本理念として
「女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意
見が反映されるべき」ということを法律でも掲げて
おります。今後のまちづくりなど、女性、子供、障
害者等の方々を含め多様な意見の反映を図るなど、
復興に当たっては、この基本理念にのっとって対応
する必要がある、このように考えております。
　 復興関連の会議については、運営を含めて、女性
の視点を重視しつつ、女性の参画という観点にも十
分配慮をしてまいりたいと思っております。

池坊議員　 政権与党のイメージというのは、国民か
ら見ますと、言っていらっしゃることはいいんです
よ。ところが、現実に実行に移されているとき、そ
れが違うなというイメージ、余りにもちぐはぐだと
いうような気がするんです。今も総理がおっしゃい
ましたね、会議の中に女性の視点が入っていないこ
と、お認めになりましたでしょう。
　 復興、防災の意思決定の場に、女性の参画という
のは絶対必要だと私は思います。なぜならば、人口
中、半分は女性がいるんです。そして、このごろ、
何ですか、お父さんが子供を育てておりますね。で
すけれども、やはり女性が担い手になっているのが
多いんです。ですから、子供の視点を入れるという
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ことは、やはり女性も参画しなければいけないと思
います。
　 中央防災会議には、女性は２５名中１名ですよ。
都道府県防災会議の女性の割合は、何と４・１％で
す。復興構想会議、御存じですか、１５名中１名で
はございませんか。

　 今月中に策定する復興基本方針に、具体的な女性
参画の記述を入れていただきたい。これは、今、入
れると総理はお答えになったように思いますけれど
も。
　 現在の復興対策本部事務局や現地対策本部に、さ
らに今度設置される復興庁に、女性、子供、障害者
の視点から横断的に復興対策を検討する部署をしっ
かりとつくっていただきたいと私は思います。そし
て、担当者を配置していただきたいと思います。総
理、いかがでございますか。

平野復興担当大臣　 復興本部の事務局にも、各省に
お願いして女性の職員を配置させていただいており
ます。まだ少ないという御批判もいただいておりま
す。これから各省にお願いして、女性の職員をもっ
と増やしたいというふうに思っております。
　 あわせて、今先生御指摘いただいたような点も踏
まえて、女性の視点は本当に大事だと思いますの
で、その視点をしっかり入れたようなこれからの復
興、これを目指したいというふうに思います。

池坊議員　 それは、しっかりと会議に女性を参画さ
せる、復興庁に必ず女性、子供、障害者の視点を入
れるということで理解してよろしいんですね。端的
に、それでよろしいんですね。うんとうなずいてい
ただいているので。これは多くの女性たちが喜ぶこ
とだと思います。そして、これは極めて当たり前の
ことではないかと思います。

　 私は、残念に思いますのは、菅総理は原点が市民
活動家でいらっしゃいます。どうして女性、子供、
障害者の視点に細やかに気を配っていただかないの
かなと私は思っております。私が今、望んでおりま
すことは、多分、国民全体が望んでいることだと思
いますけれども、原点が市民活動家でいらっしゃる
菅さん、地位に綿々としがみついていらっしゃるの
ではなくて、今まで、不条理なことを正しくできる
ように、あるいは光の当たらないことに対して光を
当てたい、そう思ってきめ細やかに頑張っていらし
たのではありませんか。

　 私は、そういう市民活動家の菅さんの方がとても
菅さんらしいなと思っております。

　 今、総理にしがみついて、リーダーシップと独裁
とをお間違えになって、いろいろな意見をおっしゃ
るのではなくて、私は、あの真摯でまじめな市民活
動家にお戻りになって活躍いただくことを心より願
い、私の質問を終わらせていただきます。ありがと
うございました。
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「災害・復興と男女共同参画」6.11 シンポジウム
趣意書及び企画書

2011 年 5月 5日
「災害・復興と男女共同参画　6.11 シンポ」実行委員会

実行委員長　堂本暁子
　事務局長　原ひろ子

１．この企画の目的と内容

　3月 11日に起こった未曾有の大災害と、そのた
めの緊急救援、災害復興のプロセスの中で、この国
の災害対策が依然として女性や高齢者、乳幼児を抱
えた母親、病人、障害者など、特に困難な状況にお
かれやすい人々に十分な配慮がなされていないこと
が明らかになっています。
　この企画は、今後、全国の災害対策が、男女共同
参画の視点から計画され、女性が政策決定の場に参
画できる体制を作ることで、「人間の安全保障」が
成り立つ社会を確立することが目的です。
　この企画では、東日本大震災から 3ヶ月の節目となる 6月 11日（土）に、「災害・復興と男女共同
参画」シンポジウムを開催します。そして、男女共同参画の視点から、被害を受け、今まさに避難生
活を強いられている人々の声、現地に入り、被災者とともに活動している女性たちの声をまとめ、政
策立案に携わっている立法府、行政府に問題提起し、実現を求めます。
　さらに、この問題をまとめた報告書を発行し、世論喚起を図るとともに、今後の災害政策に反映さ
せる記録とします。

○　「災害・復興と男女共同参画」シンポジウムの開催と課題をまとめた
　　提言を発表し、立法／行政府に実現を求める
○　現地の声を聞く各種集会の開催
○　活動において集まった声、課題提起と提言をまとめた報告書の発行

東日本大震災に始まる被害に遭われたすべての方々のために。
亡くなられた方への心からの追悼と、
被災されたすべての方、またそのご家族、ご友人の皆さまへ、
心からのお見舞いをこめて。
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＜実行委員名簿（団体）＞全国女性会館協議会（常任理事・青木玲子）／国際婦人年連絡会（世話人・橋本葉子）
／北京 JAC（世界女性会議ロビングネットワーク：共同代表・船橋邦子）／女性と健康ネットワーク（代表・堂本
暁子）／高齢社会をよくする女性の会（理事長・樋口恵子）／日本女性監視機構（JAWW：代表代行・田中正子）
／性差医療情報ネットワーク（代表・天野恵子）／全国地域婦人団体連絡協議会（会長・中畔都舎子）／ JFFW　
(Japan Fire Fighting Women's Club：代表・秦好子）／農山漁村女性・生活活動支援協会（会長・坂東真理子）日本
女性科学者の会（会長・大島範子）／ I 女性会議（共同代表・清水澄子）日本災害看護学会（理事長・山田覚）日
本女性学習財団（理事長・大野曜）/日本女医会（会長・津田喬子）/えにしの会（代表・大熊由紀子）／国連
NGO国内婦人委員会（委員長・江尻美穂子）／ JOICFP（事務局長・石井澄江）／ウィメンズアクションネットワー
ク (WAN：副理事長・渋谷典子）リーダーシップ 111（代表・目黒依子）／大学女性協会（会長・青木怜子）全国
女性シェルターネット（共同代表・近藤恵子）／ふぇみん婦人民主クラブ（共同代表・設楽ヨシ子）／流山パート
ナーシップ（代表・山口文代）／ちば菜の花会（会長・松田敏子）／ウィメンズネット・こうべ（代表・正井礼子）
／アジア女性研究・交流フォーラム（理事長・吉崎邦子）／参画プランニング・いわて（理事長・平賀圭子）／下
村満子の「生き方塾」（塾長・下村満子）／ウィル 21 フォーラム（理事長・日置雅子 ) ／菜の花プロジェクトネッ
トワーク（代表・藤井絢子）／新潟県女性財団（理事長・大島煦美子）北京 JAC 九州（共同代表・三隅佳子）／横
浜市男女共同参画推進協会（理事 /統括本部長・桜井陽子）／北京 JAC・新潟（事務局長・小林佳子）／男女共同
参画こしがやともろう（理事長・原博子）かながわ女性会議（理事長・上條茉莉子）／住まい・まち研究会（理事
長・夏目幸子）／白十字訪問看護ステーション（代表取締役・秋山正子）／みもざの会（代表・安田寿子）／子ど
も家庭センター（理事長・篠崎正美）／女性史サロンあらお（代表・坂井誠子）／川内ぱれっと（代表・江崎紀久
子）／北京 JAC ふくおか（代表・丸山美恵子）／北京 JAC 九州 in 久留米（代表・縄崎順子）／男女共同参画研究会・
さが（代表・山崎和子）／北京 JAC 九州（長崎：代表・池田玲子）／せんだい男女共同参画財団（理事長・遠藤惠

２．企画の背景

　１９９５年の阪神淡路大震災以降、
私たちは大きな地震災害を何度も経験
してきました。その結果、わが国の災
害対策には男女共同参画の視点が必要
と認識されるようになり、２０１０年
１２月に策定された、第三次男女共同
参画基本計画の第１４分野には、「地
域、防災・環境その他の分野における
男女共同参画の推進」が書きこまれています。
　国際的にも「災害と女性」の議論が深まり、国際協力の分野では、日本政府も災害と女性に積極的
な姿勢を示しています。ところが、現在進められている、東日本大震災復興構想会議では、依然とし
て男性を中心に計画が設計されています。避難所では、プライバシーの配慮やバリアフリーの視点が
見落とされ、高齢者、障害者、小さい子どもを抱えた母親らへの福祉サービスも十分とは言えません。
さらに、女性への性暴力や避難者への差別、いじめなども起きています。

　女性の声を政策に反映させるとは、単に、会議に女性を参加させるという意味ではなく、女性たち
が中心となり支えている生活の根幹部分、子育て、家族の衣食住への配慮、高齢者ケアなどの領域で、
今、真に必要とされていることが把握され、提供されるような議論を進めることです。

　度重なる災害によって、私たちは多くの命を失い、多くのコミュニティが傷つきました。復興計画は、
失われたものをあがない、痛みや傷つきを乗り越えて、より良い社会を作るために作られるものです。
　過去の経験から学び、男女共同参画の視点が強く打ち出された復興計画を立案し、実行に移してい
くために、もっとも失った人、もっとも傷ついた人、もっとも困難を強いられた当事者の声を政策に
反映させられるようにすることが求められています。
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子）／イコールネット仙台（代表理事・宗片恵美子）／大分県女性団体連絡協議会（会長・小野ひさえ）／ストッ
プＤＶ・サポートの会（代表・東條恭子）／アクティブくまもと（代表・原田みよ子）／日本ＢＰＷ連合会（理事
長・松原敏美）／北海道女性団体連絡協議会（会長 /全地婦連副会長・中田和子）／富山県婦人会（会長 /全地婦
連副会長・岩田繁子）／佐賀県地域婦人連絡協議会（会長 /全地婦連副会長・三苫紀美子）／青森県地域婦人団体
連合会（会長 /全地婦連常任理事・向井麗子）／長野県連合婦人会（会長 /全地婦連常任理事・米窪千加代）／神
奈川県地域婦人団体連絡協議会（会長 /全地婦連常任理事・松尾美智代）／福井県連合婦人会（会長 /全地婦連常
任理事・吉田多輝子）／滋賀県地域女性団体連合会（会長 /全地婦連常任理事・中野璋代）／広島県地域女性団体
連絡協議会（会長 /全地婦連常任理事・瀬野周子）／香川県婦人団体連絡協議会（会長 /全地婦連常任理事・野田
法子）／宮崎県地域婦人連絡協議会（会長 /全地婦連常任理事・谷口由美繪）、ジェンダーフリーネット・茨木（代
表・田原素子）／山口女性サポートネットワーク（代表 /小柴久子）南高愛隣会（東京事務所所長 /武田牧子）島
根県原発増設反対運動（代表 /芦原康江）／大阪府男女共同参画推進財団（理事長 /時岡禎一郎）
＜実行委員名簿（個人）＞都河明子、渥美雅子、袖井孝子、岩田喜美枝、戒能民江、皆川満寿美、橋本ヒロ子、田
中由美子、柳本祐加子、大沢真理、原ひろ子、松尾圭、黒岩秩子、柳堀朗子、金平輝子、井上千鶴子、千田有紀、
渡部尚子、庄司洋子、井上耐子、赤石千衣子、柳下真知子、井上輝子、竹信三恵子、岡田淳子、田中和子、グレ
イ俣野ゆき子、矢ケ部春子、大原美保、藤井美穂、赤澤純代、有馬真喜子、岩男壽美子、住田裕子、伊藤るり、
江原由美子、村松安子、浅倉むつ子、池上清子、吉田容子、角田由紀子、松田瑞穂、村松泰子、岩田正美、湯澤直美、
長有紀枝、鈴木カツ子、荒木葉子、小宮ひろみ、平川和子、矢澤澄子、須田和、山下泰子、下田敦子、中村敏子、
池田恵子 (2011 年 5 月 14 日時点 69 団体 56 個人）

３．この企画によって生み出そうとするもの

　実行委員会に名を連ねている団体、個人のリストをご覧ください。全国組織から地域活動団体まで、

研究者から現場の実践者までが広く含まれています。思想信条や活動領域の違いを超えて、同じ女性

という立場から、高齢者、乳幼児を抱えた母親、病人、障害者など、特に困難な状況におかれやすい人々

の声を政策立案に届けようと集まった人たちです。

　これらの人々が当事者の声を政策に届けることで、政策立案を進める人々に対して、男女共同参画

の視点を政策に反映させる重要性をアピールすることができます。

　またこの活動を通じて得た現地の声を広くマスコミに発表し、社会に届けることで、日本社会全体

に男女共同参画の視点のあり方と重要性を知らせることができます。

○　アピールを通じた男女共同参画に対する世論喚起
○　立法府・行政府へのインパクト
○　男女共同参画社会に向けて
　　行動しようとする人々の連帯
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＜この企画のお問い合わせ先＞
「災害・復興と男女共同参画 6.11 シンポ」
実行委員会事務局
〒260-0044　千葉市中央区松波 2-8-6-802
（TEL:043-239-7501/043-239-7501）

E-mail:saigai.gender@gmail.com
※実行委員会形式で運営を行っております。事務局への
　ご連絡はできるだけメールでお願いいたします。

４．ご寄附のお願い　～この企画の成功のためにあなたのお力をお貸しください～

　わが国は、政治、経済、教育研究など、社会のリーダーシップを担う立場への女性の参画は、先進

国の中では極端に低く、男女共同参画の視点や、女性が積極的に政策立案にかかわることの必要性が

社会に十分理解されているとはいえません。このような国で、女性の声を政策立案に反映させるには、

男女共同参画の視点の重要性を理解してくださる方のご支援が欠かせません。

　困難の中で、小さな声しか発せられない人々の声を大きな力に変えるためには、ぜひとも、あなた

のお力が必要です。どうぞ、ご支援をお願いいたします。

「災害と男女共同参画」6.11シンポジウムのための緊急カンパ：一口 2000 円
振込先：千葉銀行　南柏支店　支店番号 074　口座番号 3569890
名義人：災害と男女共同参画 6.11 シンポ　会計　山口文代
　　　　（サイガイトダンジョキョウドウサンカクロクテンイチイチシンポ）

５．タイムスケジュール

2011 年 4 月　企画の立案・実行委員会の発足・参加の呼びかけ

2011 年 5月　6.11 シンポジウムに向けての政策提言・アピール

2011 年 5月　現地取材・当事者の声を集約

2011 年 6月　6.11 シンポジウム開催・提言の採択

2011 年 7月　シンポジウム及び政策提言の結果や

2011 年 5月　当事者女性の声などが含まれた

2011 年 5月　報告書の作成

2011 年 8月　報告書の発行
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【11】実行委員一覧（団体・個人）

団体（8月15日現在133団体：都道府県行政コード順、 実行委員会団体名（実行委員名））

全国組織：I 女性会議（共同代表・清水澄子）／ＪＦＦＷ　 (Japan Fire Fighting Women's 
Club)（代表・秦好子）／アジア女性資料センター（代表・丹羽雅代）／ウィメンズアクションネッ
トワーク(ＷＡＮ)（副理事長・渋谷典子）／（財）ジョイセフ（事務局長・石井澄江）／ヒューマ
ンライツ・ナウ（事務局長・伊藤和子）／リーダーシップ１１１（代表・目黒依子）／ふぇみん婦
人民主クラブ（共同代表・設楽ヨシ子）／危機管理教育研究所（代表・国崎信江）／高齢社会をよ
くする女性の会（理事長・樋口恵子）／国際女性教育振興会（会長・鍵山祐子）／国際女性の地位
協会（会長・山下泰子）／国際婦人年連絡会（世話人・橋本葉子）／国連NGO国内婦人委員会（委
員長・江尻美穂子）／女性と健康ネットワーク（代表・堂本暁子）／性差医療情報ネットワーク
（代表・天野恵子）全国フェミニスト議員連盟（世話人・槇啓已子）／全国女性シェルターネット
（共同代表・近藤恵子）／全国女性会館協議会（常任理事・青木玲子）／全国地域婦人団体連絡協
議会（全地婦連）（会長・中畔都舎子）／大学女性協会（会長・青木怜子）／難民を助ける会（理
事長・長有紀枝）／日本ＢＰＷ連合会（理事長・松原敏美）／日本災害看護学会（理事長・山田
覚）／日本女医会（会長・津田喬子）／日本女性科学者の会（会長・大島範子）／日本女性学習財
団（理事長・大野曜）／日本女性監視機構（ＪＡＷＷ）（代表代行・田中正子）／日本訪問看護振
興財団（理事長・清水嘉与子）／農山漁村女性・生活活動支援協会（会長・坂東眞理子）／東日本
大震災女性支援ネットワーク（共同代表・竹信三恵子）／福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えに
し」ネット（志の縁結び係&小間使い・大熊由紀子）／北京ＪＡＣ（世界女性会議ロビイングネッ
トワーク）（共同代表・船橋邦子）

北海道：北海道女性団体連絡協議会（会長・全地婦連副会長・中田和子）／青森県：青森県男女共
同参画センター（副館長・小山内世喜子）／青森県地域婦人団体連合会（会長・全地婦連常任理
事・向井麗子）／岩手県：岩手県男女共同参画センター（センター長・野崎智恵子）／参画プラン
ニング・いわて（理事長・平賀圭子）／宮城県：イコールネット仙台（代表理事・宗片恵美子）／
せんだい男女共同参画財団（理事長・遠藤惠子）／みやぎ婦人会館（理事長・三浦絢子）／北京Ｊ
ＡＣ仙台（代表・樋口晟子）／秋田県：秋田県女性問題研究会（代表・寺田洋子）／秋田県中央男
女共同参画センター（センター長・見上裕子）／山形県：サポート唯（代表理事・鹿野順子）／
ディー・コレクティブ（代表理事・千川原公彦）／やまがた育児サークルランド（代表理事・野口
比呂美）／みやぎ・やまがた女性交流機構（会長・井上弓子）／庄内地域子育て応援協議会（会
長・伊藤眞知子）／山形県男女共同参画センターチェリア（館長・向出耕次）／福島県：下村満子
の「生き方塾」（塾長・下村満子）／福島県男女共生センター（館長・千葉悦子）／千葉県：ＮＰ
Ｏ法人Ｍ・Ｉ・Ｔ・Ｏ　 ２１（理事長・黒澤輝子）／茨城県女性団体連盟（広報委員・城倉純子）
／大学女性協会茨城支部（支部長・今高博子）／栃木県：ウィメンズハウスとちぎ（代表・中村明
美）／とちぎ男女共同参画財団（理事長・高野純一）／栃木県女性団体連絡協議会（会長・神宮由
美子）／群馬県：群馬県女性団体連絡協議会 (女連協)（書記・栗田政子）／埼玉県：男女共同参画
こしがやともろう（理事長・原博子）／千葉県：ＮＰＯアーシャ（代表・野原沙希）／すぺーすア
ライズ（事務局長・鈴木ふみ）／ちば菜の花会（世話人代表・松田敏子）／住まい・まち研究会
（理事長・夏目幸子）／流山パートナーシップ（代表・山口文代）／東京都：男女共同参画おおた
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（理事長・牟田静香）／東京ＹＷＣＡ（代表理事・川戸れい子）／白十字訪問看護ステーション
（代表取締役・秋山正子）／神奈川県：ウエスト神奈川女性の人権を守る会（副代表・柳堀恭子）
／かながわ女のスペース"みずら"（理事長・福原啓子）／かながわ女性会議（理事長・上條茉莉子）
／神奈川県地域婦人団体連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・松尾美智代）／横浜市男女共同参
画推進協会（理事/統括本部長・桜井陽子）／新潟県：（財）新潟県女性財団（理事長・大島煦美
子）／新潟県中越大震災『女たちの震災復興』を推進する会（代表・樋熊憲子）／北京ＪＡＣ・新
潟（事務局長・小林佳子）／石川県：石川県婦人団体協議会（会長・高田千恵子）／富山県：Ｎプ
ロジェクトひと・みち・まち（Ｎプロ）（副理事長・山下清子）／富山県婦人会（会長・全地婦連
副会長・岩田繁子）／福井県：福井県連合婦人会（会長・全地婦連常任理事・吉田多輝子）／山梨
県：高齢社会をよくするやまぶきの会（代表・藤巻芳恵）／長野県：長野県連合婦人会（会長・全
地婦連常任理事・米窪千加代）／岐阜県：岐阜地区男女共同参画委員会（委員長・宮崎千恵）／静
岡県：静岡県男女共同参画センター交流会議（代表理事・佐藤和子）／男女共同参画フォーラムし
ずおか（副代表理事・松下光恵）／愛知県：ウィル２１フォーラム（理事長・日置雅子）／参画プ
ラネット（事務局長・林やすこ）／三重県：みえウィメンズプラン（代表・伊藤英子）／津アイリ
ス（代表代行・青木美紀）／滋賀県：滋賀県地域女性団体連合会（会長・全地婦連常任理事・中野
璋代）／菜の花プロジェクトネットワーク（代表・藤井絢子）／京都府：京都府男女共同参画セン
ター（らら京都）（館長・浜野令子）／大阪府：（特活）グループみこし（理事長・米田禮子）／
ジェンダーフリーネット・茨木（代表・田原素子）／ＮＰＯフィフティ・ネット（代表・森屋裕
子）／大阪府男女共同参画推進財団（理事長・時岡禎一郎）／高槻ジェンダー研究ネットワーク
（ＴＪＫＮ）（代表・冨田幸子）／兵庫県：ウィメンズネット・こうべ（代表・正井礼子）／男女
共同参画ネット尼崎（理事長・加藤道子）／奈良県：女性と政治をつなぐ会・奈良（代表・吉田よ
うこ）／和歌山県：つばさの会・和歌山（和歌山県海外派遣事業参加者の会）（会長・稲垣恵つ
子）／和歌山ｅかんぱにい（理事長・小原智津）／鳥取県：みもざの会（代表・安田寿子）／島根
県：島根県原発増設反対運動（代表・芦原康江）／岡山女性フォーラム（事務局長・川上紀代子）
／世界女性会議岡山連絡会（代表・時實達枝）／広島県：広島県地域女性団体連絡協議会（会長・
全地婦連常任理事・瀬野周子）／山口県：山口女性サポートネットワーク（代表・小柴久子）／香
川県：香川県婦人団体連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・野田法子）／愛媛県：議会に女性を
おくる会（事務局世話人・中野鈴恵）／徳島県：ストップＤＶ・サポートの会（代表・東條恭子）
／高知県：こうち男女共同参画社会づくり財団（理事長・速瀬愛子）／こうち男女共同参画ポレー
ル（理事長・松崎敦子）／高知あいあいネット（代表・青木美紀）／福岡県：（財）アジア女性交
流・研究フォーラム（理事長・吉崎邦子）／北九州サスティナビリティ研究所（主席研究員・織田
由紀子）／子ども家庭センター（理事長・篠崎正美）／北京ＪＡＣふくおか（代表・丸山美恵子）
／北京ＪＡＣ九州（共同代表・三隅佳子）／北京ＪＡＣ九州in久留米（代表・縄崎順子）／佐賀
県：佐賀県女性と生涯学習財団（理事長・大草秀幸）／佐賀県地域婦人連絡協議会（会長・全地婦
連副会長・三苫紀美子）／ＮＰＯ法人女性参画研究会・さが（代表・山崎和子）／長崎県：南高愛
隣会（東京事務所所長・武田牧子）／北京ＪＡＣ九州（長崎（代表・池田玲子）／熊本県：アク
ティブくまもと（代表・原田みよ子）／熊本県男女共同参画活動交流協議会（会長・中山敏子）／
女性史サロンあらお（代表・坂井誠子）／大分県：大分県女性団体連絡協議会（会長・小野ひさ
え）／宮崎県：宮崎県地域婦人連絡協議会（会長・全地婦連常任理事・谷口由美繪）／鹿児島県：
川内ぱれっと（代表・江崎紀久子）／沖縄県：沖縄県連合婦人会（代表・大城節子）／北京ＪＡＣ
沖縄（代表・狩俣信子）
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実行委員一覧・個人（８月２日現在１０７名：アイウエオ順）

青木千惠（男女共同参画おおた副理事長）／赤石千衣子（ＮＰＯ法人しんぐるまざあずふぉーらむ
理事）／赤澤純代（金沢医科大学２１世紀集学的医療センター女性総合医療センター副センター
長）／上之園佳子（日本大学文理学部社会学科教授）／浅倉むつ子（早稲田大学大学院法務研究科
教授）／渥美雅子（弁護士）／跡見順子（東京大学名誉教授・アイソトープ総合センター特任研究
員）／荒木葉子（荒木労働衛生コンサルタント事務所所長）／有馬真喜子（ジャーナリスト）／池
上清子（国連職員）／池田恵子（静岡大学教授）／石川美幸（城西国際大学博士課程）／板本洋子
（日本青年館相談員）／伊藤るり（一橋大学教授）／稲元周子（北京ＪＡＣ世話人）／井上耐子
（全国地域婦人連合会監査）／井上千津子（日本介護福祉学会会長）／井上輝子（和光大学教授）
／岩男壽美子／岩田喜美枝／岩田正美（日本女子大学教授・現代女性キャリア研究所所長）／薄井
篤子（東京理科大学非常勤講師）／内山恵美瞳（華道家・恵美瞳会会長）／江原由美子（首都大学
東京教授）／近江美保（神奈川大学非常勤講師）／大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）／太
田まさこ（（財）アジア女性交流研究フォーラム主任研究員）／大橋典子（秋田県女性問題研究会
顧問）／大原美保（東京大学総合防災情報研究センター准教授）／岡田淳子（北海道東海大学客員
名誉教授）／織田由紀子（NPO法人北九州サスティナビリティ研究所）／戒能民江(お茶の水女子大
学名誉教授)／香川恭子／角田宇子（亜細亜大学国際関係学部教授）／金井恭子（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツネットワークみやぎ副代表・（財）みやぎ婦人会館顧問）／金重惠美子（岡山
中央病院副院長・岡山女性フォーラム）／金平輝子／鴨澤小織（ＪＡＷＷ（日本女性監視機構）役
員）／川島瑠璃（ジャパン・ソサエティー東京代表）／木藤まどか（城西国際大学博士課程）／木
本喜美子（一橋大学大学院社会学研究科教授）／グレイ俣野ゆき子（会社経営者）／黒岩秩子（社
会福祉法人桐鈴会理事長）／小林三津子（城西国際大学博士課程）／小宮ひろみ（福島県立医科大
学付属病院性差医療センター部長）／西園寺昌美（五井平和財団会長）／酒井はるみ（茨城大学名
誉教授）／佐藤加代子（秋田県中央男女共同参画センター副センター長）／沢田薫（（財）大阪市
女性協会経営戦略主幹）／下田敦子（青森県女性議員懇談会会長・弘前医療福祉大学理事長）／庄
司洋子（立教大学大学院教授）／鈴木恵美子（折り紙作家）／鈴木カツ子（宮城県女医会会長）／
須田和（尼崎市議会議員・前尼崎市女性センター所長）／スティール若希（東北大学ＧＣＯE／日
本学術振興会研究員）／砂田登志子／住田裕子（弁護士・ＮＰＯ長寿安心会代表）／諏訪正子（茨
城県坂東市男女共同参画審議会会長）／千田有紀（武蔵大学教授・ウイメンズアクションネット
ワーク（ＷＡＮ）理事）／袖井孝子（お茶の水女子大学名誉教授）／染谷典子／高木宏子（婦人国
際平和自由連盟日本支部前副会長）／田中和子（国学院大学教授）／田中由美子（ＪＩＣＡ国際協
力専門員）／田端八重子（もりおか女性センターセンター長）／田山千賀子（水戸市消費生活セン
ターセンター長）／樽川通子／都河明子（国際女性技術者・科学者ネットワーク日本会長）／辻智
子（２１世紀の女性センターを考える会）／角田由紀子（弁護士）／永田祥子（（財）大阪市女性
協会常務理事）／中村敏子（越谷市男女共同参画支援センター所長）／西武節子（議会に女性をお
くる会世話人）／西山千恵子（慶応大学非常勤講師）／丹羽麻子（女性支援ネットワーク・こおり
やま）／萩原なつ子（立教大学教授）／橋本ヒロ子（十文字学園女子大学教授）／服部恵子（ばん
どう市女性団体協議会会長）／浜田妙子（鳥取県議会議員）／原ひろ子（女性と健康ネットワーク
副代表）／平川和子（東京フェミニストセラピィセンター所長）／福井美穂（難民を助ける会調査
研究担当）／房野桂（ＪＡＷＷ副代表）／藤井美穂（北海道性差医学・医療学会代表理事）／堀口
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悦子（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）／松尾圭（ＤＶを考える若者フォーラムinち
ば実行委員会事務局長）／松田瑞穂（女性人権機構事務局長）／真邉和美（（社）大学女子協会岡
山支部支部長）／見澤孝子（国際女性教育振興会茨城県支部副支部長）／皆川満寿美（大学非常勤
講師）／村松安子（東京女子大学名誉教授）／村松泰子（東京学芸大学学長）／矢ケ部春子（北京
ＪＡＣ九州in久留米）／矢澤澄子（国際女性の地位協会総括理事）／柳下真知子（日本大学大学院
総合科学研究科教授）／柳堀朗子（女性と健康ネットワーク評議員）／柳本祐加子（中京大学法科
大学院教授）／山口洋子／山崎静江（ちば県民共生センターセンター長）／山下泰子（国際女性の
地位協会会長）／山地久美子（関西学院大学災害復興制度研究所研究員）／山中直子（柏市男女共
同参画社会推進協議会）／湯澤直美（立教大学教授）／横山くがこ（前白井市市長）／吉田穂波
（日本プライマリ・ケア連合学会妊産婦支援チーム「東北すくすくプロジェクト」派遣医師）／吉
田容子（弁護士）／吉村直子（ＪＡＷＷ（日本女性監視機構））／渡部尚子（聖路加看護大学客員
教授）

実行委員会内作業チーム（アイウエオ順・１６名）

青木玲子（全国女性会館協議会常任理事）
天野恵子（性差医療情報ネットワーク代表）
大沢真理（東京大学社会科学研究所教授）
大野曜（日本女性学習財団理事長）
庄司洋子（立教大学大学院教授）
田中正子（JAWW　日本女性監視機構代表代行）
堂本暁子（女性と健康ネットワーク代表）
原ひろ子（女性と健康ネットワーク副代表）
樋口恵子（高齢社会をよくする女性の会　理事長）
船橋邦子（北京ＪＡＣ（世界女性会議ロビイングネットワーク共同代表）
松尾圭（ＤＶを考える若者フォーラムinちば実行委員会事務局長）
松原弘子（事務局員）
皆川満寿美（大学非常勤講師）
目黒依子（リーダーシップ１１１代表）
柳堀朗子（女性と健康ネットワーク評議員）
山口文代（流山パートナーシップ代表）

＜「災害・復興と男女共同参画6.11シンポ」実行委員会事務局＞
〒260-0044　千葉市中央区松波2-8-6-802（TEL:043-239-7501/043-239-7501）
E-mail:saigai.gender@gmail.com
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資料編【12】6.11 シンポジウムアンケート 

 

【12】6.11 シンポ「ご参加くださった方へのアンケート」のまとめ 
 
回収数 ：170 通（参加 350 人中） 
回収方法：当日配布資料の 1 つとしてアンケート用紙（黄色）を配布し、会場出口 3 か所に回

収ボックスを設置して自由に投函してもらう形とした。シンポの中間地点である昼
食休憩直前と、全体の終了後の 2 回、司会から、アンケート協力の依頼（記載の促
し）をアナウンスした。 

 
 
設問と回答： 
 
問１：このイベントを何でお知りになりましたか。該当するものに○をつけてください（複数回
答可）。 
1.実行委員会のメール 32.4%（55） 
2.日本学術会議 HP 10.6%（18） 
3.友人から  24.1%（41） 
4.学校で  7.1%（12） 
5.所属する NGOで 17.6%（30） 
6. その他  22.4%（38） 
・メーリングリスト：9 ※災害時の性被害とＤＶネットワーク ML、日本文化人類学学会 ML、
震災後の女性・子ども応援プロジェクトMLなど 

・ウェブサイト：3 ※災害と女性？HP、東北大 GCOE の HP、ジェンダー法学会 HP 
・女性センター・女性団体等からの案内：9 ※千葉県男女共生センター、男女センター、かな
がわ女性会議、女性団体より、女性会館協議会、ＪＦＦＷ会員、ＮＡＨＷ、千葉県民共生セン
ターセンター長さんより 

・イベント会場：2 ※ＣＳＷ聴く会会場にて、ＣＳＷの聞く会でのパンフ 
・職場：3 
・マスコミ：1 ※週刊金曜日 
・所属学会：4 ※ジェンダー法学会、所属学会からの連絡、家族社会学会からのメール 
・その他：5 ※パンフレット、事務局長より、５．１７？の会議に参加して、県から、家族か
ら） 

 
 
問２：本日は午前・午後とも参加なさいましたか。該当するものに一つ○をつけてください。 
1.全日参加 85.9%（146） 
2.午前のみ 3.5%（6） 
3.午後のみ 8.8%（15） 
4.その他 1.8%（3） 

※３時まで（他の会合のため）、午後途中まで、パネルディスカッションまで、一部、午前一部と午
後 

 
 
問３：どの観点から災害や復興にご関心がおありですか。ご自由にお書きください。（紙面が足
りない場合は裏面もご使用ください。） 
［以下は，自由記述の内容を、実行委員会作業チーム事務局が大別したもの］ 
 
ジェンダー不平等・男女共同参画と災害／社会政策・災害対策・地域づくり（コミュニティの課
題）とジェンダー／災害時の社会格差・弱者保護・支援・ケアのあり方について／性暴力／原発
事故・福島／国際協力活動と災害支援／災害時の医療・看護・福祉／報道では得られない情報を
得たい／女性センターに何ができるか 
 
 
問４：本日お聞きになったプログラムのうち、どれがあなたにとって最も良かったとお考えです
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か。該当するもの一つに○をつけてください。 
1.開会挨拶  2.4%（4） 
2.基調講演  24.1%（41） 
3.被災地からの報告 17.6%（30） 
4.質疑応答(午前の部) 2.9%（5） 
5.リレートーク  40.0%（68） 
6.パネルディスカション 17.1%（29） 
7.質疑応答(午後の部) 1.2%（2） 
8.提言に向けてのまとめ 5.9%（10） 
9.閉会の辞  2.9%（5） 
10.良いものはなかった 0.0%（0） 
［余白に、一つを選ぶのは困難という書き込みが複数あり］ 
 
 
問５：このシンポジウムの運営に関して、ご意見をご自由にお書きください。（紙面が足りない
場合は裏面もご使用ください。） 
［以下は、自由記述から本誌の編者が抜粋したもの］ 
 
学者、政治家、市民運動家の連携に意義／現地の女性の声が聞けてよかった／内容が豊富／進行
もてきぱきしてよかった 
時間が足りなかった（盛りだくさんにすぎる、登壇者が多すぎる）／もっと広い会場を／原発事
故のことをもっと取り上げるべき／資料集に通しページ番号がほしかった 
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